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第１ 基本的な事項 
（１）市の概況 
  ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

本市は、秋田県内陸北部に位置し、市の中央部を秋田県第２位の流域面積を持つ米代川 
が流下、東側は鹿角市と小坂町、西側は北秋田市と藤里町、南側は北秋田市、北側は青森
県と接している。総面積は 913.22ｋ㎡である。気候は、積雪寒冷地帯の内陸性盆地気候
に属し、積雪期間は 12 月から翌年３月下旬までの長期間に及んでいる。県全体と比較す
ると、冬季は冷え込みが厳しく、夏季は猛暑になりやすいが、やませの影響を受けて低温
になることもある。気象庁の平年値（1991－2020）によれば、年平均気温は 10.2℃、年
降水量は 1,741 ㎜である。気温の極値は、最高値が 38.8℃（2023 年）、最低値が－19.0℃
（2012 年）となっている。風速は、沿岸部と比較すると１年間を通じて小さく、強風や
台風の影響が比較的少なくおだやかな地域である。 
本市の沿革は、明治 22 年に町制を施行、昭和 26 年に釈迦内村との合併とともに、市 

制を施行した。その後、昭和 30 年に長木村、上川沿村、下川沿村、二井田村、真中村、 
十二所町を、昭和 42 年には花矢町を、そして平成 17 年６月には比内町、田代町を編入し、 
現在に至っている。 
従来から交通の要衝として栄え、現在でもＪＲ奥羽本線、花輪線の鉄路のほか、国道７ 

号、103号及び 285号などの幹線道路が縦横に走る北東北の交流拠点となっている。また、 
平成 10 年の大館能代空港の開港に加え、日本海沿岸東北自動車道の延伸など、高速交通 
体系の整備も進んできている。一方、米どころであるとともに、安土桃山時代に築城用の 
材木を供出するなど、古くから秋田杉の産地として栄えてきた。明治期以降、非鉄金属の 
豊富な鉱床が発見され、戦後の高度成長期にかけては鉱業が主力産業であったが、平成６ 
年までに全ての鉱山が閉山した。その後の雇用の場の創出を重視した政策により、資源リ 
サイクル産業や医療機器・医薬品製造などの健康産業が大きく成長し、本市の経済を支え 
ている。平成 27 年からは、交流人口の拡大に政策の重点を移し、400 年前の佐竹氏の秋 
田国替えを縁とした茨城県常陸大宮市との友好都市協定を初めとした様々な交流の活性 
化や、市内の歴史的建造物の保全活用や観光交流拠点の機能強化をしながら、ＳＮＳなど 
を活用した情報発信、観光客受入環境の整備や交通アクセスの充実など一体的な観光振興 
を推進し、交流人口の拡大による賑わいのあるまちづくりに注力している。 
 
イ 過疎の状況 
① 人口等の動向 

本市の人口（旧比内町、旧田代町を含む。）は、表 1-1(1)が示すように、昭和 35 年 
以降の国勢調査では昭和 55 年にわずかながら増加に転じたものの、その後令和２年に 
かけては 1.05％から 6.66％の間で減少し続けている。総数に占める高齢人口（65 歳以 
上）と若年人口（15～29 歳）の比率は、平成２年を境に逆転し、令和２年には高齢者 
比率が 39.2％と全国平均 28.8％を大きく上回っている。また、年少人口（０～14 歳） 
の占める割合は 9.88％と減少傾向に歯止めがかかっておらず、少子高齢化が深刻な状 
況となっている。 
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② これまでの過疎対策 
昭和 45 年に旧田代町が、昭和 46 年には旧比内町が過疎地域の指定を受け、合併し

た平成 17 年には大館市全域がみなし過疎地域の指定を受けた。さらに、令和４年には
全部過疎地域の指定を受けている。これまで、耕作放棄地対策など農林業の基盤整備、
安全で円滑な交通ネットワークの維持、情報通信格差解消を図るための交通通信体系
の整備、上水道・公共下水道・公営住宅などの生活環境の整備、認定子ども園・介護
職資格取得支援などの少子高齢化対策、医療施設・設備整備による地域医療の確保、
教育環境の整備、歴史的風致維持向上などの地域文化の振興、地域づくり活動への支
援など、地域住民の様々な生活基盤の充実を図ってきた。 
 
③ 現在の課題と今後の見通し等 

本市の年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）の減少は、地域活動や地
域経済の活力低下の大きな要因となっている。今後予想される急激な人口減少に歯止
めをかけるためには、大館市過疎地域持続的発展計画による取組みと合わせて、地方
版総合戦略と一体のものとして構成している市総合計画「おおだて未来づくりプラン」
に基づき、ライフステージに応じた適切な支援による安心して結婚できる環境づくり、
子どもや子育て視点を大切にする「命を守り育む 暮らしづくり」による婚姻数及び
合計特殊出生率の改善、あらゆる世代が住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮ら
すことができるまちづくり、関係人口・交流人口の拡大や「おおだて暮らし」の魅力
充実による移住・定住の促進などを着実に進める必要がある。 
上記の取組みにより自然減及び社会減を抑制することで、表 1-1(2)が示すように、
本市の人口は減少していくものの、令和 42 年（2060 年）時点で約４万人を維持できる
ものと見込んでいる。 
 

ウ 社会経済的発展の方向 
① 産業構造の変化 
本市の就業構造は、古くから農林業が盛んで、昭和 35 年の第１次産業就業人口は
48.9％を占めていたが、昭和 50 年には 25.5％、昭和 60 年には 17.7％、平成 17 年に
は 10.1％、平成 22 年には 8.2％、平成 27 年には 7.0％、令和２年には 6.2％と大幅に
減少している。一方、第２次産業の就業人口は鉱山の隆盛、衰退を経たものの、昭和
55 年からは 30％前後で推移している。これは企業誘致を積極的に進め、新たな産業を
興すことによって、鉱山の閉山による影響を最小限に留めたためと考えられる。また、
昭和 45 年以降は、社会経済の変化に伴い、卸売、小売業、サービス業などの第３次産
業就業者数の占める割合が最も多くなっており、令和２年には 64.8％となっている。
高齢化社会での各種サービスや個人のニーズの多様化により、これからも高い数値で
推移するものと予想される。 
 

② 地域の経済的な立地特性 
本市の産業は、農業では基幹作物である水稲を中心に、果樹、野菜や全国ブランドと 
なった比内地鶏などとの複合経営が進められている。特に、比内地鶏については、県内
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で43万7,000羽が生産されており、そのうち20万3,000羽が大館市において生産され、
県内の５割弱（「比内地鶏の情勢（令和７年５月公表秋田県畜産振興課より）」)を占め
ている。農業粗生産額は、136 億 5,000 万円で、内訳は米 25.0％、畜産 50.5％、野菜
21.4％、果実・花き 2.2％、工芸農作物・種苗外 0.2％、麦・雑穀・豆類 0.3％（令和
５年生産農業所得統計）などとなっている。平成 26 年度からはえだまめを使用したス
イーツやペーストの商品化、民間企業と連携したスナック菓子の開発などブランド化に
力を入れている。 
商業については、本市は北東北の結節点にあり、物流体制の高度化に向けた拠点とし 
て重要な位置を占めている。また、近年、郊外への大規模小売店舗の進出により、商業 
圏がかつての中心市街地から移り変わっている。 
工業については、これまで長く培われてきた鉱業技術を活用した資源リサイクル産業 

や誘致企業による医療機器・医薬品製造などの健康産業は、いまや本市を支える重要な 
産業に成長している。 
また、本市は豊かな自然環境に恵まれ、世界遺産白神山系の田代岳や天然秋田杉、長 

    木渓流、国民保養温泉地に指定された市内各地の温泉など数多くの観光資源がある。 
 

③  発展の方向性 
今後は、本市の基幹産業である資源リサイクル産業や健康産業に加え、豊富な地域資 
源を生かした畜産業や新エネルギー関連産業、サテライトオフィス事業による情報産 
業分野など新たな柱となりうる産業の育成、企業誘致を目指すとともに、歴史的風致維 
持向上計画に基づき、市全体を歴史的観光資源と捉え、広域観光の推進など体験・滞在 
型観光の確立と合わせた、住民が愛着と誇りを持てるまちづくりを推進していく。 
 また、えだまめや大館とんぶりなど産地化が進んだ作物の６次産業化による所得拡大
や、次世代を担う農業者支援を図るほか、森林の整備による生産性の向上、林業・木材
産業の成長化を推進していく。 

 
（２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と今後の見通し 
本市の人口の推移を見ると、昭和 35 年から昭和 45 年にかけて、この間、花矢町を編入 

合併したが、5.48％減少している。昭和 50 年から昭和 55 年にかけてはわずかながら増加 
に転じたものの、その後は減少傾向が続いている。 
鉱産物価格の暴落などにより、鉱山が衰退の兆しを見せ始めた昭和 45 年以降の年齢別 

人口の推移は、年少人口（０～14歳）は昭和45年から令和２年にかけて、17,802人、73.29％ 
の減と大幅な減少となっている。生産年齢人口（15～64 歳）は昭和 50 年から昭和 55 年 
にかけて若干の増を示したものの、それ以降は減少を続け、平成 17 年から令和２年にか 
けては 12,774 人、26.41％の減となっている。このうち若年人口（15～29 歳）の減少率 
は昭和 60 年をピークに緩やかになったものの、平成 17 年及び平成 22 年調査ではともに 
15％以上、平成 27 年調査では 13％以上、令和２年調査では 10％以上と減少傾向は続いて 
いる。 
  一方、高齢人口（65 歳以上）は、昭和 40 年以降、年平均で４％前後の増加率で推移し、
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平成 12 年には２万人を超え、令和２年には高齢者比率が 39.2％に達し、秋田県の平均
37.5％を上回る超高齢社会を迎えている。今後も、高齢人口は全国平均を大幅に上回る見
込みで増加し、第９期大館市介護保険事業計画によると、令和 12 年には 43.0％に達する
と見込まれている。 
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区  分 

昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 94,526人 ▲ 1.05% 90,098 人 ▲ 4.68% 88,231 人 ▲ 2.07% 86,288 人 ▲ 2.20% 82,504 人 ▲4.39% 

0 ～14 歳 18,990人 ▲ 6.39% 15,825 人 ▲ 16.67% 13,353 人 ▲ 15.62% 11,585 人 ▲ 13.24% 10,316 人 ▲10.95% 

15～64 歳 63,630人 ▲ 2.71% 59,777 人 ▲ 6.06% 56,842 人 ▲ 4.91% 53,176 人 ▲ 6.45% 48,372 人 ▲9.03% 

 うち 15～
29 歳(ａ) 

15,296人 ▲ 15.18% 13,566 人 ▲11.31% 13,146 人 ▲ 3.10% 12,629 人 ▲ 3.93% 10,421 人 ▲17.48% 
 

65 歳以上
(ｂ) 

11,903人 21.09% 14,469 人 21.56% 18,036 人 24.65% 21,527 人 19.36% 23,816 人 10.63% 

(ａ)/総 数 
16.18% - 15.06% - 14.90% - 14.64% - 12.63% - 

若年者比率 

(ｂ)/総 数 
12.59% - 16.06% - 20.44% - 24.95% - 28.87% - 

高齢者比率 

 

 

 

 

 

 

 

表 1－1(1) 人口の推移      

区  分 

昭和 

35 年 
昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 103,531 人 100,695 人 ▲ 2.74% 97,856 人 ▲ 2.82% 95,045 人 ▲ 2.87% 95,529 人 0.51% 

0 ～14 歳 35,317 人 29,184 人 ▲17.37% 24,290 人 ▲ 16.77% 21,745 人 ▲ 10.48% 20,286 人 ▲ 6.71% 

15～64 歳 63,583 人 65,931 人 3.69% 66,850 人 1.39% 65,272 人 ▲ 2.36% 65,405 人 0.20% 

 うち 15～
29 歳(ａ) 

26,418 人 24,635 人 ▲ 6.75% 23,029 人 ▲ 6.52% 20,209 人 ▲ 12.25% 18,034 人 ▲ 10.76% 
 

65 歳以上
(ｂ) 

4,631 人 5,580 人 20.49% 6,716 人 20.36% 8,028 人 19.54% 9,830 人 22.45% 

(ａ)／総 数 
25.52% 24.46% - 23.53% - 21.26% - 18.88% - 

若年者比率 

(ｂ)／総 数 
4.47% 5.54% - 6.86% - 8.45% - 10.29% - 

高齢者比率 
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区  分 

平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 78,946 人 ▲ 4.31% 74,175 人 ▲6.04% 69,237 人 ▲6.66% 

0 ～14 歳 9,026 人 ▲12.50% 7,647 人 ▲15.28% 6,488 人 ▲15.16% 

15～64 歳 44,842 人 ▲ 7.30% 39,755 人 ▲11.34% 35,598 人 ▲10.46% 

 うち 15～
29 歳(ａ) 

8,853 人 ▲ 15.05% 7,676 人 ▲13.29% 6,841 人 ▲10.88% 
 

65 歳以上
(ｂ) 

25,017 人 5.04% 26,549 人 6.12% 27,151 人 2.27% 

(ａ)/総 数 
11.21% - 10.37% - 9.88% - 

若年者比率 

(ｂ)/総 数 31.69% - 35.90% - 39.21% - 
高齢者比率 

※人口総数には、年齢不詳分を含む。         (国勢調査) 

 

表 1－1(2) 人口の見通し 

69,237

63,908

58,670

53,658

48,849

44,179

39,697

35,419

31,374

74,175

69,237

64,456

60,237

56,453

53,067

49,863

46,737
43,711

40,859

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年

（2015年） （2020年） （2025年） （2030年） （2035年） （2040年） （2045年） （2050年） （2055年） （2060年）

（人）

目指すべき将来人口

国立社会保障・人口問題研究所

の推計（令和５年１２月推計）

 

    

 

 

 

(大館市人口ビジョン) 

令和2年

（2020年）

令和12年

（2030年）

令和22年

（2040年）

令和32年

（2050年）

令和42年

（2060年）

69,237 60,237 53,067 46,737 40,859

69,237 58,670 48,849 39,697 31,374

目指すべき将来人口

推計
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  イ 産業別の現況と今後の動向 
本市の就業構造の比率は、社会経済の変化に伴って推移し、表 1-1(3)が示すように、 

昭和 35 年には第１次産業就業人口の割合が 48.9％を占めていたが、農林業の衰退により 
年々減少を続け、昭和 45 年には第３次産業就業人口比率が最も多くなっている。 
第１次産業就業人口の占める割合はその後も減少を続け、平成 12 年には 9.9％となっ 

ている。その後、平成 17 年では若干の増を示し 10.1％となったが、令和２年には 6.2％ 
と減少している。第２次産業人口比率は平成７年まで増え続け、同年には 32.2％を占め 
ていたが、平成 12 年では 1.4 ポイント減少し、さらに 10 年後の平成 22 年では 3.5 ポイ 
ント減少している。平成 27 年及び令和２年には若干増え、令和２年には 28.9％となり、 
近年は横ばい傾向にある。 
第３次産業就業人口比率は増加を続け、令和２年では全就業人口の 64.8％を占めてお 

り、これからも高齢化社会での各種サービスや個人のニーズの多様化により、第３次産業 
就業人口は増加するものと見込まれる。また、ＩｏＴやＡＩといった第４次産業革命によ 
る産業構造の転換への対応も必要になると考えられる。 
また、産業別事業所及び従業者数の推移では、表 1-1(4)が示すように、農林・水産業 

においては平成３年の 66 か所、763 人から平成 28 年では 45 か所、452 人といずれも減少 
していたものの、令和３年では 68 か所、679 人と増加傾向へ転じている。また、建設業 
においては、平成３年の 426 か所、4,844 人から令和３年では 313 か所、2,806 人と減少 
している。卸・小売業なども減少している中、サービス業が 1,445 か所、8,789 人から 1,467 
か所、12,885 人と増加しており、このことからも、前述の第３次産業就業人口比率の増 
加は今後も続くことが予想できる。 
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表 1－1(3) 産業別人口の動向      

区   分 
昭和 35 年 昭和 40 年 昭和 45 年 昭和 50 年 昭和 55 年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総   数 人 
41,959 

人 
47,125 

％ 
12.3 

人 
49,022 

％ 
4.0 

人 
46,608 

％ 
▲ 4.9 

人 
47,364 

％ 
1.6 

第 1 次産業 
就業人口比率 

％ 
48.9 

％ 
39.4 

- 
％ 
32.7 

- 
％ 
25.5 

- 
％ 
18.3 

- 

第 2 次産業 
就業人口比率 

％ 
18.6 

％ 
24.0 

- 
％ 
25.7 

- 
％ 
27.3 

- 
％ 
30.3 

- 

第 3 次産業 
就業人口比率 

％ 
32.5 

％ 
36.6 

- 
％ 
41.6 

- 
％ 
47.1 

- 
％ 
51.4 

- 

 

区   分 
昭和 60 年 平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総   数 人 
46,173 

％ 
▲ 2.5 

人 
44,855 

％ 
▲ 2.9 

人 
43,912 

％ 
▲ 2.1 

人 
41,386 

％ 
▲ 5.8 

人 
38,772 

％ 
▲6.3 

 

第 1 次産業 
就業人口比率 

％ 
17.7 

- 
％ 
14.9 

- 
％ 
11.4 

- 
％ 
9.9 

- 
％ 
10.1 

-  

第 2 次産業 
就業人口比率 

％ 
30.3 

- 
％ 
31.5 

- 
％ 
32.2 

- 
％ 
30.8 

- 
％ 
27.6 

-  

第 3 次産業 
就業人口比率 

％ 
51.9 

- 
％ 
53.5 

- 
％ 
56.3 

- 
％ 
59.2 

- 
％ 
62.2 

- 

 

区   分 
平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

実 数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総   数 人 
35,605 

％ 
▲ 8.2 

人 
34,370 

％ 
▲3.5 

人 
34,076 

％ 
▲0.9 

第 1 次産業 
就業人口比率 

％ 
8.2 

- 
％ 
7.0 - 

％ 
6.2 - 

第 2 次産業 
就業人口比率 

％ 
27.3 

- 
％ 
28.2 - 

％ 
28.9 - 

第 3 次産業 
就業人口比率 

％ 
64.5 

- 
％ 
64.8 - 

％ 
64.8 - 

(国勢調査) 
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（事業所統計調査、経済センサス) 

表 1－1(4) 産業別事業所及び従業者数の推移         (単位：事業所、人) 
      年 
 
産業分類 

平成 3年 平成 8年 平成 13 年 平成 18 年 

事業
所数 従業者数 事業

所数 従業者数 事業
所数 従業者数 事業

所数 従業者数 

総  数 5,238 40,864 5,022 40,860 4,743 37,515 4,318 35,423 

農 林 ・ 水 産 業 66 763 45 473 47 471 39 356 

鉱   業 8 401 4 59 3 22 3 19 

建  設  業 426 4,844 491 5,674 466 4,776 418 3,782 

製  造  業 487 9,487 417 7,981 333 6,734 301 6,559 

電気・ガス・水道業 241 1,090 219 1,073 199 1,009 10 211 

運 輸 ・ 通 信 業 121 2,488 131 2,519 123 2,130 97 1,855 

卸 ・ 小 売 業 2,099 10,047 1,950 10,607 1,835 10,005 1,252 8,249 

金 融 ・ 保 険 業 113 1,095 120 1,132 111 936 95 707 

不  動  産  業 142 276 138 309 119 257 142 225 

サ ー ビ ス 業 1,445 8,789 1,445 9,911 1,445 10,088 1,909 12,542 

公   務 90 1,584 62 1,122 62 1,087 52 918 

     

      年 
 
産業分類 

平成 21 年 平成 24 年 平成 28 年 令和３年 

事業
所数 従業者数 事業

所数 従業者数 事業
所数 従業者数 事業

所数 従業者数 

総   数 4,270 36,965 3,735 31,466 3,457 31,198 3,217 31,845 

農 林 ・ 水 産 業 60 584 34 367 45 452 68 679 

鉱   業 4 52 2 6 3 32 2 6 

建  設  業 412 3,695 367 3,179 341 3,217 313 2,806 

製  造  業 286 6,659 266 6,659 245 6,782 217 6,947 

電気・ガス・水道業 10 228 5 141 5 142 14 210 

運 輸 ・ 通 信 業 113 1,928 107 1,815 98 1,771 80 1,363 

卸 ・ 小 売 業 1,173 7,885 1,049 7,361 931 6,309 827 5,967 

金 融 ・ 保 険 業 96 824 90 953 75 580 65 553 

不  動  産  業 212 542 188 435 171 461 164 429 

サ ー ビ ス 業 1,855 13,690 1,627 10,550 1,543 11,452 1,467 12,885 

公   務 49 878 － － － － － － 
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① 農業 
本市の農家戸数は、昭和 45 年の 8,066 戸を境に減少を続け、令和２年には 1,955 戸 

でピーク時の昭和 45 年と比較すると７割強減少している。経営規模別では、農地集積 
などを進めた結果、0.3～2.0ha の農家数が大きく減少し、5.0ha 以上の農家数が増加 
している。専業農家数は昭和 50 年に 364 戸まで落ち込んだが、平成 27 年には 457 戸 
となっている。 
兼業農家では、第１種兼業農家は激減しているが、第２種兼業農家数については平成 

２年までは大きな動きはなかったものの、その後、平成 27 年にかけて、昭和 55 年のピ 
ーク時と比較して大幅な減少を示している。 
本市の農業粗生産額は、昭和 60 年には 187 億 8,000 万円であったが、平成 18 年には 

104 億 6,000 万円となっている。これは、昭和 60 年には米の粗生産額が 113 億 2,000 
万円と好調で、米価も高値で推移していたが、その後、米の生産調整や米価の著しい低 
迷などにより平成 18 年には 53 億 7,000 万円とほぼ半減したことによるものである。そ 
の後、えだまめなどの重点戦略作物の作付拡大や経営体の組織化により、農林水産省が 
発表した令和５年市町村別農業産出額によると、令和５年には 136 億 5,000 万円に回復 
している。 

  
 

     

※平成 12年、17 年、22年、27 年の専兼業別農家数は、販売農家分のみ。 

令和２年調査では、専兼業別農家数調査は廃止。 

                              (農林業センサス) 

 

表 1－1(5) 農家戸数の推移 (単位：戸) 

 区 分 
年 

農家戸数 専業農家 
兼 業 農 家 

計 第１種 第２種 

昭和 35 年 7,151 1,659 5,492 3,066 2,426 

昭和 40 年 8,048 930 7,118 3,043 4,075 

昭和 45 年 8,066 466 7,600 2,782 4,818 

昭和 50 年 7,738 364 7,374 1,987 5,387 

昭和 55 年 7,362 370 6,992 1,559 5,433 

昭和 60 年 6,919 469 6,450 1,237 5,213 

平成 2 年 6,333 607 5,726 737 4,989 

平成 7 年 5,755 603 5,152 814 4,338 

平成 12 年 5,148 528 3,696 547 3,149 

平成 17 年 4,473 560 2,928 468 2,460 

平成 22 年 3,718 576 2,114 329 1,785 

平成 27 年 2,787 457 1,473 248 1,225 

令和２年 1,955 - - - - 
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表 1－1(6) 経営耕地面積の推移 (単位：ha) 

   区分 

 

 年 

経  営  耕  地  面  積 
農家一戸当たり 

経営耕地面積 合  計 田 畑 樹園地 

昭和 55 年 8,175 6,938 1,111 126 1.11 

昭和 60 年 8,173 6,998 1,005 170 1.18 

平成 2年 7,839 6,850 825 164 1.24 

平成 7年 7,590 6,577 841 172 1.32 

平成 12 年 7,257 6,405 708 143 1.41 

平成 17 年 6,608 5,872 636 100 1.88 

平成 22 年 6,378 5,708 582 89 2.35 

平成 27 年 5,719 5,293 357 68 2.93 

令和２年 5,206 4,791 355 60 4.07 

(農林業センサス) 

 
② 林業 

本市の森林面積は、令和６年度では72,371haで、市の総面積の79.2％を占めている。 
このうち国有林は 42,125ha、民有林が 30,246ha となっているが、林家一戸当たりの山 
林規模は５ha 以下が９割弱を占めている。 

     近年、持続可能な環境価値の高い不動産形成に注目が集まり、ＳＤＧｓやＥＳＧ投資 
の観点から木材の積極的な活用に向けた気運が世界的に高まりを見せている。このよう 
な中で、本市の豊かな森林資源は大きな強みであり、ＩＣＴ等の先端技術を活用したス 
マート林業により生産性の向上や作業の安全確保を図り、林業や木材産業の成長化に向 
けた取組みが展開されつつある。 

 
表 1－1(7) 保有形態別森林面積 (単位：ha) 

     区分 

年度 
森林総面積 国 有 林 

民    有    林 

計 公 有 林 私 有 林 

平成 28 年度 70,113 40,132 29,981 3,526 26,455 

平成 29 年度 70,314 40,131 30,183 3,568 26,615 

平成 30 年度 70,334 40,131 30,203 3,351 26,852 

令和元年度 72,344 42,140 30,203 3,351 26,852 

令和２年度 72,367 42,140 30,227 3,346 26,881 

令和３年度 72,384 42,140 30,244 3,346 26,898 

令和４年度 72,398 42,140 30,258 3,355 26,903 

令和５年度 72,364 42,125 30,239 3,335 26,904 

令和６年度 72,371 42,125 30,246 3,335 26,911 

(秋田県林業統計) 
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表 1－1(8) 保有山林規模別林家数      (単位：戸) 

区分 

年度 
総数 1～3ha 3～5ha 

5～ 

10ha 

10～ 

20ha 

20～ 

30ha 

30～ 

50ha 

50～ 

100ha 
100ha～ 

平成 28 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

平成 29 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

平成 30 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和元年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和２年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和３年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和４年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和５年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和６年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

(秋田県林業統計) 

 
③  商業 
本市では郊外型大型店の進出が相次ぎ、商業圏がかつての中心市街地から郊外へと移

り変わっている。近年は、観光交流施設「秋田犬の里」の完成など大館駅周辺の再開発
が進み、駅前一帯の魅力向上につながっているものの、中心市街地の衰退に歯止めがか
からない状況が続いている。比内地域や田代地域の商業も中心市街地と同様、経営環境
は厳しい状況となっている。 
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表 1－1(9) 商店数の推移                         (単位：店、人、万円) 

区 分 平成６年 平成９年 平成 11 年 平成 14 年 平成 19 年 平成 24 年 平成 28 年 令和３年 

商店数 1,275 1,177 1,181 1,038 907 687 607 541 

従業者数 6,050 5,895 5,939 5,375 5,401 4,506 4,175 3,925 

年間販売額 10,540,909 10,103,638 10,030,849 8,455,253 8,657,887 7,605,500 9,013,100 7,985,600 

(商業統計調査、経済センサス) 
 
④ 工業 

本市の工業は、令和３年では事業所数が 130 事業所、従業者数は 6,734 人、製造品出 
荷額等が 1,541 億 7,466 万円となっている。平成４年から事業所数、従業者数は大きく 
減少しており、業種別では食料品、繊維・衣服、木材・木製品の事業所数の減少が著し 
いものの、製造品出荷額等は平成 14 年以降増加に転じている。 
 
表 1－1(10) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

    区分 

年次 

事業所数 

(社) 

従業者数(人) 製造品出荷額等 

(万円) 男 女 計 

平成 4年 332 3,962 4,568 8,530 8,759,974 

平成 7年 301 3,754 3,868 7,622 8,607,954 

平成 10 年 281 3,524 3,521 7,045 8,440,247 

平成 14 年 209 3,252 2,659 5,911 8,529,822 

平成 20 年 174 3,614 2,597 6,211 10,935,638 

平成 24 年 155 3,795 2,382 6,177 10,708,672 

平成 28 年 140 3,977 2,195 6,172 12,545,705 

平成 30 年 135 4,327 2,316 6,643 13,884,183 

令和元年 127 4,394 2,354 6,748 14,143,032 

令和２年 124 4,428 2,445 6,873 15,508,227 

令和３年 130 4,312 2,422 6,734 15,417,466 

(秋田県の工業) 
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表 1－1(11) 業種別事業所数(4人以上)の推移               (単位：事業所) 
区 分 平成 22年 平成 24年 平成28年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 

食 料 品 34 31 26 26 24 25 24 

飲 料 ・ 飼 料 1 1 1 1 1 1 1 

繊 維 ・ 衣 服 34 30 26 23 21 21 24 

木材・木製品 21 22 20 18 15 14 17 

家具・装備品 6 4 5 3 3 2 2 

パ ル プ ・ 紙 2 1 3 3 3 3 3 

出 版 ・ 印 刷 6 6 4 6 5 6 6 

化 学 2 2 2 2 2 2 2 

石 油 製 品 2 0 3 1 2 1 3 

プラスチック 3 2 2 1 1 1 2 

ゴ ム 製 品        

皮 革        

窯 業 ・ 土 石 9 10 9 10 10 9 9 

鉄 鋼 2 2 2 1 2 2 3 

非 鉄 金 属        

金 属 製 品 21 19 17 17 14 14 11 

は ん 用 機 械 6 5 3 5 7 7 6 

生 産 用 機 械 8 9 6 6 8 7 8 

業 務 用 機 械 1 1 1 1 1 1 1 

一 般 機 械        

電 気 機 械 4 5 4 5 3 2 3 

情報通信機械  3 1 1    

電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ 3  3 3 3 3 2 

輸 送 機 械 1 1 1 1 1 1 1 

精 密 機 械        

そ の 他 1 1 1 1 1 2 2 

合  計 167 155 140 135 127 124 130 

                                 (秋田県の工業) 
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⑤ 観光 
本市には、白神山系田代岳や長木渓流などの恵まれた自然環境のほか、市内全域に温 

泉資源が点在し、「大館ぐるみ温泉郷」として国民保養温泉地に指定されている。また、 
比内とりの市、アメッコ市、たけのこ祭り、バラまつり及びきりたんぽまつりなど年間 
を通じて多彩なイベントを開催している。特に、大館樹海ドームを会場に開催している 
「本場大館きりたんぽまつり」は、開催期間中市内外から延べ８万人を超える来訪者が 
あるビッグイベントに成長している。また、令和元年には大館駅前に観光交流施設「秋 
田犬の里」がオープンし、国内外問わず多くの観光客が訪れ、交流人口の拡大に寄与し 
ている。 
また、農産物や山菜も豊富であり、特に比内地鶏やきりたんぽ、えだまめ、大館とん 

ぶりなどは地域ブランドとなっている。交流人口拡大のため、秋田犬や歴史を通じたス 
トーリーづくりにより渋谷区をはじめとした関係自治体との連携を深めているほか、大 
館市・北秋田市・小坂町・上小阿仁村で構成する地域連携ＤＭＯ「秋田犬ツーリズム」 
による官民一体となった観光振興の取組みは全国的にも評価されている。今後は地域資 
源を活用した体験型観光を軸に、北東北を周遊する際の目的地としての価値を高める取 
組みが求められている。 

 
（３）行財政の状況 
ア 行政の状況 

平成 17 年 6月 20 日、比内町、田代町を編入合併し新大館市が誕生した。合併に当たっ 
て、総合支所方式を導入し、旧町役場庁舎を総合支所として活用している。また、平成
19 年度から旧法務局舎を産業部の分庁舎（令和３年度からは産業部及び観光交流スポー
ツ部の一部の課）として活用している。令和３年５月には、老朽化が著しい本庁舎の建て
替えの終了を受け、新庁舎での業務を開始した。引き続き市の将来展望を踏まえ、地域バ
ランスを考慮した均衡ある発展を基本に、現存する公共施設等の有効活用や統合、除却な
どを計画的に推進していく。 
なお、令和７年４月１日現在の行政組織機構は、図-1 のとおりとなっている。 
一方、平成 17 年の合併後は自立した行財政運営を目指して、合併時と令和７年４月１

日を比較して 168 人の職員削減や、令和７年度末までに 61 施設への指定管理者制度の導
入など、行財政改革に取り組んできた。今後は、令和６年度から始まった大館市行財政改
革プランに掲げた各施策を着実に推進していく。 
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図-1 大館市組織機構図（令和７年４月１日）

総務係　議事調査係

総 務 課 総務係　秘書係　広報広聴係　行政係

危 機 管 理 課 危機管理係
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イ 財政の状況 
  本市の財政状況は、令和２年度決算において実質収支は 18 億 3,197 万７千円の黒字 
で、財政力指数は 0.43、経常収支比率は 93.3％となっている。 
歳入総額は 526 億 1,159 万４千円で、そのうち 38.8％を地方交付税と地方債に依存し 

ている。また、歳出総額は 505 億 2,931 万９千円で、27 年度より 30.8％増加している。 
地方債現在高については、この５年間で 4.9％増加した一方で、実質公債費比率は 

10.6％から 8.4％へ改善している。 
今後の見通しは、歳入では、長期的には人口減少等により市税としては減少が見込まれ、 

普通交付税では市税の減や公債費の増による増加が予想されるものの、人口減少により大 
きな伸びは期待できず、歳入全体では減少傾向となる見込みである。また、歳出において 
は、物価高騰による経費や人件費の増などの影響により増加が見込まれている。 
今後も財政運営の健全性を確保し、行政水準を維持・向上させるため、過疎地域持続的 

発展事業を含めた既存事業の必要性を精査し、歳出の合理化・効率化に取り組むとともに、 
民間投資による地域経済の活性化も視野に入れた財政運営を進め、将来世代の負担や後年 
の財政収支への影響を最小限とし、持続可能な財政基盤を堅持していく。 

教 育 総 務 課 総務係　施設係

学 校 教 育 課 学事係〔小学校17校　中学校8校〕

　教育研究所

生 涯 学 習 課 生涯学習係

　中央公民館　　　　　公民館管理係

　　〔11地区公民館　市民交流センター〕

歴 史 文 化 課 企画博物係　埋蔵文化財係

〔郷土博物館〕

事 務 局 選挙係

事 務 局 農地振興係

事 務 局 監査係

事 務 局

教

育

長

教

育

委

員

会

農 業 委 員 会

監 査 委 員

固定資産評価審査委員会

選 挙 管 理 委 員 会
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表 1－2(1) 市財政の状況                      (単位：千円) 

区  分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和２年度 

  歳  入  総  額  Ａ 34,193,153 40,403,231 52,611,594 

      一般財源 22,369,555 22,633,618 22,576,309 

      国庫支出金 4,027,735 4,913,174 13,845,299 

      県支出金 2,205,067 4,253,222 2,666,714 

      市債 2,581,500 3,195,000 5,618,000 

        うち過疎債 343,000 596,800 463,500 

      その他 3,009,296 5,408,217 7,905,272 

  歳  出  総  額  Ｂ 32,763,959 38,630,953 50,529,319 

      義務的経費 15,870,521 15,886,259 16,331,420 

      投資的経費 3,647,460 6,255,434 8,485,350 

       うち普通建設事業 3,598,971 5,661,938 8,433,181 

      その他 13,245,978 16,489,260 25,712,549 

      過疎対策事業費 687,491 1,505,178 618,067 

  歳入歳出差引額Ｃ(Ａ－Ｂ) 1,429,194 1,772,278 2,082,275 

  翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 204,340 72,023 250,298 

      実質収支 Ｃ－Ｄ 1,224,854 1,700,255 1,831,977 

  財政力指数     0.43 0.42 0.43 

  公債費負担比率 16.8 13.3 11.3 

  実質公債費比率 ― 10.6 8.4 

起債制限比率 11.5 ― ― 

  経常収支比率 91.2 87.9 93.3 

  将来負担比率 ― ― ― 

  地方債現在高 34,137,715 31,544,151 33,091,666 

                                (決算統計ほか) 
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ウ 施設整備水準等の現況と動向 
① 市道の整備は、市内幹線道路と集落内路線を重点的に改良、舗装し、令和２年度末の
市道延長が 899,640ｍ、改良率では 80.0％、舗装率は 78.5％である。 

② 農道延長は 110,750ｍ、基盤整備促進事業等を活用し計画的に整備した。また、林道
開設事業も計画的に推進し、林道延長は 272,106ｍである。 
③ 水道普及率は 88.0％で、周辺部の水道整備が立ち後れている状況である。 
④ 生活環境施設は、公共下水道事業のほか農業集落排水事業、浄化槽設置補助事業によ
り整備が進められている。これにより、令和２年度末の水洗化率（住民基本台帳登録人
口対比）は 71.7％となっている。 

⑤ 公的医療施設は市内に２院あり、市立総合病院は、地域の中核医療機関としての役割
を果たすため、急性期医療や救急医療の機能強化に取り組むとともに、回復期の地域包
括ケア病棟を整備するなど、地域に必要な医療を提供している。市立扇田病院は、地域
に根差した一次医療機関として、回復期・慢性期医療の提供、訪問診療・訪問看護など
在宅医療及び健診事業の充実に努めている。 

⑥ 平成 27 年４月から、市立中学校３校を１校に統合し、市立小学校 17 校、中学校８校
となった。今後も少子化による児童生徒数の減少や施設の老朽化が課題である。 

⑦ 福祉施設については、平成 11 年、秋田県北部における総合的な福祉サービスの拠点
として秋田県北部老人福祉総合エリアが開設されている。コミュニティセンター・特別
養護老人ホーム・ケアハウス・ふれあいセンターなどの施設を有し、ショートステイや
デイサービス、在宅介護支援などのサービスを提供している。 
また、保健センター等における各種検診の充実とともに、休日夜間急患センターや高 
規格救急自動車なども整備している。 

⑧ 観光施設では、たしろ温泉ユップラ、矢立ハイツなど多くの温泉保養施設があり、観
光客にも利用されている。 
  また、山瀬ダム周辺にはキャンプ場やロッジ等が整備され、子供会のキャンプや田代 
岳登山、渓流釣りなどのアウトドアを楽しむ観光客等に広く利用されているほか、本市 
の玄関口である大館駅前には、観光交流施設「秋田犬の里」を整備し、国内外から多く 
の方が訪れている。 

⑨ スポーツ・レクリエーション施設としては、世界最大級の木造ドームである大館樹海 
ドーム、その隣接地に平成 19 年秋田国体のバレーボール会場となった樹海体育館があ 
るほか、旧大館工業高校跡地を花岡総合スポーツ公園として整備し、多くの方々に利用 
されている。 
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表 1－2(2) 主要公共施設等の整備状況 

区  分 昭和 55 年度末 平成 2年度末 平成 12 年度末 平成 22 年度末 令和２年度末 

 市 町 村 道 (ｍ) 410,884 557,512 652,717 871,369 899,640 

   改 良 率 (％)  55.4  68.8 76.6 78.3 80.0 

   舗 装 率 (％) 43.2 64.8 75.9 78.0 78.5 

 農道延長(ｍ) 28,664 57,414 73,225 113,878 110,750 

 耕地 1ha 当たり農道延長(m） 8.2 8.4 12.7 － － 

 林道延長(ｍ) 174,738 191,194 250,401 241,460 272,106 

 林野 1ha 当たり林道延長（m) 3.3 4.4 5.0 － － 

 水道普及率(％) 61.4 73.8 82.6 84.9 88.0 

 水洗化率(％) 13.9 16.5 29.1 61.2 71.7 

 人口千人当たり病院、 
    診療所の病床数 

6.9 7.1 7.4 7.5 7.9 

（公共施設状況調査ほか） 
 
（４）地域の持続的発展の基本方針 

本市の人口は年少人口や生産年齢人口を中心に年々減少を続け、全国より早く人口減少期 
に突入し、少子高齢化が進行している。これらに伴う人口構造の変化は、産業経済の規模を 
縮小させ、地域活力の低下及び福祉・医療などの社会保障費の増加、さらには限界集落の発 
生、地域コミュニティの衰退を引き起こすなど、大きな課題となっている。 
このため本市では、大館市過疎地域自立促進計画（平成 28 年度～令和２年度）及び大館 

市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）に基づき、結婚・出産・子育て・教 
育支援の充実による人口減少の抑制、少子高齢化に対応した地域づくりに向けた取組みを重 

  点的に進めてきた。これまでの５年間において、結婚を希望する方や子育て世帯のサポート 
体制の強化、保健・医療・福祉・介護サービスの充実、住民主体の地域コミュニティづくり 
に対する支援や、定住促進に向けた住環境の整備・供給、教育・文化施設等の整備のほか、
地域住民の生活に必要な交通手段の確保対策、地域医療サービス体制の構築、若年者の雇用 
の創出、高齢者の就業機会の向上など、様々な過疎対策により、地域の自立促進を図ってき
たところである。しかしながら、人口減少による過疎化の流れを止めるには至っておらず、
今後５年間においては、これまでの取組みの充実・強化に加え、「持続可能な地域社会の形
成」と「地域資源等を活用した地域活力の更なる向上」を目指し、総合計画「おおだて未来
づくりプラン」に掲げる５つの分野別戦略と整合した過疎対策を推進する。 
① 命を守り育む 暮らしづくり 
② こども・おとなが共に学び合う ひとづくり 
③ 力強くひと・ものが行き交う なりわいづくり 
④ 未来を見据えた国内・世界への 架け橋づくり 
⑤ 住みやすく災害に強い まちづくり 
また、各分野における対策の推進にあたっては、総合計画の横断的戦略に掲げる「一人ひ 

とりの個性を尊重し多様性を受容する社会づくり」「デジタルの力を活かした基盤づくり」 
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「カーボンニュートラルの実現を目指した官民挙げての仕組みづくり」等に配慮したまちづ 
くりを進め、過疎対策が目指すところの「持続可能な地域社会の形成」を図る。あわせて、 
本市は都市地域と比較して人口密度が低く、豊かな自然環境、やすらぎのあるライフスタイ 
ルや生活文化の多様性などの魅力を有しており、この魅力を一層向上させるよう必要な対策 
を講ずる。 

 
（５）地域の持続的発展のための基本目標 
●人口に関する目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

社会増減 △273 人 △198 人 
婚姻数 165 件 150 件 
出生数 242 人 158 人 

 
●財政力に関する目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

実質公債費比率 9.4％ 12.3％ 
 
 ●持続的発展のための目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

市民満足度 60.8％ 61.2％ 

 
（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況の評価については、ＰＤＣＡサイクルを導入し、毎年度、基本目標や各施 
策項目における目標に対する施策の進捗等を庁内において検証する。 
また、外部有識者による会議を開催し、事業の実施状況や改善点等の検証を行うとともに、 

庁内及び有識者会議における検証結果を市議会へ報告する。なお、施策・事業の見直しが必 
要となった場合には、適宜必要な手続きを経て計画を変更する。 
 

（７）計画期間 
計画期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５か年間とする。 

 
（８）公共施設等総合管理計画との整合 
   公共施設等は、市民にとって大切な資産であり、市民が快適に暮らすことができる生活環 

境づくりや地域コミュニティの形成に欠かせないものである。また、限られた財源を効果的 
に活用し、効率的な公共施設等の運用を図ることが必要である。今後の公共施設等の維持管 
理に関しては、将来的な財政負担を軽減させるためにも次のことが重要になってくる。 
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① 適切な点検・診断の実施と予防保全型維持管理の推進による「施設の長寿命化」 
② 民間活力の導入や構造改善による「管理コストの削減」 
③ 施設用途の転用や多様な活用による｢施設の効率的な運用｣ 
④ 施設の複合化、統合、廃止による「施設保有量の最適化」と「最適な配置」 
⑤ 遊休資産の積極的な利活用及び譲渡による「財源の確保」 
以上の５項目を公共施設等の維持管理に関する基本方針とし良質な市民サービスの提供 

に努めるとともに、過疎対策を推進する。 
なお、本計画における公共施設等の整備については、上記の大館市公共施設等総合管理計 

画の基本的な考え方に適合しているものである。 
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第２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
【移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針】 

   本市における人口減少は、進学や就職による若年者の首都圏等への転出が主な要因の一つ 
であると考えられ、雇用の場確保等による若年者の定着を図るとともに、「これから大館に 
やってくる方」を増やすことで、社会減を抑制していくことが必要である。 
また、少子高齢化の進行により、地域コミュニティの担い手となる人材が不足しており、 

これまでの地域における活動や集落機能の維持が難しくなっている一方で、本市が有する豊 
かな自然環境や、脈々と受け継がれてきた伝統行事など、都市部にはない魅力を活かし、首 
都圏等から本市への新たな人の流れをつくり、交流人口・関係人口の創出、拡大に向けた取 
組みも重要となってくる。 
さらに今後、少子高齢化や首都圏等への人材流出に加え、他の地方との移住者・人材の獲 

得競争が起きることで、様々な分野において担い手が不足することが懸念されることから、 
本市の持続的発展に資する人材の確保・育成に向けた取組みを強化する必要がある。 

 
ア 移住及び定住の促進 

    首都圏等からの移住・定住を促進するため、Ａターン希望者の望むメニューづくりや空 
き家バンク制度との連携を強化することにより「おおだて暮らし」の魅力を充実させるほ 
か、インターンシップに取り組む高等教育学生等に対し本市事業者の情報提供を図るなど、 
就職と本市への定着を推進する支援の充実を図る。 
 

  イ 地域間交流の促進 
    本市との歴史・文化的なつながりをはじめ、産業やスポーツなどの分野で多様な地域間 

交流を推進するとともに、市民の異文化への理解を深め、国際感覚の醸成を図ることで、 
国内・国外との交流の輪を広げていく。 
 

  ウ 関係人口の創出 
    移住でも観光でもなく、本市と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大 

を図り、地域の課題解決に資する具体的な取組みの展開につなげていく。 
 

  エ 人材育成 
    農林業や伝統工芸品産業を守り、活性化していく人材や、地域経済を支える小規模事業 
   者・中小企業における人材の確保・育成に取り組むほか、地域おこし協力隊の活用を継続 
   し、本市の持続的発展に資する人材の確保・育成を図る。 
 
（１）現況と問題点 

ア 移住及び定住の促進 
     本市には豊かな自然環境や歴史・文化、児童生徒の高い学力を育む教育環境が整って 

いるものの、主に若者の首都圏等への転出により人口減少が進んでいる状況にある。こ 
れまで、子育て環境の整備や若者等の雇用の場の確保対策を推進することで、市の社会 
減は平成21年度の295人に対し令和６年度には255人と、減少幅は縮小傾向にあるが、 
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依然として自然減とともに本市の人口減少の大きな要因となっている。一方で、地方へ 
の移住の流れが強まる中で、本市においても、令和元年度に 22 人であった移住者が、 
令和６年度には 32 人となっている。 

  首都圏等からの移住を促進するためには、移住希望者のニーズを的確に捉え、移住相 
談・受入体制を強化することが求められているほか、移住を検討するうえで重要な要素 
である就業環境の充実を図る必要がある。 
また、移住者を含め、子どもから高齢者まであらゆる世代の定住を促進するため、健 

康長寿と生涯活躍を実現できる暮らしづくりが必要であり、子育て支援や福祉、雇用、 
居住環境など様々な分野における取組みを推進する必要がある。 

  
イ 地域間交流の促進 
本市ではこれまで、忠犬ハチ公やロケット開発の縁により、東京都渋谷区、鹿児島県

南種子町との交流を続けてきたほか、友好都市協定を締結している茨城県常陸大宮市と
の観光・産業分野における連携、「館」つながりの北海道函館市や仙北市角館、歴史的
な縁による山梨県中央市や岩手県平泉町との交流を進めている。また、中学生のニュー
ジーランドへの海外研修や、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機に、タイ
王国のホストタウンとして交流を深めるなど、国内・国外との交流事業に取り組んでい
る。 
地域間交流は、地域住民が自らの地域を顧み、気付いていなかった地域の魅力を再認

識する機会になることから、市民や民間事業者同士の交流を促進していく必要がある。 
 

ウ 関係人口の創出 
     本市では、関係人口の創出・拡大に向け、秋田犬を基軸とした観光振興、様々な縁を

通じた地域間・自治体間交流の促進や、首都圏の大学との連携による、「食」をキーワ
ードにした都市部との関係性構築に取り組んでいる。また、本市におけるふるさと納税
は、令和６年度で 10 億 1,100 万円であり、多くの方に本市に関心を持っていただいて
いることから、これらと地域活性化や課題の解決に向けた具体的な取組みに結び付けて
いく必要がある。 

      
エ 人材育成 

     人口減少・少子高齢化の進行により、農林業や地場産業を担う人材や、地域における 
生活に密接に関わる地域コミュニティを牽引していくリーダーとなる人材不足が深刻 
になっており、各分野における担い手不足解消・人材育成の取組強化が求められている。 

 
（２）その対策 

ア 移住及び定住の促進 
     移住者や地域おこし協力隊の外からの視点やノウハウを活かし、二地域居住など多様

なライフスタイルの提案や幅広い世代から移住相談を受けやすい体制を構築するとと
もに、移住希望者の望むメニューづくりや空き家バンク制度との連携強化、移住した方
の就職・起業に対する支援等により、首都圏等からの移住を促進する。 

24



  また、若者の市外流出を抑制し、Ａターンによる定住につながるよう、中学生・高校 
生からのシビックプライドの醸成とＳＮＳ等を通じた積極的な情報提供を行う。加えて、 
定住を図るためのニーズに対応した雇用対策、奨学金返還助成制度による経済的支援、 
子育て支援の充実を推進するとともに、高齢者の住み慣れた地域での暮らしを支える地 
域包括ケアシステムの構築等により、子どもから高齢者までが暮らしやすい生活環境づ 
くりに取り組み、本市への定住を促進する。 
 

   イ 地域間交流の促進 
     友好都市や防災協定を締結した都市等と、歴史、文化、教育、産業、スポーツなど多 

様な分野での交流をさらに深化するとともに、新たに交流を進める地域を増やしていく。 
また、友好都市等の市民・民間事業者同士の交流を促進し、地場産品を活用した新商品 
開発や市民主体による交流を促進、支援する。 

 
   ウ 関係人口の創出 
     本市と継続的かつ多様な形で関わり、地域課題の解決や地域づくりのための新たな取 

組みの担い手となる関係人口の創出・拡大に向けて、ふるさと納税寄附者や観光に訪れ 
た方等への情報発信等、そのアプローチに取り組んでいく。 

 
エ 人材育成 

     人口の減少に伴い様々な分野における担い手不足が予測されることから、企業や関係 
機関と連携し、デジタル技術の活用等による省力化及び効率化を図っていく。 
また、集落支援員の導入により地域コミュニティの見直しや活性化を図り、活動の中 

心となるリーダー育成に向けて県主催の研修会などへの参加を促進する。あわせて、地 
域おこし協力隊の活用を継続し、地域ブランドの磨き上げやプロモーション及び地域産 
業の担い手確保のほか、都市住民との交流事業・教育事業の推進などの地域協力活動に 
取り組む人材の確保・育成を図る。 

 
●目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

Ａターン者数（秋田県移住定
住登録制度を経た移住者） 

32 人 60 人 

地域おこし協力隊数 10 人 10 人 
空き家バンク新規契約数 39 件 45 件 
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空き家バンク・定住奨励金事業 大館市 補助金

友好都市等交流事業 大館市

「渋谷・大館交流の絆」ふるさと
づくり事業 大館市

首都圏ふるさと会事業 首都圏ふ
るさと会 補助金

南種子児童交流事業 大館市

中学生海外研修事業 大館市

(３)人材育成

大館能代空港利活用大館地域推進
会議助成事業 協議会 補助金

大館能代空港利用促進協議会助成
事業 協議会 補助金

(５)その他

備考
（施設名）

１　移住・定
住・地域間交
流の促進、人
材育成

(１)移住・定住

(２)地域間交流

(４)過疎地域持続的
発展特別事業

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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第３ 産業の振興 
【産業の振興の方針】 

本市の持続的発展に向けて活力ある地域社会を構築するためには、地域の担い手となる若 
者等に対して魅力のある就業の場や、安定した雇用及び所得を確保することが重要である。 
そのため、農林業においてはＩＣＴを活用した次世代型の農業機械の導入支援などスマー 

ト農業の推進による、暮らしを支える元気な農業づくりを進めるとともに、６次産業化や農  
産物の磨き上げによる農業所得の向上を進める。また、豊かな森林資源を活かして、公共施 
設等の木造化・木質化や都市部での木材利用促進を図り、スマート林業の普及促進による生 
産性向上及び職業としての林業の魅力向上、脱炭素社会の実現に向けた森林資源の適切な管 
理に係る取組みを推進する。 
さらに、民間事業者が持つ資源リサイクル技術と伝統工芸を組み合わせた新製品の開発 

や研究、自然体験を取り入れた観光プログラムの開発、産業や教育、地域との連携によるコ 
ミュニティビジネスの創出など、産業と地域資源を複合的に組み合わせた産業振興、雇用確 
保施策を展開する。 
なお、スマート農林業の普及促進、観光プログラムの開発など産業振興施策全般について、 

関係する民間事業者や、県・近隣市町村との緊密な連携を図りながら、その取組みを推進し 
ていく。 

 
ア 農林業の振興 
（ア）農業の振興 

農業の持続的発展を図るため、認定農業者や認定新規就農者の育成をはじめ、集落営 
農組織等の法人化を推進するとともに、女性・青年農業者など多様な担い手の確保に努 
めるほか、生産性向上に向けた計画的な基盤整備の推進やＩＣＴを活用した次世代型の 
農業機械の導入支援、米と野菜、花き、工芸作物、比内地鶏等の戦略作物との複合型生 
産構造への転換などによる農業経営の安定化を目指す。 
また、電気柵の設置や緩衝帯の整備による鳥獣被害防止や、耕作放棄地の解消、遊休 

農地の発生防止、水路・農道等の維持管理のほか、農地中間管理機構を活用した農地 
の集積・集約を推進し、新規就農者に対する営農指導など総合的な対策を進める。 
  特に、基幹作物である米については、消費者や市場のニーズに基づいた食味と品質 
に優れた高品質米やトレーサビリティシステムの構築による安全安心な「売れる米づ 
くり」を推進する。また、需要拡大が期待される飼料用米の作付けを推進し、主食用 
米の需給安定に資する取組みを実施する。 
 さらに、えだまめや大館とんぶりなど産地化の進んだ作物については、６次産業化に 
よる付加価値創出、所得拡大を図るため、新商品の開発や販路拡大を支援する環境整備 
に取り組む。 
  

（イ）林業の振興 
林業の持続的発展を図るため、林道、作業道などの路網整備による生産基盤の確立や

計画的な造林、列状間伐の実施による伐採事業等の低コスト化を推進するとともに、地
理空間情報やＩＣＴ等先進技術を活用し、森林施業の効率化・省力化等を図るスマート
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林業の普及促進により、意欲と能力のある林業経営者をはじめとする林業の担い手の確
保・育成を図る。また、秋田スギをはじめとする地域材の需要拡大や木質バイオマス利
用による木材のカスケード利用、川上から川下までの事業者が連携した収益性の高い森
林・林業経営により、林業・木材産業の成長産業化を図る。 
さらに、脱炭素社会の実現に向け、伐採から再造林までの適切な管理により、森林資

源の循環利用の確立を図る。 
そのほか、ウッドスタート宣言に基づく各種木育推進事業を展開し、市民の林業・木

材製品に対する理解と意識の醸成を図るとともに、ウッドスタートを切り口とした他自
治体や全国の企業とのマッチングに取り組み、森林資源の最大限の活用を推進していく。 

 
イ 地場産業の振興 
 地域活性化と若者定住化に資する産業の活性化に向けて、製造業を主とした地場産業の
振興のほか、本市の主要産業である資源リサイクル産業、医療器具・医薬品製造業を中心
とした事業拡大を支援するとともに、これまでに構築してきた産学官の連携体制や企業間
ネットワークを活用し、伝統ある地場産業の拡大や新サービス、新製品を開発するものづ
くりの力を高める。また、成長が見込まれる新エネルギー分野や、サテライトオフィス事
業による情報産業分野などのほか、地域課題解決をテーマとする実証実験の促進等により、
新たな産業及び雇用の創出を図る。 

 
ウ 企業誘致 
 県営大館工業団地等の拡張事業、新たな水源の確保や良質で安価な工業用水の安定的な
供給などにより、魅力的な工業団地の立地環境の整備を進め、雇用創出による地域経済の
活性化を図る。 
 また、首都圏企業等に対し、本市の豊かな自然環境や地域資源の魅力や、整備が進む道
路交通網、大館能代空港などの利便性をアピールし、本市へのサテライトオフィス開設や
情報産業の誘致を図る。 

 
  エ 起業の促進 
    産業の新陳代謝を進め民間活力を高めるため、商工団体や金融機関等と連携し、起業・ 

創業希望者のニーズに応じた総合的な支援を行うとともに、創業支援ネットワークでの情 
報共有と経営指導、補助金交付などによる多面的な支援により、起業・創業者の早期の経 
営安定を図る。 

 
オ 商業の振興 

   商工団体と連携し、意欲ある商業者に対し事業承継、後継者の育成などの支援を行うほ
か、経営基盤強化のため各種支援制度の充実を図る。また、賑わい創出や買い物の場確保
に大切な役割を担う商店街の活性化を図るため、新技術や新商品の開発に対する支援や、
顧客にアピールする商店街の特色づくりや集客につながるイベント事業などを支援する
とともに、空き店舗の解消を促す施策により、商業の振興を図る。 
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カ 情報通信産業の振興 
    少子高齢化に伴う労働力不足等が課題となっている中、ＩｏＴやＡＩなどの技術を活用 

し、生産性向上や市民生活の利便性向上を図る。 
 また、先進技術の普及による就業構造の変化や情報化、グローバル化に対応するため、 
教育機関や企業等との連携により、地域でＩＣＴ人材を育成する仕組みの創設を目指すほ 
か、スタートアップやベンチャー企業など地域課題をともに解決する企業のサテライトオ 
フィスを誘致することなどを通じ、地元企業への先進技術導入を推進する。 

 
キ 観光又はレクリエーション 

市全体を歴史・文化資源と捉え、平成 29 年３月に認定された「歴史的風致維持向上計
画」を活用したまちづくりを進め、忠犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、大館曲げわっぱ
など既存の観光資源の磨き上げを図り、交流人口の拡大を目指す。また、豊かな自然、豊
富な温泉資源、伝統的な食文化等のブランド力を高め、体験型観光メニュー及び施設整備
を推進し、滞在型観光に結びつけるとともに、国内外からの教育ツーリズムを幅広く受け
入れる体制整備を図る。さらに、大館曲げわっぱ、桶樽など伝統工芸産業の振興のため、
関係団体と連携した後継者の育成、意匠開発事業等による新製品開発、デザイン研究など
を進めるとともに、県内外でのＰＲなどにより地場産品の販路拡大に努める。あわせて、
地域連携ＤＭＯを中心に、官民一体となって観光の産業化、国内外からの観光客の受入体
制の充実を図る。 

 
  ク コミュニティビジネスの促進 
    地域住民の熱意とアイデア、人材を活用して、地域課題の解決に資するコミュニティビ 

ジネスの立ち上げを支援するとともに、地域団体等に対する情報提供や研修機会の創出に 
努める。 

 
（１）現況と問題点 

ア 農林業の振興 
（ア）農業の振興 
  本市の農業は、基幹作物の主食用米を中心に、えだまめ、アスパラガス、山の芋、
ねぎ、大館とんぶりなどの園芸作物、りんごや梨などの果樹、ホップや葉たばこなど
の工芸作物の栽培を特徴としている。また、地域特産の比内地鶏は全国ブランドにな
っており、出荷数は上昇傾向にあった。 
農家数は令和２年で 1,955 戸であり、平成 17 年からの 15 年間で 2,518 戸減少して 

おり、それに伴い経営耕地面積も減少している。こうした状況の中で 5.0ha 以上の大 
規模農家は 221 戸と 15 年間で 11 戸の増、一戸当たりの経営耕地面積は 2.19ha の増 
となっており、農地の集積が一定程度進んでいる。この状況は、高齢化による農業従 
事者の減少を示しており、今後も継続して、農業の担い手を確保していくことが求め 
られる。 
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※平成 12年、17 年、22年、27 年の専兼業別農家数は、販売農家分のみ。 

令和２年調査では、専兼業別農家数調査は廃止。 

                              (農林業センサス) 

 
表 2－2 経営規模別農家数の推移 (単位：戸) 

  区分 

年 
総農家数 

0.3ha 

未満 

0.3～ 

0.5ha 

0.5～ 

1.0ha 

1.0～ 

1.5ha 

1.5～ 

2.0ha 

2.0～ 

2.5ha 

2.5～ 

3.0ha 

3.0～ 

5.0ha 

5.0ha 

以上 

昭和 55 年 7,362 1,175 1,137 1,882 1,241 816 465 259 340 47 

昭和 60 年 6,919 1,076 1,048 1,728 1,109 776 457 267 379 79 

平成 2年 6,333 1,047 884 1,537 1,001 672 431 261 399 101 

平成 7年 5,755 982 805 1,347 880 591 371 243 389 147 

平成 12 年 5,148 935 638 1,139 784 537 345 206 372 192 

平成 17 年 3,520 36 479 931 619 453 471 321 210 

平成 22 年 2,735 35 322 665 472 346 372 269 254 

平成 27 年 1,976 28 194 441 338 244 268 211 252 

令和２年 1,297 41 122 274 220 138 138 143 221 

    ※平成 17 年からは販売農家数                    (農林業センサス) 

表 2－1【表 1－1(5)再掲】 農家戸数の推移 (単位：戸) 

 区 分 
年 

農家戸数 専業農家 
兼 業 農 家 

計 第１種 第２種 

昭和 35 年 7,151 1,659 5,492 3,066 2,426 

昭和 40 年 8,048 930 7,118 3,043 4,075 

昭和 45 年 8,066 466 7,600 2,782 4,818 

昭和 50 年 7,738 364 7,374 1,987 5,387 

昭和 55 年 7,362 370 6,992 1,559 5,433 

昭和 60 年 6,919 469 6,450 1,237 5,213 

平成 2 年 6,333 607 5,726 737 4,989 

平成 7 年 5,755 603 5,152 814 4,338 

平成 12 年 5,148 528 3,696 547 3,149 

平成 17 年 4,473 560 2,928 468 2,460 

平成 22 年 3,718 576 2,114 329 1,785 

平成 27 年 2,787 457 1,473 248 1,225 

令和２年 1,955 - - - - 
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表 2－3【表 1－1(6)再掲】 経営耕地面積の推移 (単位：ha) 

   区分 

 

 年 

経  営  耕  地  面  積 
農家一戸当たり 

経営耕地面積 合  計 田 畑 樹園地 

昭和 55 年 8,175 6,938 1,111 126 1.11 

昭和 60 年 8,173 6,998 1,005 170 1.18 

平成 2年 7,839 6,850 825 164 1.24 

平成 7年 7,590 6,577 841 172 1.32 

平成 12 年 7,257 6,405 708 143 1.41 

平成 17 年 6,608 5,872 636 100 1.88 

平成 22 年 6,378 5,708 582 89 2.35 

平成 27 年 5,719 5,293 357 68 2.93 

令和２年 5,206 4,791 355 60 4.07 

(農林業センサス) 

 
（イ）林業の振興 

本市の森林面積は、令和６年度では 72,371ha、その内訳は国有林が 42,125ha、民有 
林が 30,246ha となっている。民有林のうち人工林が占める割合は 58.4％で、県平均の 
57.3％、全国平均の 45.2％を上回っている。これは、本市では早くから林業経営の近 
代化を図るため、林業構造改善事業を採り入れた「育てる林業」を進め、森林資源の整 
備に取り組んできたことによる。豊富な森林資源と幅広い木材加工技術を有する本市は、 
「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源循環を実施できる状況にあるもの 
の、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－19）の影響による景気の悪化を受けた木 
材需要の落ち込みや、その後、経済環境が改善されてきた中国や米国での急激な木材需 
要の高まりによる「ウッドショック（木材価格の高騰・急騰）」の発生など、林業を取 
り巻く状況は目まぐるしく変化している。 
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表 2－4【表 1－1(7)再掲】 保有形態別森林面積 (単位：ha) 

     区分 

年度 
森林総面積 国 有 林 

民    有    林 

計 公 有 林 私 有 林 

平成 28 年度 70,113 40,132 29,981 3,526 26,455 

平成 29 年度 70,314 40,131 30,183 3,568 26,615 

平成 30 年度 70,334 40,131 30,203 3,351 26,852 

令和元年度 72,344 42,140 30,203 3,351 26,852 

令和２年度 72,367 42,140 30,227 3,346 26,881 

令和３年度 72,384 42,140 30,244 3,346 26,898 

令和４年度 72,398 42,140 30,258 3,355 26,903 

令和５年度 72,364 42,125 30,239 3,335 26,904 

令和６年度 72,371 42,125 30,246 3,335 26,911 

(秋田県林業統計) 

 
表 2－5【表 1－1(8)再掲】 保有山林規模別林家数      (単位：戸) 

区分 

年度 
総数 1～3ha 3～5ha 

5～ 

10ha 

10～ 

20ha 

20～ 

30ha 

30～ 

50ha 

50～ 

100ha 
100ha～ 

平成 28 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

平成 29 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

平成 30 年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和元年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和２年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和３年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和４年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和５年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

令和６年度 2,225 1,615 297 188 79 27 12 6 1 

(秋田県林業統計) 

 
イ 地場産業の振興 

本市の産業は、かつては豊富な森林資源を活用した製材業と鉱業が中心であったが、 
その後は鉱業技術を活用した資源リサイクル産業、地場産業の振興に力を注いできた。 
特に、清澄な地下水など本市の優位性をアピールしながら、医療器具・医薬品製造業を 
中心に企業誘致を進めたことにより、いまや本市を支える重要な産業に成長している。 
平成 10 年から令和３年までの約 20 年間の比較で見ると、世界的な経済不況の影響を 

受けて建設業などの地元企業の倒産が相次ぎ、事業所数は令和３年で 130 社と、この間 
151 社減少した。一方、従業者数は 6,734 人で 311 人の減少に留まり、製造品出荷額等 
は 1,541 億 7,466 万円と 82.7％の大幅増となっている。今後の課題は、従来から地場 
産業を担ってきた地元企業などの時代に即した事業の展開、新たな地域産業の育成であ 
る。 
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表 2－6【表 1－1(10)再掲】 事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移 

    区分 

年次 

事業所数 

(社) 

従業者数(人) 製造品出荷額等 

(万円) 男 女 計 

平成 4年 332 3,962 4,568 8,530 8,759,974 

平成 7年 301 3,754 3,868 7,622 8,607,954 

平成 10 年 281 3,524 3,521 7,045 8,440,247 

平成 14 年 209 3,252 2,659 5,911 8,529,822 

平成 20 年 174 3,614 2,597 6,211 10,935,638 

平成 24 年 155 3,795 2,382 6,177 10,708,672 

平成 28 年 140 3,977 2,195 6,172 12,545,705 

平成 30 年 135 4,327 2,316 6,643 13,884,183 

令和元年 127 4,394 2,354 6,748 14,143,032 

令和２年 124 4,428 2,445 6,873 15,508,227 

令和３年 130 4,312 2,422 6,734 15,417,466 

(秋田県の工業) 
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ウ 企業誘致 
市内には 10 か所の工業団地（うち１か所は産業団地）があり、総面積は、189.7ha、 

令和７年４月１日現在、54 事業所が操業中である。従業者数は 4,563 人で、このうち、 
二井田地区には３つの工業団地が集中し、中でも医療機器大手企業のニプログループの 
従業者数が約 2,700 人を占めている。 
二井田地区の工業団地は平成 27 年に一度完売となったが、平成 25 年から秋田県が着 

手していた県営大館工業団地拡張事業が令和２年度で完了し、さらに花岡工業団地の拡 
張事業を進めるなど、新たな投資を行う企業の受け皿の整備を進めている。 

  
表 2－7 工業団地内立地企業の現況   

工業団地名 

令和３年４月１日現在 令和７年４月１日現在 

面積

(ha) 
企業数 

従業者数 

(人) 

面積

(ha) 
企業数 

従業者数 

(人) 

大 館 工 業 団 地 54.9 4 1,841 54.9 4 1,964 

大 館 第 二 工 業 団 地  48.2 10 1,253 48.2 10 1,390 

二 井 田 工 業 団 地 19.2 13 445 19.2 13 353 

釈 迦 内 産 業 団 地 28.3 6 64 28.3 6 58 

花 岡 工 業 団 地 13.4 4 214 13.4 4 188 

花 岡 第 ２ 工 業 団 地 2.7 1 31 2.7 1 26 

新 館 工 業 団 地 6.0 5 138 6.0 5 164 

小森山ミニ工業団地 1.0 4 27 1.3 4 32 

羽 貫 谷 地 工 業 団 地 11.3 6 209 11.3 6 263 

岩 瀬 工 業 団 地 4.4 1 148 4.4 1 125 

合   計 189.4 54 4,370 189.7 54 4,563 

                          (大館市工業団地の概要) 
 

エ 起業の促進 
    本市では、産業の新陳代謝を進め民間活力を高めるとともに、新たな地域産業の育成 

と雇用の場確保が求められており、商工団体や金融機関等と連携した起業意欲を持つ方 
への支援が必要である。 

 
オ 商業の振興 
本市の商業の推移を見ると、令和３年で商店数が 750 店、従業者数が 5,289 人で、そ 

のほとんどが大館地域に集中している。商店数、従業者数は、平成９年から平成 11 年 
にかけて若干の増加が見られたが、その後は減少を続けており、平成９年と比較すると 
701 店、3,053 人の減となっている。令和３年の年間販売額は 1,749 億 8,900 万円で、 
平成９年の 2,470 億 4,677 万円と比較して約 720 億円減少している。 
本市の商業は、周辺地域の物流の中心として発展し、大町地区においては、百貨店を 

核店舗に多くの専門店が軒を連ね、御成町地区においては、卸機能を有する朝市のほか、 
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大型スーパーなどの出店により、多くの買い物客で賑わっていた。しかしながら、道路 
網整備や宅地開発により、郊外に大型店が相次いで出店し、その後、各種専門店やコン 
ビニエンスストアの増加や、インターネット通販の利用拡大に伴い中心市街地の空洞化 
が進み、既存の商業者の経営環境は一層厳しくなっている。 
 

表 2－8 商業の推移(飲食店を除く) (単位：店、人、万円) 

区   分 平成 3年 平成 6年 平成 9年 平成 11 年 平成 14 年 平成 19 年 

卸
売
業 

商 店 数 332 313 274 302 258 232 

従 業 者 数 2,698 2,704 2,447 2,793 2,189 1,954 

年 間 販 売 額 14,409,369 16,098,814 14,601,039 15,750,019 12,860,687 9,636,815 

小
売
業 

商 店 数 1,408 1,275 1,177 1,181 1,038 907 

従 業 者 数 5,906 6,050 5,895 5,939 5,375 5,401 

年 間 販 売 額 9,572,966 10,540,909 10,103,638 10,030,849 8,455,253 8,657,887 

総
数 

商 店 数 1,740 1,588 1,451 1,483 1,296 1,139 

従 業 者 数 8,604 8,754 8,342 8,732 7,564 7,355 

年 間 販 売 額 23,982,335 26,639,723 24,704,677 25,780,868 21,315,940 18,294,702 

 

区   分 平成 24 年 平成 28 年 令和３年 

卸
売
業 

商 店 数 209 199 209 

従 業 者 数 1,359 1,378 1,364 

年 間 販 売 額 9,232,600 9,730,900 9,513,300 

小
売
業 

商 店 数 687 607 541 

従 業 者 数 4,506 4,175 3,925 

年 間 販 売 額 7,605,500 9,013,100 7,985,600 

総
数 

商 店 数 896 806 750 

従 業 者 数 5,865 5,553 5,289 

年 間 販 売 額 16,838,100 18,744,000 17,498,900 

(商業統計調査、経済センサス) 
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表 2－9  業種別商店  (平成 28年 6 月 1 日現在) 

区   分 事業所数 売場面積 
(㎡) 

従業者数 
(人) 

年間商品販売額 
(万円) 

総    計 806  5,553 18,744,000 
 卸 売 業 計 199 - 1,378 9,730,900 

 

各種商品卸売業 4 - 64 ※ 
繊維・衣服等 6 - 52 144,300 
飲 食 料 品 46 - 356 2,008,500 

建築材料・鉱物・金属材料 52 - 351 3,143,800 
機 械 器 具 66 - 389 1,858,800 

 そ  の  他 25 - 166 ※ 
小 売 業 計 607 123,365 4,175 9,013,100 

 各種商品小売業 2 ※ 436 ※ 
 繊維・衣服・身の回り品 67 15,046 290 439,200 
 飲 食 料 品 165 23,087 1,202 21,875 
 機 械 器 具 92 11,456 590 1,703,200 
 そ  の  他 254 ※ 1,491 ※ 
 無  店  舗 27 - 166 439,000 
(注)※は秘匿数値                           (経済センサス) 

 

表 2－9  業種別商店  (令和３年６月１日現在) 

区   分 事業所数 売場面積 
(㎡) 

従業者数 
(人) 

年間商品販売額 
(万円) 

総    計 750  5,289 17,498,900 
 卸 売 業 計 209 - 1,364 9,513,300 

 

各種商品卸売業 1 - 13 ※ 
繊維・衣服等 4 - 24 53,400 
飲 食 料 品 42 - 304 2,036,900 

建築材料・鉱物・金属材料 54 - 322 3,416,100 
機 械 器 具 65 - 466 1,618,700 

 そ  の  他 43 - 235 ※ 
小 売 業 計 541 125,985 3,925 7,985,600 

 各種商品小売業 1 ※ 175 ※ 
 繊維・衣服・身の回り品 46 13,535 198 309,500 
 飲 食 料 品 144 34,183 1,432 2,423,100 
 機 械 器 具 81 11,134 493 1,378,600 
 そ  の  他 247 ※ 1,448 ※ 
 無  店  舗 22 - 179 590,200 
(注)※は秘匿数値                           (経済センサス) 

 
カ 情報通信産業の振興 

     少子高齢化に伴う労働力不足等が課題となっている中、ＩｏＴやＡＩなどの技術を活 
用し、生産性向上や市民生活の利便性向上が求められている。 
今後、先進技術の普及による就業構造の変化や情報化、グローバル化に対応するため、 

教育機関や企業等との連携により、地域でＩＣＴ人材を育成していく必要があるほか、 
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情報関連企業の誘致、地元企業への先進技術導入の推進が課題である。 
 

キ 観光又はレクリエーションの振興 
本市は、世界自然遺産白神山地と国立公園である十和田湖の間に位置し、また、東北 

有数の観光地である弘前と角館の間に位置しているという地理的好条件も持ち合わせ 
ている。また、アクセスの良さや忠犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、曲げわっぱ、豊 
富な温泉など様々な観光資源を持っているものの、ターゲットを見据えた戦略的・効果 
的なプロモーションの不足や観光資源の磨き上げが課題である。 
 

   ク コミュニティビジネスの促進 
     ＮＰＯ団体や地域団体等が地域課題の解決に向けた多様な活動を行っており、一部の 

地域団体においては地域資源を活用したコミュニティビジネスを展開しているものの、 
成功例が少ない状況である。コミュニティビジネスは、地域住民の生きがいとなり、ま 
た、地域活性化に資するものであることから、より多くの地域でコミュニティビジネス 
が展開されるよう、その手法についての情報提供や支援が必要である。 

 
（２）その対策 

ア 農林業の振興 
（ア）農業の振興 

次世代の農業者育成・確保対策として、農業次世代人材投資事業による就農前の研 
修や就農直後の経営確立の支援と、認定農業者の確保・育成を図るとともに、集落営 
農組織の法人化を支援する。また、関係団体と連携し、女性農業者・青年農業者など、 
多様な担い手の確保を促進する。 
農業経営の安定化や生産性向上に向けて、農地・農業用水路等のきめ細かな保全活 

動や施設の長寿命化に向けた活動に対する支援、中山間地域等における耕作放棄の防 
止に取り組むとともに、ＧＩＳを活用した農業機械やＩＣＴを利用したほ場監視シス 
テム等の活用などスマート農業を推進する。また、農地中間管理事業等による地域の 
中心となる経営体への農地集積や農地の連担化、各地区のほ場や水路、農道等の整備 
による農地の大区画化・汎用化等の農業生産基盤の強化を進める。 
また、需要に応じた米生産を目指し、米依存から脱却した複合型経営への転換を加 

速化させ、飼料用米や重点戦略作物等の作付けを推進し、水田のフル活用と農家所得 
の向上を実現する。えだまめや大館とんぶり等産地化の進んだ作物については、テス 
トキッチンなどの６次産業化に必要な環境整備や、新商品の開発や販路拡大を支援す 
る。このほか、市生産堆肥を使用した循環型農業の実施により重点戦略作物の高付加 
価値化を図るほか、トレーサビリティシステムの継続により、安全で信頼される農畜 
産物の供給・ブランド化に取り組む。さらに、農業経営体のＧＡＰ取得への取組みを 
支援することにより、産地間競争力の強化を図り、食品の安全性向上や環境負荷の軽 
減、経営の合理化を推進する。 

 
 

37



（イ）林業の振興 
    林業の持続的発展を実現するため、森林の適切な管理と間伐・伐採・再造林等や、 

伐採と造林を一体的に行う一貫作業システムを導入し、伐採事業等の低コスト化を推 
進するとともに、国有林との連携により施業の集約化、低コスト化が図られる森林共 
同施業団地を設定し、路網の共同利用や木材の協調出荷等による生産性向上を図る。 
また、川上から川下までの事業者が連携した収益性の高い森林・林業経営により、 

地域の森林資源の効率的な循環、利益の地域還元を図り、林業・木材産業の成長産業 
化を目指すとともに、また、品質・性能に優れた付加価値の高い木材製品を供給する 
体制を構築し、地産地消、地産外商による需要拡大を促進する。 
さらに、再造林の着実な実施をはじめとするカーボンニュートラルに資する取組み 

を推進するとともに、森林認証材の安定供給体制の構築により、環境への配慮と森林 
資源の効率的な活用を推進する。 
加えて、ＩＣＴ等先進技術を活用し、森林施業の効率化・省力化等を図る「スマー 

ト林業」の普及促進、就労環境や労働条件の改善に向けた取組みにより、新規労働者 
の確保・定着を図る。 
このほか、ウッドスタート宣言に基づく、誕生祝品贈呈事業や木育インタープリタ 

ー養成事業等により、木や自然に触れ、林業に対する理解と意識を醸成する木育を推 
進する。 

 
イ 地場産業の振興 

    地場産業の振興を図るため、これまでに構築してきた産学官の連携体制や企業間ネッ 
トワーク活用による、研究開発や人材育成支援、核となる特色のある地域産業の創出を 
目指すため、地元企業の新産業・新事業創出に向けた取組みを支援するほか、中小企業 
の生産性向上につながる設備導入資金調達への利子補給など、各種財政支援措置の充実 
を図る。 
また、本市の主要産業である資源リサイクル産業、医療器具・医薬品製造業を中心と 

した事業拡大を支援するとともに、伝統ある地場産業の拡大や、異業種間連携による新 
サービス、新商品開発を支援し、本市のものづくりの力を高める。また、成長が見込ま 
れる新エネルギー分野、情報産業分野、スタートアップ及びベンチャー企業などを対象 
としたサテライトオフィス事業により地域課題解決に資する新たな産業の創出を図る。 

 
ウ 企業誘致 

     戦略的で効果的な企業誘致活動を展開するため、業種や誘致先用地の絞り込みにより 
ターゲットを明確化するとともに、民間ノウハウの活用や関係団体等との連携協力を一 
層強化する。 
また、県営大館・大館第二工業団地の拡張、新たな水源の確保や良質で安価な工業用 

水の安定的な供給、幹線道路へのアクセス道路の整備、克雪対策に加えて、誘致企業が 
行う初期設備投資に対する助成、税制上の優遇策などの充実を図りながら、企業誘致を 
促進する。 
さらに、サテライトオフィス事業により、首都圏企業等に対し、本市の豊かな自然環 
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境や地域資源の魅力、整備が進む道路交通網や大館能代空港などの利便性をアピールし、 
本市へのサテライトオフィス開設や情報関連企業の誘致を図る。 

 
エ 起業の促進 

創業支援等事業計画に基づき、商工団体や金融機関等と連携した創業支援ネットワー 
クにより、起業意欲や新技術・新商品を持つ企業・個人に対する経営指導などの総合的 
な起業・創業支援や事業承継を進め、「起業の大館」を目指す。 

 
オ 商業の振興 
中小企業の事業継続や経営安定化に必要な資金調達の環境を整えるため、商工団体・ 

金融機関等と連携し、経済情勢の変化を的確に捉え、各種制度融資による効果的な金融 
支援を行う。 
また、魅力ある中心市街地を形成するため、空き店舗再生推進事業などにより快適な 

商業環境を整備するほか、賑わい創出や買い物環境の確保に重要な役割を担う商店街の 
活性化を図る。 

 
カ 情報通信産業の振興 

     少子高齢化に伴う労働力不足等の解決に向け、ＩｏＴやＡＩなどの技術を活用し、企 
業における事業の効率化、生産性向上や市民生活の利便性向上を図る。 
また、先進技術の普及による就業構造の変化や情報化、グローバル化に対応するため、 

教育機関や企業等との連携により、地域でＩＣＴ人材を育成する仕組みの創設を目指す 
ほか、ＩＴ企業や情報関連産業のサテライトオフィスを誘致し、地元企業との連携を図 
るとともに、各産業における先進技術導入を推進する。 

 
キ 観光又はレクリエーションの振興 
市全体を歴史・文化資源と捉え、忠犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、大館曲げわっ 

ぱなど既存の観光資源の磨き上げに取り組むほか、豊かな自然、豊富な温泉資源、伝統 
的な食文化等のブランド力を高め、体験型観光メニュー及び施設の整備に取り組み、滞 
在型観光を促進する。また、おおだて型教育や本市の自然、伝統文化に触れる体験事業 
を展開し、教育を通じた交流人口の拡大を図る。 
大館ならではの観光ルートの形成については、歴史的風致維持向上計画に基づいて歴 

史文化資源を活用したまちづくりを進め、地域連携ＤＭＯを中心に、本市の観光の目玉 
である忠犬ハチ公、比内地鶏、きりたんぽ、大館曲げわっぱなど市内に点在する観光資 
源と連携した「物語づくり」を進めるとともに、海外からの誘客のためのインバウンド 
受入体制を整え、国内外からの交流人口の拡大につなげる。 
また、大館能代空港、大館の玄関口であるＪＲ大館駅前の観光交流施設「秋田犬の里」 

を活用した観光振興を図る。さらに、観光案内所、道の駅などの観光案内、物産販売機 
能の充実を図るほか、市内にあるハイキングコースや登山道を気軽に利用できるように 
新たな観光地として整備する。 
 加えて、五色湖周辺を重要なエリアとして位置付け施設整備を図るとともに、地域資 
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源の活用により周辺エリアの観光振興につなげる。 
広域観光については、青森県弘前市や岩手県八幡平市などの周辺自治体をはじめ、函 

館・角館との３Ｄ連携や様々な縁による関係自治体との連携、交流を深めながら、さら 
なる広域的な観光連携を図るとともに、物語づくりを通じた交流人口の拡大と、観光周 
遊ルートでの目的地としての価値向上に取り組む。 

 
ク コミュニティビジネスの促進 

     地域住民の熱意とアイデア、人材を活用して、交通弱者や買い物弱者のための地域に 
おける買い物の場確保や、食料品・日用品の配達、送迎等サービスといったコミュニテ 
ィビジネスの立ち上げを支援する。また、コミュニティビジネスに興味を持つ地域団体 
等に対し、研修会等の情報提供を行う。 
 

●目標 
目標項目 現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 
認定新規就農者数 13 人 累計 13 人 
森林認証材生産量 5,716   5,320   
雇用等創出数 5,856 人 5,900 人 

観光入込客数 205 万人 300 万人 
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(１)基盤整備

農業 ため池等整備事業（柄沢地区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（中池地区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（大堤地区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（家の後地区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（比内五日市地
区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（頭堤地区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（向田地区） 秋田県 負担金

ため池等整備事業（米代頭首工） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（浦山地区） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（下内川西地区） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（雪沢地区） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（別所中岱地区） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（曲田中山地区） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（麓西地区） 秋田県 負担金

農地中間管理機構関連ほ場整備事
業（葛原地区） 秋田県 負担金

基幹水利施設ストックマネジメン
ト事業（大館石神） 秋田県 負担金

林業 森林作業道整備支援事業 林業事業
体等 補助金

森林経営管理事業 大館市

再造林推進事業 森林所有
者 補助金

市有林造成事業 大館市

森林環境整備事業 大館市

備考
（施設名）

２　産業の振
興

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

水産業

(２)漁港施設

(３)経営近代化施設

農業

林業

水産業

(４)地場産業の振興

技能修得施設

試験研究施設

生産施設

加工施設

流通販売施設

(５)企業誘致 花岡工業団地拡張事業 大館市

(６)起業の促進

(７)商業

共同利用施設

その他 大館商工会議所補助事業 商工会議
所 補助金

大館北秋商工会補助事業 商工会 補助金

市民の森整備事業 大館市

岩神ふれあいの森整備事業 大館市

大館矢立ハイツ施設設備整備事業 大館市

矢立峠駐車場等施設維持管理委託
事業 大館市

アメッコ市開催事業 実行委員
会 補助金

(８)情報通信産業

(９)観光又はレクリ
エーション
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

バラまつり実施事業 大館市

大文字まつり実施事業 実行委員
会 補助金

本場大館きりたんぽまつり開催事
業

実行委員
会 補助金

野遊びＳＤＧs推進事業 大館市

地域連携ＤＭＯ秋田犬ツーリズム
による観光振興事業

秋田犬ツー
リズム 負担金

秋田犬から始まる物語ビルドアッ
プ事業 大館市

観光施設整備費助成事業 公共的団
体等 補助金

比内とりの市開催支援事業 実行委員
会 補助金

たけのこまつり実施事業 実行委員
会 補助金

大鮎の里ふるさとまつり実施事業 実行委員会 補助金

【ものづくり力向上支援事業】 大館市 補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　人口減少が進む中、企業の競争
力を高めるためには生産性向上が
必要であると同時に、従業員個々
の技術や知識など能力を高めるこ
とが重要である。本事業は、もの
づくりに係る企業の人材育成を促
進するために必要である。

　従業員のより高度な知識や技術
の習得を促進することは、ものづ
くり力と企業の生産性向上を向上
させ、新技術や新サービスの開
発、地場産業の振興、さらには、
雇用創出につながることから、将
来にわたり地域の持続的発展に資
する事業である。

(10)過疎地域持続的
発展特別事業

　市内職業訓練施設におけるセミ
ナー受講料の２分の１以内を助成
（上限：１事業者につき５万円/年
間）
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

【新技術・新商品開発等支援事
業】 大館市 補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【創業支援事業】 大館市 補助金

①具体的な事業内容

　市内中小企業が行う新技術や新
商品の試作開発や、展示会への出
展、国内特許等出願に要する経費
の一部を補助するもの。
（補助率等）
個者　補助率1/3　上限10万円
複数者連携　補助率1/2　上限20万
円

　地場産業の振興を図るために
は、企業の新技術や新商品の開発
を後押しすることが重要である
が、中小企業にとってその経費は
大きな負担となっており、その負
担軽減を図るため、必要な事業で
ある。

　新技術や新商品の開発が促進さ
れることにより、本市のものづく
りの力が総体的に向上し、地場産
業の振興、新規雇用の創出につな
がることから、将来にわたり地域
の持続的発展に資する事業であ
る。

　特定創業支援機関（大館商工会
議所・大館北秋商工会）による経
営指導の受講者を対象として、補
助対象経費（設備費、広告費、什
器備品費）の一部を補助するも
の。
補助率等：1/2　上限30万円（県外
からの移住、法人設立、女性、40
歳未満など、申請者の状況に応じ
て上限額を加算、補助率を2/3に引
き上げ。）
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②事業の必要性

③事業効果

【地域産業担い手確保支援事業】 大館市 補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　創業者は資金面での不安を抱え
ていることが多く、初期費用の一
部を補助することで、円滑な創業
を促すことができるため、必要で
ある。

　民間活力を高め、地域の開業率
を引き上げることにより、雇用を
生み出し、産業の新陳代謝が進む
ことで、地域の活性化の活性化が
図られることから、将来にわたり
地域の持続的発展に資する事業で
ある。

　市内企業が県外からの従業員を
確保するために行う企業説明会や
募集広告、外国人技能実習生を含
む外国人材獲得のための活動に要
する経費の一部を補助するもの。
補助率等：1/2　上限25万円

　市内企業の人手不足が深刻で、
人口減少の進行もあって新卒者の
確保も難しい状態であり、県外か
らの人材確保が必要となっている
ことから、その募集活動を支援す
るために必要な事業となってい
る。また、外国人技能実習生を含
む外国人材の採用も進んでいる状
況も踏まえ、必要な事業である。

　地域外からの人材確保を支援す
ることは、企業の生産性向上と人
口の流入促進につながることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

【誘致企業奨励金事業】 大館市 補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　企業誘致及び地元企業の成長を
支援することは、本市の産業振興
に欠かせないものであり、また新
たな産業の柱を構築するうえでも
非常に重要な取組みである。その
取組みを推進するには、立地企業
の初期投資や立ち上げ直後の経費
負担の軽減を図ることが重要であ
ることから、必要な事業である。

　新規企業の誘致と既存企業の設
備投資を促すことにより、雇用の
創出が図られ、企業経営の安定化
につながる。その結果、従業員数
の増加や定住化が図られることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。

●大館市工場等設置促進条例指定
工場を立地した企業に対し、次の
優遇措置を講ずるもの。
・操業開始時支援金：従業員１人
につき10万円助成（上限500万円）
・雇用奨励金：工場立地に伴い10
人を超える地元従業員を新たに雇
用した場合、10人を超える者１人
につき10万円助成
・障害者雇用奨励金：１人につき
10万円助成
・福利厚生施設等助成金：経費の
1/3相当額を助成（上限1,000万
円）

●大館市空き公共施設等利活用促
進条例指定事業者に対し、次の優
遇措置を講ずるもの。
・事業開始時支援金：新たに雇用
する従業員１人につき10万円助成
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

【未来技術実証支援事業】 大館市 補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

(11)その他 多面的機能支払交付金事業 農業者 交付金

中山間地域等直接支払交付金事業 農業者 交付金

とんぶり加工施設整備事業 認定農業
者等 補助金

夢ある園芸産地創造事業 認定農業
者等 補助金

●ＡＩやＩｏＴなどの未来技術を
活用した実証実験により、本市の
地域課題解決または市民生活の質
の向上に資する事業を行う者に対
し、事業費の一部を補助する。
補助率：1/2
上限額等：上限額100万円、下限額
20万円

●本市所在の賃貸借物件を借用し
て新たに上記の実証実験を実施す
る者及び情報サービス産業等の事
業を行う者に対し、借用に係る費
用の一部を補助する。
補助率：1/2
上限額等：10万円/月（最長３年
間、360万円）

　県外スタートアップやベン
チャー企業の進出と定着による地
域課題の解決を図るとともに、情
報サービス産業等の振興によるデ
ジタルトランスフォーメーション
を推進することは本市の新たな産
業を育成する上で不可欠であるこ
とから、必要な事業である。

　本事業により、新規企業の進出
やサテライトオフィスの開設によ
る定着を促進することで、若年者
が希望する職種が増えるととも
に、地場産業との協働による新た
な産業の創出を期待できることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

６次産業経営力強化事業 認定農業
者等 補助金

夢ある畜産ステップアップ支援事
業

認定農業
者等 補助金

鳥獣被害防止総合対策交付金事業 鳥獣被害対
策協議会 交付金

農作物等獣害防止防護柵設置事業 農林業者 補助金

ウッド・チェンジ推進事業 住宅建築主、
工務店等 補助金

地域林政アドバイザー事業 大館市

木材製品開発等支援事業 木材製造
等事業者 補助金

森林整備地域活動支援交付金事業 林業事業
体等 交付金

木育推進事業 大館市

木材サプライチェーン強靭化事業 木材製造
等事業者 補助金

Ｊ－クレジット運営事業 大館市

森林認証材需要拡大促進事業
建築物木材利
用促進協定締
結者

補助金

森林認証CoC認証取得支援事業
木材生産事業
者、製材・加
工事業者、流
通事業者等

補助金

林業分野創業支援事業
新規林業事業
者（個人、法
人）

補助金

林業労働安全対策事業 林業事業
体 補助金

インターンシップ支援事業 大館市

インランドデポ推進事業 大館市

大館市シルバー人材センター補助
事業

シルバー人
材センター 補助金

地域総合整備資金貸付事業 大館市 貸付金

小規模事業者経営改善資金融資利
子補給事業 大館市 補助金

小規模企業振興資金あっせん保証
料補給事業 大館市 補助金

小規模企業融資利子補給事業 大館市 補助金

中小企業融資あっせん保証料補給
事業 大館市 補助金

中小企業融資あっせん利子補給事
業 大館市 補助金
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

中小企業機械類設備資金融資保証
料補給事業 大館市 補助金

中小企業機械類設備資金融資あっ
せん利子補給事業 大館市 補助金

大館市勤労者共済会補助事業 勤労者共
済会 補助金

大館市資格取得支援事業 大館市 補助金

奨学金返還助成事業 大館市

中小企業融資あっせん資金預託事
業 大館市 預託金

起業・事業承継推進事業 大館市

大館市物産協会補助事業 大館市物
産協会 補助金
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（４）産業振興促進事項 
 （ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備 考 
大館市全域 製造業、情報サービ

ス業等、農林水産物
等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～
令和 13 年３月 31 日 

 

 
 （ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 
    上記（２）その対策及び（３）計画のとおり。 
 
 （ⅲ）中小企業者に対する情報の提供等 
    産業振興促進区域において、中小企業者が産業振興促進事項に基づいて事業活動を行 

う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ 
う努めるものとする。 

 
（５）公共施設等総合管理計画との整合 

    産業系施設については、適切な施設機能を引き続き維持・確保するため、建物や設備の
計画的な修繕・更新を図り長寿命化を進めるとともに、利用団体への譲渡可能な施設につ
いて検討する。 

    レクリエーション・観光施設については、建物の老朽度や利用者数、維持管理費用など
を精査し、施設の存続や廃止を検討する。 

    保養施設については、民間への譲渡も視野に入れながら、施設の存続や廃止について検
討する。 

    上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第４ 地域における情報化 
 【地域における情報化の方針】 

市民生活の安全性を高め、地域経済の持続的な発展を支えるため、民間通信事業者と緊密 
に連携しながら、５Ｇや光ブロードバンドをはじめとする高度情報通信ネットワークの拡充 
を促進する。 特に、人口減少下における生活利便性の維持と地域産業の活性化を図るため、 
ＡＩや衛星通信、自動配送・遠隔技術などの先端技術を、買い物支援、移動手段、農林水産 
業の現場に積極的に導入する。これにより、地理的な制約を克服し、大規模災害時において 
も情報伝達が途絶えない強靭なデジタルインフラの構築を推進する。 
 

（１）現況と問題点 
本市の情報通信基盤については、これまでの整備により居住地域全域での携帯電話基地局 

と光ケーブルの敷設が完了し、過疎地域における情報格差の解消に向けた基礎条件は整って 
いる。 
市民生活においては、インターネットを利用した情報提供、スマートフォンを活用した情 

報発信により、情報通信技術の活用が着実に浸透し始めている。しかし、行政手続において 
は依然として窓口への来庁や対面による対応が多く、特に公共交通機関が限られる過疎地域 
の住民にとって、移動に伴う負担が解消されるまでには至っていない。 
一方で、観光地や山間部においては依然として通信の空白地帯が散見され、災害時におけ 

る迅速な安否確認や、現場状況の把握に支障を来している。また、都市部を中心に普及が加 
速する５Ｇネットワークの整備が限定的であるため、高速通信を活用した遠隔医療・教育や、 
農作業の自動化・省力化などを実装するための帯域が不足している。さらに、高齢化が進む 
地域における日常の買い物や通院の負担軽減が急務となっているが、既存の通信網を活用し 
た具体的な生活支援サービスの構築が十分ではなく、災害等による地上通信網の遮断に備え 
たバックアップ体制の確保も大きな課題である。 

 
（２）その対策 

今後は通信事業者との連携をさらに強化し、非居住地域における通信の空白地帯の改善、 
また、複数のキャリアが利用できるように携帯電話基地局の整備の拡充を行うことで、地域 
格差の解消を行う。 
５Ｇ基地局の設置促進に向けた市有資産の開放や、地上回線に依存しない衛星通信等の積 

極的な活用により、山間部や災害現場における通信環境の抜本的な改善を図る。公共インフ 
ラの管理においては、ＩｏＴセンサーを設置してリアルタイムで監視する予防保全型のシス 
テムを導入するなど、限られた人的資源での効率的な維持管理を推進する。あわせて、河川 
水位や道路状況、避難所の混雑情報を統合的に管理・発信する防災情報プラットフォームを 
構築することで、市民への迅速な情報伝達とインフラ運用の最適化を両立させ、デジタル技 
術に裏打ちされた安全・安心な地域社会を実現する。 
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(３)その他 緊急告知ＦＭラジオ放送事業 大館市

　ブロードバンド
　施設
　その他の情報化の
　ための施設

　その他

(２)過疎地域持続的
発展特別事業

備考
（施設名）

３　地域にお
ける情報化

(１)電気通信施設等
情報化のための施設

　通信用鉄塔施設

　テレビ放送中継
　施設
　有線テレビジョン
　放送施設

　告知放送施設

　防災行政用無線
　施設
　 テレビジョン放送等
　 難視聴解消のための
　 施設

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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第５ 交通施設の整備、交通手段の確保 
【交通施設の整備、交通手段の確保の方針】 

交通体系は、産業、経済、文化、生活など地域の社会的・経済的な発展の根幹をなすもの 
であり、とりわけ、過疎地域の持続的発展のために不可欠な基本的要素であることから、引 
き続き重点的な整備を推進していく。 
高速交通体系については、「北東北の拠点都市機能」の向上を目指し、大館能代空港の輸 

送力増強、市内ビジネス拠点及び周辺主要観光地と空港を結ぶ道路交通網の整備、日本海沿 
岸東北自動車道の整備及び全区間開通などに、国や県、関係市町村と連携して取り組む。 
道路整備については、地域内連携の円滑化と市民生活の利便性向上を図るため、幹線道路 

の整備・改良とともに、それに合わせた生活道路の計画的な整備を進める。また、高齢者等 
に配慮した歩道未設置区間の解消・バリアフリー化、景観に優れた沿道環境の形成などを着 
実に進める。 
生活交通については、市民の大切な足となる生活バス路線を基軸に、鉄道やタクシーと連 

携を深めながら、市民や利用者ニーズに適う交通網を人口減少社会に合わせ再編する。また、 
地域住民が主体の移動サービスの導入を進めるほか、デマンドタクシー、病院バス、スクー 
ルバスなど目的別の運送手段との調整を図り、路線バスの代替となる公共交通を市全体で支 
える体制の構築に取り組む。 

 
ア 市道の整備 

   安全で円滑な交通ネットワークを維持するため、国道・県道に通ずる幹線道路の整備を 
推進するほか、生活道路についても計画的な整備・補修を実施する。また、老朽化してい 
る道路施設の長寿命化を図るとともに、舗装の劣化に起因する自動車の損傷事故防止のた 
め、現場の損傷・劣化状況の点検を強化する。 

 
イ 農道、林道の整備 
（ア）農道の整備 

     農道については、農産物流通の一層の効率化を図るため、農産物流通拠点と産地間な 
どのアクセスに配慮した整備を進める。なお、生産と生活が同一空間の中で営まれる農 
村において、農道は農作業のみならず、生活道路の一面も有していることから、整備に 
当たっては一般道路との連携を図り、基幹農道については計画的に整備を進める。 

   
（イ）林道の整備 
   林道については、保育管理及び造林作業の効率化を図るため計画的に開設を進める。 
   
ウ 交通の確保 

   高齢化による免許返納や、自ら車を運転することができず通院や買い物に行くことがで 
きない「交通弱者」の移動手段として、路線バスは引き続き重要な役割を担っていること 
から、路線バスを取り巻く状況と公共性を踏まえながら、バス事業者への支援や新たな代 
替交通手段を導入し、生活交通の確保を図る。 
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（１）現況と問題点 
ア 市道の整備 
これまで本市では、秋田、青森方面を結ぶ国道７号と、十和田ＩＣへ通ずる国道 103 

号、県都までの国道 285 号を主要幹線とし、周辺を県道、市道が連結し交通網を形成し 
ていた。近年、平成 10 年に大館西道路と南バイパスが、平成 20 年には都市計画道路有 
浦東台線が開通した。平成 25 年には東北自動車小坂ＪＣＴに接続する秋田自動車道の 
開通・大館北ＩＣの設置、平成 28 年度の国道 103 号葛原バイパスの完成、日本海沿岸 
東北自動車道「二井田真中ＩＣ～鷹巣ＩＣ」間の開通、翌年度の「大館能代空港ＩＣ 
～鷹巣ＩＣ」間の開通など、本市の道路事情は大きく変化してきた。 
しかしながら、主要国道・県道を取り巻く市道の整備状況は十分とはいえず、未だに 

未改良・未舗装の区間がある。そのほか、側溝補修への対応や老朽化した橋梁の点検、 
改修も課題となっている。 

       
イ 農道、林道の整備 
（ア）農道の整備 
  農産物の運搬経路の拡充や農業経営規模の拡大を図るため、基盤整備事業等により
農道の改良・舗装を進めてきた。しかしながら、農地集積や農業経営形態の変化に伴
う作業車両の大型化により、拡幅改良が必要な箇所が見受けられる。 

 
  （イ）林道の整備 

  ふるさと林道事業、高能率生産団地路網整備事業等により林道整備を進めてきたが、 
未整備区間が多く存在し、間伐や搬出に支障を来している区域も多い状況である。 

 
ウ 交通の確保 

生活路線バスやコミュニティバスは、免許返納や高齢を理由に自動車を利用できない 
高齢者や、通学する学生にとって重要な交通手段となっている。一方でその利用者は 
年々減少しており、乗合バス年間乗客数は平成 26 年の約 105 万人（㈱秋北バス資料） 
に対し、令和７年には約 67 万人にまで落ち込み、国・県・市の支援なくしては路線維 
持が難しくなっており、さらなるバス路線の再編や路線バス以外の交通モード導入の体 
制づくりが課題となっている。 

 
（２）その対策 

ア 市道の整備 
過疎地域の日常生活を支え、持続的発展の基盤となる市道整備については、国道・県 

道に通ずる主要幹線道やバイパス等の整備を促進するほか、地域内連携の円滑化と市民 
生活の利便性向上を図るため、地域内道路や集落間を結ぶ道路についても、定期的な調 
査・点検に基づき、計画的に改良・補修等を実施し、狭隘区間の解消などにより安全な 
交通の確保に努める。また、道路等包括管理業務の拡大や地域インフラ群再生戦略マネ 
ジメント（群マネ）への取組みを通じ、予防保全型中心の維持管理への移行により、業 
務の効率化を図る。 
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未整備の側溝、老朽化した橋梁についても、橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、計画 
的に整備・補修を進める。あわせて、冬期間の安全で円滑な道路交通確保のため、降雪 
センサー増設などによる除排雪体制の強化を進める。 
 
イ 農道、林道の整備   

     （ア）農道の整備 
農道については、農作業車両の大型化に対応し、作業の安全性と効率性を高めるた 
め、幹線農道の改良、舗装、補修を計画的に進めていく。 

 
  （イ）林道の整備 
   林道・作業道は、森林の適正な管理及び林産物の効率的な搬出に重要な役割を持っ 

ていることから、自然環境に配慮しながら計画的に整備する。 
 

ウ 交通の確保 
    路線バスを基軸に、鉄道やタクシーと連携を深めながら、市民や利用者ニーズに対応 

した公共交通網に再編するとともに、オンデマンド交通の導入や自動運転サービス実証 
試験などに取り組み、外出しやすい環境整備に努める。 
また、地域住民が主体の移動サービスの導入を進めるほか、デマンドタクシー、病院 

バス、スクールバスなど目的別の運送手段との調整を図り、路線バスの代替となる公共 
交通を市全体で支える体制の構築に取り組む。 

 
●目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

市道改良率 80.3％ 80.7％ 
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(１)市町村道

　　道路 釈迦内松木立花線（道路改良）
L=800m　W=7.0m 大館市

大町山館線（道路改良）
L=500m　W=10.0m 大館市

上代野釈迦内線（道路改良）
L=200m　W=10.6m 大館市

達子・森合線（道路補修）
L=4400m　W=7.0m 大館市

二井田工業団地１号線（道路補
修）L=720m　W=7.3m 大館市

早口線（道路補修）
L=500m　W=6.0m 大館市

釈迦内松木立花線（道路補修）
L=300m　W=7.4m 大館市

越山線（道路補修）
L=1300m　W=6.5m 大館市

麓西線（道路補修）
L=140m　W=7.0m 大館市

中城金坂線（道路補修）
L=300m　W=8.5m 大館市

四羽出五輪台沼田線（道路補修）
L=850m　W=8.0m 大館市

二井田工業団地３号線（道路補
修）L=530m　W=8.6m 大館市

高村四羽出線（道路補修）
L=260m　W=8.0m 大館市

岩瀬線（法面補修）
L=120m　A=1800㎡ 大館市

柄沢餌釣線（道路補修）
L=920m　W=6.8m※東台工区 大館市

池内二井田本宮線（道路補修）
L=850m　W=8.5m 大館市

釈迦内長面粕田線（道路補修）
L=340m　W=7.1m 大館市

東二ツ屋線（道路補修）
L=440m　W=7.0m 大館市

白沢粕田線（道路補修）
L=300m　W=5.0m 大館市

備考
（施設名）

４　交通施設
の整備、交通
手段の確保

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

早口谷地の平赤川線（道路補修）
L=540m　W=6.3m 大館市

代野団地２号線（道路補修）
L=370m　W=6.0m 大館市

達子森１号線（道路補修）
L=230m　W=6.3m 大館市

達子森２号線（道路補修）
L=230m　W=6.2m 大館市

板子石沼館線（道路補修）
L=280m　W=6.4m 大館市

有浦区画９号線（道路補修）
L=114m　W=8.5m 大館市

根井下唐松線（道路補修）
L=140m　W=5.9m 大館市

桜町神山線（道路補修）
L=174m　W=5.4m 大館市

才川堤防線（道路補修）
L=200m　W=4.5m 大館市

有浦二ツ屋区画16号線（道路補
修）L=193m　W=5.1m 大館市

田の沢２号線（道路補修）
L=245m　W=4.0m 大館市

早口川口線（道路補修）
L=1050m　W=7.0m 大館市

扇田十二所線（道路補修）
L=900m　W=8.0m※大滝工区 大館市

学校通り線（道路補修）
L=580m　W=8.0m 大館市

片山野線（道路補修）
L=530m　W=6.5m 大館市

葛原猿間線（道路補修）
L=350m　W=7.0m 大館市

柄沢長橋線（道路補修）
L=410m　W=6.0m 大館市

弁天町馬喰町線（道路補修）
L=360m　W=7.0m 大館市

御成町片山根下戸線（道路補修）
L=570m　W=8.0m 大館市

大館釈迦内線（道路補修）
L=550m　W=7.0m 大館市

水門前末広町線（道路補修）
L=250m　W=7.0m 大館市

岩瀬・山田線（道路補修）
L=490m　W=7.0m 大館市

大町山館線（道路補修）
L=200m　W=6.0m　※池内道上工区 大館市

二ツ屋線（道路補修）
L=200m　W=6.0m 大館市
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

新沢３号線（道路補修）
L=180m　W=4.5m 大館市

長里下山田線（道路補修）
L=300m　W=5.0m 大館市

大町山館線（道路補修）
L=980m　W=7.0m　※池内工区 大館市

大館長木線（道路補修）
L=830m　W=7.0m 大館市

扇田・板戸線（道路補修）
L=1800m　W=7.0m 大館市

四羽出下川原線（道路補修）
L=600m　W=6.0m 大館市

水無扇田線（道路補修）
L=570m　W=6.8m 大館市

御坂線（道路補修）
L=250m　W=7.0m 大館市

有浦東台線（道路補修）
L=1500m　W=7.5m 大館市

柄沢餌釣線（道路補修）
L=1400m　W=8.5m※餌釣工区 大館市

大館松木線（道路補修）
L=1300m　W=7.0m 大館市

鳥内長面線（道路補修）
L=700m　W=5.0m 大館市

上代野釈迦内線（道路補修）
L=250m　W=7.0m 大館市

本郷繋沢線（道路補修）
L=1100m　W=7.0m 大館市

長根山運動公園線（道路補修）
L=350m　W=7.0m 大館市

出川櫃崎線（道路補修）
L=250m　W=5.0m 大館市

小釈迦内線（道路補修）
L=160m　W=7.0m 大館市

金谷線（道路補修）
L=200m　W=5.0m 大館市

代野団地４号線（道路補修）
L=100m　W=5.0m 大館市

代野団地６号線（道路補修）
L=100m　W=5.0m 大館市

代野団地３号線（道路補修）
L=100m　W=6.0m 大館市

扇田八幡町線（道路補修）
L=111m　W=5.0m 大館市

比内公民館通り線（道路補修）
L=180m　W=6.0m 大館市

長里環状線（道路補修）
L=146m　W=5.1m 大館市
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

南丁団地線（道路補修）
L=100m　W=6.0m 大館市

沼館区画１号線（道路補修）
L=160m　W=5.7m 大館市

古川町鉄砲場線（道路補修）
L=100m　W=5.3m 大館市

三番町線（道路補修）
L=284m　W=4.7m 大館市

十二所曲田線（道路補修）
L=100m 大館市

長坂・坂地線（道路補修）
L=185m　W=5.0m 大館市

上野岱・代野線（道路補修）
L=171m　W=8.0m 大館市

水無・片貝線（道路補修）L=200m
W=6.5m 大館市

芦田子線（道路補修）
L=124m　W=4.5m 大館市

山田線（道路補修）
L=195m　W=9.0m 大館市

早口線（法面補修）
L=150m　A=10,000㎡ 大館市

扇田・板戸線（道路改良）
L=400m　W=5.0m 大館市

本郷羽貫谷地線（道路補修）
L=120m　W=4.0m 大館市

松原１号線（道路補修）
L=380m　W=4.0m 大館市

清水区画６号線（道路補修）
L=110m　W=5.0m 大館市

長里８号線（道路補修）
L=100m　W=4.0m 大館市

二井山２号線（道路補修）
L=170m　W=6.0m 大館市

池内山田渡北線（道路補修）
L=120m　W=5.5m 大館市

清水団地２号線（道路補修）
L=240m　W=6.0m 大館市

長根山４号線（道路補修）
L=150m　W=4.0m 大館市

中山線（道路補修）
L=250m　W=4.0m 大館市

中山沢線（道路補修）
L=200m　W=5.0m 大館市

兎沢線（道路補修）
L=150m　W=4.0m 大館市

岩本線（道路補修）
L=480m　W=4.5m 大館市
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

外川原１号線（道路補修）
L=280m　W=4.0m 大館市

古川南線（道路補修）
L=100m　W=4.0m 大館市

沼館本町線（道路補修）
L=100m　W=5.0m 大館市

長木川北線（道路補修）
L=230m　W=4.0m 大館市

橋梁定期点検 大館市

橋梁維持補修事業 大館市

扇田大橋（架替）
L=163.7m 大館市

大館駅東大館線（無電柱化推進事
業）L=472m 大館市

(２)農道

林業専用道整備事業
・山館線
・沼田線
・大川目元渡線

秋田県 負担金

林道改良事業 大館市

林道点検診断・保全整備事業 大館市

(４)漁港関連道

(５)鉄道施設等

　　鉄道施設

　　鉄道車両

　　軌道施設

　　軌道車両

　　その他

　　自動車

　　雪上車

橋りょう

　　　その他

(３)林道

(６)自動車等
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

(７)渡船施設

渡船

係留施設

(８)道路整備機械等

除雪機械整備事業
・ロータリー除雪車
・除雪ドーザ
・除雪グレーダ

大館市

【橋梁長寿命化計画事業】 大館市

①具体的な事業内容

　橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、次の橋梁の補修を行う。
信正寺橋（信正寺通り線）
　L=25.1m　W=10.6m
十二所跨線橋（扇田十二所線）
　L=25.3m　W=7.9m
下町橋（下代野下町線）
　L=151.9m　W=4.8m
犀川橋（水無扇田線）
　L=60.1m　W=7.2m
曲田橋（曲田橋線）
　L=99.8m　W=7.5m
茂内橋（茂内屋敷水沢線）
　L=35.0m　W=4.7m
東橋（比内）（独鈷中野線）
　L=93.0m　W=5.5m
十二所橋（十二所曲田線）
　L=96.1m　W=5.2m
西大橋（大館駅東大館線）
　L=165.0m　W=18.3m
石渕橋（二ツ屋線）
　L=42.2m　W=4.6m
寺崎橋（八木橋・寺崎線）
　L=43.6m　W=5.3m
高岨橋（大野高岨線）
　L=57.0m　W=4.8m
二ツ屋橋（二ツ屋線）
　L=20.4m　W=3.8m
一通橋（八木橋一通線）
　L=14.5m　W=5.6m
片貝橋（扇田・板戸線）
　L=44.9m　W=7.3m
土目内橋（本郷繋沢線）
　L=16.0m　W=5.8m

(９)過疎地域持続的
発展特別事業
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

尻合橋（長走線）
　L=15.3m　W=5.3m
上出口橋（出口４号線）
　L=9.5m　W=3.7m
三階橋（十二所線）
　L=21.2m　W=6.6m
深沢橋（深沢１号線）
　L=8.0m　W=4.7m
東二ツ屋橋（東二ツ屋線）
　L=32.1m　W=5.2m
長内沢橋（長内沢線）
　L=14.5m　W=6.2m
板戸川橋（四羽出五輪台沼田線）
　L=18.4m　W=8.3m
深渡橋（岩本線）
　L=35.3m　W=5.7m
福館橋（福館線）
　L=66.8m　W=3.6m
小茂内橋（大館長木線）
　L=14.1m　W=8.2m
外川原橋（上野外川原線）
　L=232.0m　W=4.8m
森合橋（達子・森合線）
　L=64.8m　W=5.0m
越山橋（越山向岱線）
　L=45.0m　W=5.4m
上岩瀬橋（岩瀬・山田線）
　L=67.1m　W=4.8m
粕田橋（大森粕田線）
　L=25.3m　W=5.5m
上渡橋（白沢線）
　L=50.9m　W=5.3m
萩下橋（萩下・駒橋線）
　L=91.1m　W=5.1m
東橋（大館）（東二ツ屋線）
　L=96.1m　W=6.0m
大一通橋（大一通線）
　L=50.9m　W=4.3m
川代橋（大滝五輪岳線）
　L=10.5m　W=8.6m
長面橋（釈迦内長面粕田線）
　L=62.6m　W=5.1m
大明神橋（大明神２号線）
　L=35.0m　W=4.3m
新沢小橋（新沢５号線）
　L=14.6m　W=9.1m
沢尻跨線橋（十二所沢尻線）
　L=40.2m　W=7.0m
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

多茂木橋（多茂木線）
　L=8.2m　W=5.8m
日景町橋（日景町線）
　L=38.3m　W=4.0m
中台橋（山神台獅子ヶ森線）
　L=29.7m　W=4.1m
向綱橋（大町山館線）
　L=3.0m　W=10.2m
割沢橋（岩瀬線）
　L=12.5m　W=4.0m
高館橋（釈迦内松木立花線）
　L=54.0m　W=6.0m
新沢山橋（大町山館線）
　L=4.3m　W=13.8m
道目木川橋（扇田十二所線）
　L=5.3m　W=7.9m
 沢橋（本郷繋沢線）
　L=13.5m　W=6.3m
小新田橋（大巻・羽立線）
　L=15.3m　W=5.5m
味噌内橋（千歳平滝線）
　L=46.8m　W=4.0m
獅子ヶ森橋（上代野釈迦内線）
　L=28.3m　W=5.4m
獅子ヶ森歩道橋（上代野釈迦内
線）L=49.0m　W=2.0m
十二所跨道１号橋（扇田十二所
線）L=3.8m　W=7.5m
釣田橋（水無扇田線）
　L=15.7m　W=5.5m
山崎橋（扇田十二所線）
　L=3.0m　W=8.4m
赤倉沢橋（岩瀬線）
　L=14.4m　W=4.0m
大巻跨線道路橋（大巻１号線）
　L=28.3m　W=4.0m
堤沢橋（堤沢アセ石線）
　L=13.4m　W=8.5m
二ッ屋２号橋（二ッ屋線）
　L=48.0m　W=4.0m

②事業の必要性

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向け
て、道路交通の安全性を確保する
橋梁の補修のため、必要な事業で
ある。
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

③事業効果

【道路付属物点検事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【道路土工構造物点検事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

　計画的な修繕による道路施設の
長寿命化や、通行の安全確保によ
り、住民が安全安心に暮らすこと
ができる生活環境・基盤が整備さ
れることから、将来にわたり地域
の持続的発展に資する事業であ
る。

　道路法面や道路構造物の点検を
実施し、点検結果に基づく修繕計
画を策定し、適正な管理を図るも
の。

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向け
て、道路法面や道路構造物の総点
検をするため、必要な事業であ
る。

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向け
て、道路付属物の総点検をするた
め、必要な事業である。

　橋梁の長寿命化及び維持管理費
の縮減並びに道路交通の安全性が
確保され、住民が安全安心に暮ら
すことができる生活環境・基盤が
整備されることから、将来にわた
り地域の持続的発展に資する事業
である。

　道路照明や標識等の道路付属物
総点検を行い、修繕計画を策定
し、計画に基づいた適正な管理を
図るもの。
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

③事業効果

【除雪車運行管理システム整備事
業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【高齢者等定額フリーパス券支援
事業】 バス事業者 助成金

①具体的な事業内容

　除雪車運行管理システムを導入
したことにより、迅速な集計作業
が可能となり、事務の効率化が図
られる事業である。
　また、降雪センサーを活用し、
的確な除雪出動体制を確立できる
ほか、市のＨＰに公開サイトを開
設し、除雪作業の状況を市民に情
報提供し、除雪の見える化を推進
することにより、住民の安全安心
な暮らしに資することから、将来
にわたり地域の持続的発展に資す
る事業である。

　65歳以上又は障害者手帳を持つ
市民が購入するバス定期券（市内
どこでも乗降できる路線バス利用
券）の販売金額を助成するもの。

　計画的な修繕による道路法面や
道路構造物の長寿命化を図り、通
行の安全確保により、住民が安全
安心に暮らすことができる生活環
境・基盤が整備されることから、
将来にわたり地域の持続的発展に
資する事業である。

　除雪車運行管理システムを活用
した迅速な集計作業により、事務
処理の軽減や除排雪作業の効率化
を図るもの。

　除雪車運行管理システムや降雪
センサーを整備し、的確な出動を
遂行するとともに、除雪出動状況
の市民への公開、きめ細かな雪対
策の計画、除排雪作業の効率化を
図るために必要な事業である。
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②事業の必要性

③事業効果

(10)その他 生活バス路線維持費補助事業 バス事業者補助金

早口駅乗車券類発売事務及び管理
委託事業 大館市

　交通弱者である高齢者及び障害
者の日常的な交通手段の確保と、
路線バス利用者減少に歯止めをか
け、運行を維持していくため、必
要な事業である。

　高齢者等の交通手段が確保され
るとともに、路線バス乗車率の向
上が図られ、路線バスの運行維持
につながることから、将来にわた
り地域の持続的発展に資する事業
である。
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
    道路については、利用者の安全を確保するため、巡回などによる日常点検等を徹底して

行い、改良・修繕の早期着工など適切な維持管理に努める。また、施設の維持管理に関す
る計画や方針等の策定に努め、ライフサイクルコストの縮減を図る。新たな道路整備につ
いては、都市計画や防災等の関連計画との整合を保ちつつ、整備の緊急性や重要性を総合
的に勘案した上で計画的に推進する。 
橋りょうについては、利用者の安全で安心な交通環境を確保するため、大館市橋梁長

寿命化修繕計画などに基づき、日常点検や専門技術者の定期点検を実施し、早期修繕の
実施など適正な維持管理に努める。また、今後の修繕においては、「予防保全型」の修繕
を実施することで、長期的な修繕費用の平準化やライフサイクルコストの縮減を図る。 
上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第６ 生活環境の整備 
【生活環境の整備の方針】 

安全で良質な水道水の供給、河川等の水質汚濁を防ぐ下水道やし尿受入施設、人口減少を 
念頭に置いたごみ処理施設の整備、消防・救急体制などの充実、将来的な需要を踏まえた市 
営住宅の整備を進めるとともに、行政コスト全体の縮減を図るため、公共施設等総合管理計 
画に基づき、計画的な補修・改修による公共施設等の長寿命化と合わせ、老朽化が著しい施 
設については計画的に解体撤去する。 
また、農地や森林は、市土や景観保全、水源のかん養等公益的機能を果たしており、これ 

らの機能を保持するため、緑化推進、耕作放棄地の解消、市民との協働による環境美化活動 
など自然環境保全事業を進めるほか、ＬＥＤ街灯、通学路防犯灯の整備促進等による生活環 
境の整備を促進する。 

 
ア 水道、下水処理施設等の整備 

  （ア）水道施設の整備 
     大館市新水道ビジョンの基本理念である「豊かさで未来を紡ぐ大館の水」の実現に向 

けて、「持続」「安全」「強靭」「連携」の４つの視点に基づく施策を展開し、経営基盤の 
安定化、水循環の健全化、施設等の更新及び耐震化、広域連携等を推進する。 
 また、人口減少に伴う給水収益の減少を見据え、水道施設の予防的修繕による将来的 
な経費抑制、アセットマネジメントによる老朽化した設備等の計画的な更新、業務改善 
や民間活用による給水原価の低減等を図る。 
 

  （イ）下水処理施設の整備 
 優れた自然環境と調和する生活環境の向上と、生活排水による公共用水域の水質汚濁 
防止のため、地域の実情に合わせた生活排水処理施設を整備するとともに、汚水処理人 
口普及率の向上に努める。 
また、令和６年度に稼働を開始した新たなし尿受入施設を活用するほか、し尿・汚泥 

の適正な処理、生活排水対策の充実を図る。 
 

イ 廃棄物処理施設の整備 
大館市エコプラザ事業を中心に、市全体で廃棄物の３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）に 

よる発生抑制、再使用、再資源化を図るとともに、限りある資源の有効利用のため、エコ 
バックの使用やポイ捨ての禁止、正しい分別などの啓発活動を推進する。 
また、し尿処理施設については、大館市し尿受入センターの稼働に伴い廃止としたため、 

今後、解体を検討する。 
粗大ごみ処理場、最終処分場については、完成から 40 年以上が経過していることか 

ら、計画的な修繕と設備更新を行う。 
    また、搬入されたごみから金属物を回収し、リサイクルと最終処分場の延命化を図る。 
 

ウ 消防・救急・防災体制の整備 
   町内会や自主防災組織における防災講座等の開催により、防災意識の醸成や、自助・共 
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助による防災活動の促進に努めるとともに、大規模災害にも対応可能な体制づくりを目指 
し、消防団の再編による組織力の強化を図るほか、計画的な消防施設及び設備の更新、機 
動分団化事業による車両や救助資機材の配備、地域の防災活動能力の向上を図る。 
 救急救助体制については、人口減少を踏まえた消防署庁舎の効率的なあり方を検討する 
とともに、消防・救急車両の更新及び資機材の充実に努める。また、災害の現場に女性な 
らではのきめ細かな対応や視点を取り入れるため、女性消防士の増員を目指す。 
 さらに、防災ドローン活用による、被災状況のリアルタイムでの情報共有化や、国土強 
靭化地域計画に基づき、国・県等と連携して関連施策を着実に推進し、災害に強いまちづ 
くりを進める。 

 
エ 市営住宅の整備 
 市民の良好な居住環境の創出のため、将来的な需要を精査しながら、老朽化した市営住 
宅の建替えを進める。その際は、カーボンニュートラルの実現に向けたＺＥＨレベルの省 
エネ住宅整備や多様な方々が安心して居住できるよう、バリアフリー化やプライバシー保 
護に配慮した整備を図る。 

 
オ 老朽化公共施設等の補修・改修と解体撤去 

    人口減少が進行する中にあっても、市民が安全に、安心して利用できる公共施設等を提
供していくため、継続して維持すべき施設については計画的な補修・改修による長寿命化
を図り、必要性の希薄化した施設や老朽化などで倒壊のおそれのある施設等は、計画的に
解体撤去し、施設の総量削減に取り組む。 

 
（１）現況と問題点 

ア 水道、下水処理施設等の整備 
（ア）水道施設の整備 
   本市の水道施設は、令和５年度末で、上水道１、簡易水道４、専用水道６、小規 
模水道 14 が稼動しているが、給水区域内水道普及率は 88.9％で県平均の 92.2％（令 
和５年度秋田県水道施設現況調査）を下回っている。また、水道未普及集落について 
は水量不足と水質悪化が懸念されている。 

   さらに、本市の水源はその約７割を外的要因の影響を受けやすい河川の表流水に頼 
っているため、浄水処理方法についての検討が必要である。 

 
（イ）下水処理施設の整備 
  快適な生活、恵まれた自然環境の保全、河川の水質汚濁防止のために昭和62年度か 
ら公共下水道事業、農業集落排水事業に取り組み、浄化槽設置の普及促進など地域の 
実情に合わせた排水処理基盤の整備を進めてきているが、農業集落排水及び浄化槽設 
置分を含めた令和６年度末の汚水処理人口普及率は82.6％であり、全国平均の93.7％ 
を大きく下回っている。 
また、未供用区域では依然として生活雑排水が公共用水域に排出されている。 
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イ 廃棄物処理施設の整備 
ごみ処理については、大館クリーンセンターの基幹的設備改良工事を実施し、令和４ 

年４月から焼却熱による発電を行い、焼却施設の電力として利用している。 
し尿処理については、昭和 59 年 12 月に稼働開始した大館市し尿処理場について、新 

たに大館市し尿受入センターが稼働したことに伴い、令和６年度末に廃止した。 
粗大ごみ処理施設、最終処分場については、昭和 54 年 10 月からの稼動で 46 年が経 

過しており、施設延命化が課題となっている。 
 
ウ 消防・救急・防災体制の整備 

本市の消防体制は、常備消防と消防団組織からなっている。火災件数は、令和６年に 
36 件と、過去５年間を見ると増加傾向にある。消防団組織は、団員の高齢化などで人 
員の確保が困難となっており、世代交代が課題となっている。 
また、消防庁舎や分団車庫、消防車及び消防水利施設の老朽化が進んでいる。 

     救急救助活動については、その出動件数は年々増加しており、令和６年では 3,491
件で１日当たり９～10 件のペースとなっている。 

 
エ 市営住宅の整備 

本市の市営住宅数は、令和７年度では 752 戸であり、そのうち建設から 30 年以上経 
過したものが 496 戸、65.9％、さらに 50 年以上経過したものが 243 戸、32.3％あり、 
その長寿命化あるいは建替えが課題となっている。 

 
オ 老朽化公共施設等の補修・改修と解体撤去 

人口減少、財源縮小が進む中、本市においては老朽化した公共施設等を抱えており、 
これらを維持・更新していくため費用が見込まれる。 
あわせて、老朽化した施設等については倒壊等の危険性の増大や、統廃合などにより 

遊休化した施設等についても一定の維持管理コストの発生が見込まれ、その解体撤去が 
課題となっている。 

 
（２）その対策 

ア 水道、下水処理施設等の整備 
（ア）水道施設の整備 

新水道ビジョンにおける「持続」の視点においては、配水管整備事業による給水普 
及率の向上、職員配置や維持管理費の見直し等による給水原価の低減や、老朽管更新 
事業の確実な推進による有収率の向上を図る。 
「安全」の視点では、クリプトスポリジウム等対策の促進、残留塩素の低減化、鉛 

製給水管解消の促進、環境負荷の少ない水道事業推進のための、再生資材活用の促進 
を図る。 
「強靭」では、施設・管路の更新及び耐震化の推進、大館市水安全計画に基づく安 

全な水の供給システムの確立を目指すとともに、「連携」においては、近隣市町村と 
の水質検査、料金徴収業務などの共同発注に向けた勉強会を視野に入れた広域連携、 
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将来的な収益の悪化や技術担当者の高齢化を踏まえたうえで、官民連携を推進してい 
く。 

 
（イ）下水処理施設の整備 

公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽をその地域の実情にあった効率的な方法で 
整備し、生活排水処理施設の普及率向上を図るとともに、未水洗化世帯への戸別訪問 
勧奨等により、公共下水道等への接続や合併浄化槽の設置を促進する。 
さらに、経営基盤強化のため、水洗化工事への融資斡旋や浄化槽設置に対する補助 

の継続などにより、水洗化率向上を図るほか、県と共同で県北地区広域汚泥資源化事 
業を推進し、効率的な処理による事業費の低減など、持続可能な事業運営を目指す。 

 
イ 廃棄物処理施設の整備 
ごみ処理については、ＰＦＩ方式による一般廃棄物処理委託事業を継続実施するほか、 

粗大ごみ処理施設の計画的な維持管理に努める。 
また、埋立物からの金属等の資源物回収による最終処分場の延命策の検討や、環境汚 

染を含む環境負荷の軽減に取り組むほか、平成 27 年５月に開設した大館市エコプラザ 
を拠点として新たな再資源化を検討し、廃棄物の減量化とともに、資源リサイクル産業 
の振興を図る。 

 
ウ 消防・救急・防災体制の整備 
消防・救急救助・防災体制の充実強化については、活動拠点となる消防署庁舎の整備 

を進めるとともに、消防・救急車両の更新及び資機材の充実を図り、消防力全体の向上 
に努める。また、地震などによる水道施設の破損に対応するため、防火水槽や自然水利 
の活用などバランスの取れた消火用水の確保を推進する。 
さらに、大規模災害に対応するため、消防団再編による組織力の強化、消防団車両整 

備事業による車両等の更新配備により、地域の防災活動能力の向上を図るとともに、地 
域防災の中心となる人材を育成するため、消防団防災リーダー等の養成を推進する。 
あわせて、火災・災害への対応力の強化として、防災関係機関や市民と連携した実践 

的な防災訓練の実施や、町内会・自主防災組織での防災講座の実施などにより、自助・ 
共助による防災活動の促進と地域防災力の強化を図る。また、緊急時情報一斉配信シス 
テム、ＳＮＳなど災害時の情報伝達手段の整備や定期的な配信訓練等の実施、災害時に 
自力での避難が困難な要配慮者の把握に努め、地域の共助による避難支援体制の構築を 
図る。 

 
エ 市営住宅の整備 
市営住宅の整備については、住生活基本計画や公営住宅等長寿命化計画に基づき、存 
続が必要な住宅の計画的な建替えを行うほか、改修や修繕による長寿命化を進める。 

 
オ 老朽化公共施設等の補修・改修と解体撤去 

     公共施設等の再配置や必要性、危険性を検討したうえで、継続して維持すべき施設の 
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補修・改修を進めるとともに、老朽化が著しく緊急性の高いものから解体撤去する。 
 
●目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

水道施設耐震化率 68.3％ 71.2％ 
基幹管路耐震化更新率 100％ 100％ 
汚水処理人口普及率 82.6％ 85.8％ 

消防団防災リーダー人数 99 人 120 人 
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５　生活環境
の整備 (１)水道施設

上水道 水道管路緊急改善事業 大館市

重要給水施設配水管 大館市

山館導送水管更新事業 大館市

配水管等整備事業 大館市

漏水調査事業 大館市

浄水場施設改良事業 大館市

森合・森越地区水道施設改良事業 大館市

簡易水道

その他

(２)下水処理施設

公共下水道 地域公共下水道事業 大館市

その他 浄化槽設置整備事業 大館市 補助金

(３)廃棄物処理施設

ごみ処理施設 大館市エコプラザ運営事業 大館市

一般廃棄物処理委託事業 大館市

ペットボトルリサイクル事業 大館市

粗大ごみ処理施設維持管理事業 大館市

粗大ごみ処理施設修繕事業 大館市

し尿処理施設

備考
（施設名）

農村集落排水施
設
地域し尿処理施
設

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

その他

(４)火葬場

(５)消防施設 広報車等整備事業 大館市

小型動力ポンプ付水槽車整備事業 大館市

消防ポンプ自動車整備事業 大館市

はしご付消防ポンプ自動車整備事
業 大館市

消防水利整備事業 大館市

消防団車両整備事業 大館市

消防団施設車庫整備事業 大館市

消防庁舎維持管理事業 大館市

(６)公営住宅 市営住宅建替事業（御成町、片
山） 大館市

市営住宅ストック総合改善事業
（第２獅子ケ森、狐台） 大館市

【公共施設適正管理事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

　公共施設の再配置や危険性を検
討した上で、継続して維持すべき
施設の補修・改修を進めるととも
に、老朽化が著しく緊急性の高い
ものは解体撤去する。必要な資金
は、基金を設置して確保する。

　住民が将来にわたり安全に安心
して暮らすことのできる地域社会
の実現を図るため、老朽化した公
共施設の補修、改修、解体及び撤
去を行う必要がある。

(７)過疎地域持続的
発展特別事業
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

③事業効果

(８)その他 大比立休廃止鉱山鉱害防止事業 大館市

都市計画区域再編・用途地域見直
し事業 大館市

都市下水路整備事業 大館市

住宅リフォーム支援事業 大館市

まちなか店舗等バリアフリー改修
促進事業 大館市

通学路防犯灯整備事業 大館市

救急救命士養成事業 大館市

現場資機材整備事業 大館市

救急用資機材整備事業 大館市

消防団安全装備品整備事業 大館市

消防デジタル無線保守管理業務 大館市

消防デジタル無線システム更新事
業 大館市

十二所基地局落雷対策事業 大館市

高機能型消防指令装置保守管理業
務 大館市

　計画的な補修・改修により公共
施設の長寿命化が図られること、
また、老朽化した公共施設の解体
撤去により危険性や維持管理コス
トなどの抑制が図られ、住民が安
全に安心して暮らすことのできる
地域社会の実現が可能となること
から、将来にわたり地域の持続的
発展に資する事業である。
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
    上水道については、大館市水道事業経営戦略による統合事業計画等の関連計画に基づき、

必要な整備を進める。また、定期点検等により施設の状態を把握するとともに、老朽化が
進行している施設については、計画的な修繕・更新により長寿命化を進め、適正な維持管
理に努める。さらに、簡易水道については、安全で安定した水の供給を維持しながら、将
来的に上水道への事業統合を進める。 
下水道については、今後とも公衆衛生の向上を図るため、大館市生活排水処理整備構

想等の関連計画に基づき、必要な整備を進める。また、既存の施設については、点検・
診断により施設の状態を把握するとともに、老朽化が進行している施設については、計
画的な修繕・更新により長寿命化を進め、適正な維持管理に努める。 
供給処理施設については、快適な生活環境の維持に欠かすことができない施設であり、

処理機能の維持・確保が必要である。老朽化が進行している施設については、計画的な
修繕・更新により長寿命化を進め、適正な維持管理に努める。 
し尿処理施設については、県や近隣市町村と連携を図りながら、処理機能の効率化に

ついて検討する。 
消防庁舎については、防災拠点機能の維持・確保が必要であることから、計画的な改

修や修繕を行い、適正な維持管理に努める。また、消防団の施設については、大館市消
防団再編計画に基づいた適正配置を図るとともに、施設の統合を進める。 
公営住宅については、住生活基本計画や公営住宅等長寿命化計画に基づき、良質な公

営住宅の形成に向け、存続・統合・廃止を検討する。存続が必要な公営住宅については、
計画的に建替えを行うほか、改修や修繕による長寿命化を進める。また、公営住宅の建
設や管理運営については、ＰＦＩなど民間活力の導入を積極的に取り入れる。 
上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
【子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針】 

少子化・人口減少の進行を抑制し、将来のふるさとを担う「未来大館市民」を育成するた 
めに、まずは、結婚・出産・子育てに希望を持てる気運の醸成を図るとともに、結婚を希望 
する方の出会いと結婚への支援を充実する。 
そのうえで、子育て環境については、子ども・子育て支援事業計画の「全てのこども・若 

者が身体的・精神的・社会的に幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる 
社会」を基本理念として、こども家庭センターを中心とした、きめ細かな子育て支援、子育 
て世帯への経済的支援の充実、子育て世帯が利用しやすい子どもの遊び場の充実や、公園遊 
具やトイレなど、子どもが安全に使用でき、見守る親も安心できる環境づくりなどを推進す 
る。 
高齢者福祉については、令和５年９月末の高齢化率が 40.0％、令和 12 年度には 43.0％と 

  さらに高齢化が進行すると推計される中にあっても、第９期介護保険事業計画・高齢者福祉 
  計画の基本理念である「高齢者が生きがいと尊厳を持ち、安心して暮らす地域社会づくり〈ひ 

とりぼっちにさせない地域支え合い〉」を実現するため、高齢者が住み慣れた地域で生きが 
いを持って暮らせるよう、介護予防や生きがいづくりに取り組むとともに、地域における見 
守りや支え合い、医療・介護・福祉などの多様な職種の連携を軸とした地域包括ケア体制の 
構築を推進する。また、介護が必要な状態となっても、現在の住まいで暮らすことを希望す 
る方のため在宅サービスの充実を図るとともに、在宅での介護が困難な方の生活の場を確保 
するため、介護保険施設等の整備を促進する。 
障害者福祉については、大館市障害者計画等に基づき、「すべての人が大切な存在として 

ともに支え合える地域共生社会の実現を目指して」の理念のもと、障害福祉施策の総合的か 
つ横断的な取組みを推進する。本市は「先導的共生社会ホストタウン」に認定されているこ 
とから、バリアフリーまちづくりを進めており、障害の有無に関わらず誰もが住みやすい社 
会を目指し、公共施設等のバリアフリー化、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり、 
心のバリアフリーにおいては、障害に関する理解を深めるための啓発や差別解消に向けた広 
報活動、意思決定支援などの権利擁護の推進に取り組むとともに、生涯にわたり切れ目のな 
い支援が継続されるよう、包括的な支援体制の構築に取り組む。 

 
ア 少子化対策と子育て環境の確保 

    少子化・人口減少の進行を抑制するとともに、子育て世帯のニーズの多様化に対応する 
ため、本市における少子化対策と子ども・子育て支援に係る施策を重層的に推進する。 

（ア）結婚・出産・子育てに希望を持てる気運の醸成 
     誰もが結婚や子育てに希望を持てるよう、地域全体で結婚から子育てまでを応援する 

気運の醸成を図るとともに、若い世代が結婚や子育てを含むライフプランを構築する 
ための機会創出や情報提供に努めるほか、出会いを支援するため結婚支援センターの登 
録料助成などの支援を行う。 

（イ）子育てを地域全体で支える体制の充実 
子どもと子育て世帯を地域全体で支えるため、質の高い幼児教育・保育の充実と環境 

整備を推進するとともに、未就学児に対する保育料や医療費助成による子育て世帯の経 
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済的負担の軽減を図る。また、子育てに対する不安や孤独感を抱える家庭や、様々な要 
因で養育支援が必要となっている家庭への訪問、養育に関する相談を受け付けるなど、 
子ども・家族支援ネットワーク会議における地域全体での子育て世帯の見守り体制を強 
化する。 

（ウ）安心して子育てできる環境の整備 
  子どもが心豊かに成長していくため、家庭や学校、地域等と連携して子育て世帯や子 
どもの成長を支える環境づくりを推進するとともに、子どもが安全に、安心して学ぶこ 
とができる教育環境の充実を図る。 

（エ）子育てと仕事の両立支援 
  核家族化や女性の有業率の上昇に伴う、保育ニーズの多様化に対応するため、延長保 
育や休日保育、病児保育等保育サービスの充実を図る。 

  また、働くパパママ応援企業認定制度等により、仕事と子育ての両立支援ができる職 
場環境づくりの機運醸成、啓発を推進するほか、育児休業を取得しやすい環境づくりを 
促進する。 
 

イ 高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 
第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で生活が 

継続できるよう、地域密着型サービス基盤の整備を進めるとともに、地域における見守り 
や支え合い、住まい・医療・介護・予防・生活支援が連携し、地域全体での切れ目のない 
支援体制を構築する。あわせて、老人ホームなどの整備も促進する。 
また、高齢者の引きこもりを防ぐとともに、生きがいを持って自立した生活を送ること 

ができるよう、高齢者の就業機会の向上やボランティア活動等の社会参加の取組みを支援 
する。さらに、認知症高齢者の地域での生活を支援するため、引き続き、認知症サポータ 
ーの養成に努める。 

 
ウ 障害者の保健及び福祉の向上及び増進 

障害のある方が地域でいきいきと生活ができるよう、障害福祉サービス等の提供体制 
の充実を図るとともに、就労を希望する方に対しては、関係機関と連携して一般就労や福 
祉的就労等の場の整備を促進する。 
また、障害の重度化や高齢化、保護者や介護者の高齢化が進む中、保護者等の「亡き後」 

を見据え、住み慣れた地域で生活できるよう、障害の特性に応じた相談や支援の提供、緊 
急的な対応が図られる体制づくりとして、地域生活支援拠点等の整備と機能充実を目指す。 
障害児支援についても、乳幼児から高齢期までの切れ目のない支援が提供されるよう、 

児童発達支援センター、基幹相談支援センターが中心となり、保健・医療・福祉・教育・ 
就労等の関係機関が連携して、ライフステージに対応した支援体制の強化充実を図る。 

 
（１）現況と問題点 

ア 少子化対策と子育て環境の確保 
全国的な傾向と同様、本市においても少子化が進行しており、総人口（国勢調査）が 

平成 27 年の 74,175 人に対し、令和２年が 69,237 人、6.66％減で推移しており、出生 
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数（秋田県衛生統計年鑑）については、平成 27 年の 429 人に対し、令和２年には 319 
人、25.6％減、令和５年の 235 人と比較すると 45.2％減と大幅な減少になっている。 
この要因としては、晩婚化や結婚・出産観の変化や、子育てに伴う経済的な負担、子 
育てと介護、家事や仕事の両立という精神的・肉体的負担などが挙げられる。 
少子化により生産年齢人口が減少すると、現役世代の社会保障費の負担増、労働力不 

足、地域の活力低下など社会への影響も大きくなる。 
また、本市のひとり親家庭の状況は、令和７年８月１日現在で母子家庭が 671 世帯、 

父子家庭が 79 世帯となっており、そのほとんどが離婚によるものである。ひとり親家 
庭は子育ての負担が大きく、経済的な支援が必要である。 
さらに、核家族化や女性の有業率の上昇に伴う、保育ニーズの多様化に対応すること 
が求められている。 

 
イ 高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 
本市の高齢化率は全国平均を大幅に上回っており、総人口は減少傾向ながら高齢者人 
口は増加を続け、令和２年では 26,998 人、高齢化率は 40.0％となっている。また、高 
齢者人口の増加に伴い、高齢者のみの世帯も増加傾向にあり、本市全体の約 31,500 世 
帯のうち約 9,200 世帯と、29％を超えている。今後、高齢者数は徐々に減少すると見込 
まれるものの、少子化の進行や平均寿命の伸びなどからも高齢化はさらに進むものと予 
想される。 
高齢者人口のうち、要介護・要支援者数は約 5,500 人で、高齢者全体の約 20％を占 
めており、高齢化とともに、介護を必要とする機会が増える後期高齢者（75 歳以上） 
人口の増加も見込まれ、それに伴い、要介護・要支援認定者率の上昇が見込まれる。 
また、現役世代（担い手）の減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤 

の確保が大きな課題となっていくことが考えられ、今後、介護サービス需要がさらに増 
加・多様化していくことが予想される。 
 こうした背景のもと、高齢化や核家族化の進行により介護や支援を必要とするひとり 
暮らしの高齢者世帯や認知症高齢者の増加が懸念され、住民、事業者、行政等が協働し 
て高齢者の生活を支援することがさらに重要となってきている。 
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表 2－10 高齢者人口の推移   (単位：人、％) 

区    分 
昭和 

50 年 

昭和 

55 年 

昭和 

60 年 

平成 

２年 

平成 

７年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

令和 

２年 

総 人 口 96,045 95,529 94,526 90,098 88,231 86,288 82,504 78,946 74,175 69,237 

65～69 歳 3,218 3,839 4,337 5,194 6,477 6,964 6,327 5,599 6,615 5,922 

70～74 歳 2,362 2,761 3,424 3,924 4,800 5,951 6,413 5,960 5,264 6,255 

前期高齢者人口 5,580 6,600 7,761 9,118 11,277 12,915 12,740 11,559 11,879 12,147 

75～79 歳 1,520 1,838 2,242 2,804 3,355 4,117 5,201 5,726 5,325 4,735 

80～84 歳 691 965 1,243 1,618 2,127 2,560 3,282 4,218 4,701 4,513 

85 歳以上 234 427 653 931 1,277 1,933 2,593 3,514 4,644 5,603 

後期高齢者人口 2,445 3,230 4,138 5,353 6,759 8,610 11,076 13,458 14,670 14,851 

後期高齢者構成比 30.5 32.9 34.8 37.0 37.5 40.0 46.5 53.8 55.3 55.6 

65 歳以上 8,025 9,830 11,899 14,471 18,036 21,525 23,816 25,017 26,549 26,998 

高齢化率 8.4 10.3 12.6 16.1 20.4 24.9 28.9 31.7 35.9 40.0 

(国勢調査) 

ウ 障害者の保健及び福祉の向上及び増進 
    本市の障害者数については、令和 7年 3月 31 日現在、身体障害者 3,334 人、知的障害 

者は 690 人、精神保健福祉手帳所持者が 756 人、自立支援医療（精神通院）受給者 1,292 
人で、合計 6,072 人である。障害者数の推移としては、身体障害者数は減少傾向にあるが、 
療育手帳所持者、知的障害者数は概ね横ばいで推移している。また、精神保健福祉手帳所 
持者数は増加傾向にあり、自立支援医療（精神通院）受給者数も年々増加傾向にある。長 
期入院精神障害者の地域生活への移行など、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 
の構築が課題である。また、保護者、介助者の高齢化、障害の重度化・重複化など、障害 
特性に応じた相談や支援の提供、緊急的な対応が図られる体制づくりの整備が課題となっ 
ている。さらに、障害のあるかたが働くことによって地域社会で自立し、生きがいを感じ 
ながら安心して生活を送ることができるよう、就労支援や就業促進、雇用の定着化に向け 
た支援の充実や、関係機関と連携して福祉施設から一般就労への移行を進めていく。障害 
のある方と企業の障害者雇用の課題としては、勤務環境の配慮、通勤手段の確保や勤務時 
間の調整、障害への理解、合理的配慮の普及と推進が挙げられる。 

 
（２）その対策 

ア 少子化対策と子育て環境の確保 
    少子化対策として、まずは「結婚から出産」の流れを作り、子育てまで切れ目のない 

充実した支援を行っていくことが重要である。 
  結婚支援については、結婚サポーターとの連携による出会い・結婚支援活動を展開す 
るとともに、登録料助成によるあきた結婚支援センターへの入会促進、出会いの場創出 
など結婚関連イベントを開催する団体への支援を行う。また、若い世代に対し、生まれ 
育った地での結婚、子育てを含むライフプランを考える機会を提供する。 

  安心して子どもを生み、育てることができる環境づくりについては、「こども家庭セ 
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ンター」における妊娠期から出産、子育て期までの切れ目ない支援、保育料・医療費助 
成の充実、待機児童解消に向けた保育の受け皿確保の促進、保育施設整備への支援のほ 
か、子育て期の親子の交流・育児相談等を実施する地域子育て支援拠点や子どもの遊び 
場を整備する。 

  さらに、子育て家庭の働き方や暮らし方の多様化に対応する延長保育や休日保育など、 
子育て支援サービスの充実、子どもの安全安心な居場所づくりのための放課後児童健全 
育成事業の実施、子育て世帯の住宅リフォーム支援、子育てと仕事の両立支援、ひとり 
親家庭への支援など、出産・子育てを応援・支援する取組みを強化する。 

 
イ 高齢者の保健及び福祉の向上及び増進 

    要介護状態等となっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営 
むことができるよう、安定したサービスの提供など地域における支援体制の整備を進め 
るとともに、施設入所希望待機者の解消を図る。また、高齢者を支える担い手の育成や 
介護ロボット等の活用など、介護現場を支える環境を整備する。 

  また、増加傾向にある高齢者世帯や認知症の方を支援するため、在宅医療・介護連携 
の強化と地域の支え合い体制づくりを展開するとともに、地域サロンの運営支援、見守 
り・安否確認、買い物・掃除等の家事支援、通院等の移動支援など多様な生活支援・介 
護予防サービスの整備を推進する。 

  さらに、人生 100 年時代の高齢期を自分らしく生きるため、高齢者の保健事業と介護 
予防の一体的な実施により、高齢者の健康づくりとフレイル予防、スポーツを通じての 
心身の健康や生きがいづくりによる介護予防への取組みを推進する。 

 
ウ 障害者の保健及び福祉向上及び増進 

障害のある方やその家族が、住み慣れた地域でいきいきと安心して生活が送れるよう、 
基幹相談支援センターを中心としたワンストップ型相談支援の提供や緊急時の受け入 
れ態勢の確保などの地域生活支援拠点等の整備と各種福祉サービスの基盤整備・充実を 
図っていく。また、地域で生活する障害のある方が気軽に集まり交流できる場として、 
地域活動支援センターを開設し、余暇活動等の居場所づくりを提供する。心のバリアフ 
リー推進事業として「障がい者サポーター養成講座」の実施など、障害に対する正しい 
理解と知識を広め、互いの違いを理解し、ともに支え合う共生社会の実現を図っていく。 
平成 31 年に県内市で唯一の「手話言語の普及及びコミュニケーション手段の促進に 

関する条例」を制定したことから、手話など障害の特性に応じたコミュニケーション手 
段の普及や利用機会の拡大により、意思疎通のバリアフリー化を推進し、遠隔手話通訳 
サービスの導入や、軟骨伝導イヤホンの窓口への設置を行う。そのほか、自立支援医療 
費、重度心身障害者・児への移送費助成など、通院時の経済的負担の軽減を図る。 
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●目標 
目標項目 現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 
あきた結婚支援センター登
録料助成者数 

29 人 34 人 

待機児童数 ０人 ０人 
健康高齢者割合（65 歳以上
人口のうち要介護認定を受
けていない者の割合） 

78.6％ 82.0％ 

認知症サポーター数 8,586 人 10,500 人 
障がい者サポーター数 560 人 798 人 
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(１)児童福祉施設

市立保育園施設修繕・改修事業
・城南保育園
・城南保育園分園
・釈迦内保育園
・たしろ保育園

大館市

市立保育園施設修繕・改修事業
・ふれあいセンターやまびこ
・比内児童館

大館市

児童センター改修事業
・桂城児童センター
・釈迦内児童センター

大館市

老人ホーム ケアハウスほうおう改修事業 大館市

老人福祉施設長寿命化事業
・養護老人ホーム成章園 大館市

老人福祉センター

その他

(４)介護老人保健施設

(５)障害者福祉施設

　　障害者支援施設

　　福祉ホーム

　　その他

(６)母子福祉施設

(２)認定こども園

(３)高齢者福祉施設

高齢者生活福祉センター

　　地域活動支援
　　センター

備考
（施設名）

６　子育て環
境の確保、高
齢者等の保健
及び福祉の向
上及び増進 保育所

　　児童館

障害児入所施設

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

(９)その他 結婚新生活スタートアップ支援事
業 大館市 補助金

あきた結婚支援センター入会登録
料助成事業

あきた結婚支
援センター 負担金

結婚祝い金支援事業 大館市

ブライダル資金利子補給事業 大館市

福祉医療費助成事業 大館市

重度心身障害者（児）の移送費助
成事業 大館市

子育て援助活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業） 大館市

すこやか子育て支援事業 大館市

育児休業取得支援助成事業 大館市

一時預かり事業 大館市

延長保育事業 大館市

在宅子育て支援事業 大館市

子どもの遊び場管理事業 大館市

子どもの遊び場設備改修事業 大館市

出産祝い地域限定商品券贈呈事業 大館市

障害児保育事業 大館市

地域子育て支援拠点事業 大館市

病児保育事業 大館市

子どものための教育・保育給付費
子育てのための施設等利用給付費 大館市

利用者支援事業（利用者支援専門
員配置事業） 大館市

ほっとワンツー応援事業 大館市

大館市

(８)過疎地域持続的
発展特別事業

(７)市町村保健セン
ター及びこども家庭
センター こども家庭センター事業
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

妊産婦及び新生児健康診査等 大館市

不妊治療等助成事業 大館市

がん検診等事業 大館市

各種予防接種事業 大館市

わくわく土曜教室推進事業 大館市

放課後子ども教室事業 大館市

放課後児童健全育成事業 大館市
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
    子育て支援施設については、利用する園児・児童数の推移を見極めながら、施設の統合

や廃止を検討していくとともに、地域への譲渡や民間による運営の可能性について模索す
る。また、存続が必要な施設については、園児・児童が安全で安心して過ごせる保育環境
の維持・確保を図るため、計画的な改修や修繕を行い、適正な維持管理に努める。 

    保健・福祉施設については、保健・福祉サービスの需要やニーズを十分考慮した上で、
福祉団体等への譲渡が可能な施設を検討していくとともに、存続が必要な施設については、
計画的な改修や修繕を行い、適正な維持管理に努める。 
上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第８ 医療の確保 
【医療の確保の方針】 

人口減少による入院患者の減少や医療従事者の確保が困難になるなど、市立病院を取巻く 
環境が大きく変化している中で、大館市立２病院の一定の機能集約と他病院との連携を強化 
することにより、地域に必要な医療継続のため取り組んでいく。 
 総合病院は、救急搬送患者の受入れが伸びていることや、近隣市町村の妊産婦受入れ、 
小児患者の受入れ増などが見込まれることから、圏域の基幹病院としての役割をこれから 
も担っていく。 
扇田病院は、入院患者の減少と医師、看護師等、医療従事者確保の観点から、地域医療に 

おける役割を継続的に果たしていくために、診療体制の見直しを図る方針とする。 
また、地域の医師等医療従事者を確保するため、小学生から高校生まで各世代に応じた 

病院見学や看護体験等を開催し、医療職への関心を高めるとともに、医学生等の奨学金返 
還免除制度を継続するほか、医師不足の実態や今後の医療ニーズの動向を踏まえた、診療 
看護師の養成にも取り組む。 

 
（１）現況と問題点 

本市には、令和６年 10 月１日現在、病院６、一般診療所 47、歯科診療所 22 の医療施 
設があり、そのうち自治体診療施設として、総合病院、扇田病院の２施設を設置しており、 
市内医療施設の人口千人当たりの病床数は 16.9 床で、全国平均 12.5 床を上回り、人口に 
対して病床超過となっている。  
また、医師が首都圏などへ偏在していることにより、本市を含む地方では慢性的な医師 

不足が生じている。これまで、総合病院、扇田病院においては、リニューアルなどの際に 
病床数の削減を行い適正化に努めてきたが、病院規模に対する十分な医師数の確保は難し 
い状況が続いている。 
さらに、今後は医師を中心とし看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士など多職種の 

連携によるチーム医療体制の整備が求められることから、様々な医療職種での人材確保も 
課題となっている。 

 
（２）その対策 

総合病院は、県と連携して県北医療圏の課題であった地域救命救急センターの運営を令 
和６年に開始し、地域の中核病院として住民が安心できる、より高度な医療サービスを提 
供するため、引き続き急性期医療に対応した医療機器の整備を進めていく。  
今後は、急性期病床の患者数動向と人口減少による地域の医療需要の変化を踏まえ、周 

辺医療機関の状況を考慮しながら、病院全体で適正な病床規模の検討に取り組んでいく。 
扇田病院は、入院患者の減少と医療従事者の確保が困難となっていることなどから、医 

療機能の見直しが必要であるため、病院事業経営強化プランに沿って入院機能を持たない 
診療所へ移行する方針とする。入院機能については、総合病院及び大館・鹿角医療圏内の 
回復期・慢性期病院との連携を強化することで、地域全体として対象患者の入院受入れに 
対応できる体制整備に取り組んでいく。 
診療所への移行により、地域に必要な外来診療などの継続を目指していく。 
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また、総合病院及び扇田病院の医師不足については、秋田県及び弘前大学・秋田大学医 
局との連携を深め、医師の過重労働軽減を含めた医師確保対策を推進するとともに、医師 
を目指す意欲ある学生に対し奨学金を貸与することにより、医師の安定確保を図る。 
あわせて、総合病院及び扇田病院に勤務する意思がある学生に対し奨学金を貸与するこ 

とにより、看護師の安定確保を図る。さらに、高校生の大学医学部オープンキャンパスへ 
の参加や寄附講座主催による模擬講義の開催、病院での見学会、職場体験を通じて、将来 
の進路として医療職へ関心を持ってもらう取組みも行っていく。 
住民の高齢化により救急医療体制の充実はより重要な課題となっていることから、高度 

救命処置を平等に受けられるように、高規格救急自動車を計画的に更新整備するとともに、 
医師会との協力体制を一層強化しながら、休日・夜間における大館市休日夜間急患センタ 
ーの運営による初期救急医療体制の確保や、災害時などにおける救急医療体制の充実を図 
る。 
 

●目標 
目標項目 現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 
紹介率 53.5％ 60.0％ 
逆紹介率 23.9％ 40.0％ 
総合病院における診療看護
師数 

３人 ７人 
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(１)診療施設

病院 市立総合病院施設設備整備事業 大館市

市立扇田病院施設設備改修事業 大館市

診療所

その他 市立総合病院医療機器整備事業 大館市

市立扇田病院医療機器整備事業 大館市

病院

診療所

その他

【大館市休日夜間急患センター運
営事業】 大館市

①具体的な事業内容

備考
（施設名）

７　医療の確
保

患者輸送車
（艇）

(２)特定診療科に係
る診療施設

巡回診療車
（船）

(３)過疎地域持続的
発展特別事業

・診療科目：内科、小児科、外
科、整形外科
・職員体制：医師１名（医師会、
市立総合病院、市立扇田病院、労
災病院より輪番での医師派遣）
看護師２名（７名で交代勤務）
事務職員１名（業務委託）

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②事業の必要性

③事業効果

【医学生奨学資金貸与及び医学生
奨学基金造成事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　医師の安定確保と質向上によ
り、市内医療機関の医療体制を安
定、充実させることができ、住民
が安心して暮らすことができる医
療環境が整うことから、将来にわ
たり地域の持続的発展に資する事
業である。

　医師不足が深刻な状況の中、市
内の医師の安定確保と地域医療の
実施体制を堅持することが求めら
れることから、必要な事業であ
る。

　二次医療機関との機能分担を図
るとともに、休日夜間における初
期救急医療体制を確保するため、
必要である。

　休日夜間における初期救急医療
体制を確保することにより、市民
の安全安心な生活に寄与するもの
であることから、将来にわたり地
域の持続的発展に資する事業であ
る。

　医師を志す学生に対し、奨学金
を貸与する。
・対象人員、貸与金額：毎年度５
人以内、月額６万円、無利子
・返還免除：市内の医療機関に医
師として貸与期間と同じ期間勤務
した場合等
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

【看護師奨学資金貸与及び看護師
奨学基金造成事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【クリニックスタートアップ支援
事業】 医療機関等補助金

①具体的な事業内容

　市立病院に看護師として勤務す
る意思を持つ学生に対し、奨学金
を貸与する。必要な資金は基金を
設置して確保する。
・対象人員、貸与金額：毎年度５
人以内、月額５万円（養成施設入
学時若しくは卒業時に10万円を加
算）、無利子
・返還免除：市立総合病院に看護
師として貸与期間の1.5倍の期間勤
務した場合等

　総合病院は大館・鹿角二次医療
圏で急性期医療を担う拠点病院と
して、扇田病院は地域の一次医療
を担う病院として住民に医療を提
供していくためには、看護師の継
続的な安定確保と地域医療体制を
堅持することが求められることか
ら、必要な事業である。

　看護師の安定確保により、看
護・医療の質的向上及び医療体制
の安定化に資することで、地域住
民の安全安心や健康増進にも大い
に寄与することから、将来にわた
り地域の持続的発展に資する事業
である。

　本市に医療機関を開設する医師
または医療法人に対し、診療所の
開設に必要な経費の一部を助成す
る。
・対象経費：土地取得費、建物建
設費、建物取得費、建物の改修費
又は解体費、医療機器購入費、そ
の他診療に必要な設備等の取得費
・補助率：補助対象経費の２分の
１以内（大館市空家台帳に登録さ
れている家屋を取得、改修または
解体した場合は３分の２以内）
・補助上限額：5,000万円
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②事業の必要性

③事業効果

(４)その他 大館・北秋田地域医療推進学講座
設置事業 大館市

総合病院における診療看護師資格
取得及び更新支援事業 大館市

市立扇田病院送迎用バス運営事業 大館市

　市内医療機関の医療体制を安
定、充実させることにより、市民
の安全安心な生活に寄与すること
から、将来にわたり地域の持続的
発展に資する事業である。

　医師の高齢化等により、一次医
療を担う医療機関が減少傾向と
なっている中で、市民が安全安心
な医療サービスを受けられる体制
を維持することが求められること
から、必要な事業である。
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
医療施設については、地域の医療を担う基幹施設として、今後も施設の存続を図る。

老朽化が進んだ施設については、改築や改修を行うとともに、市民に安全な医療環境を
提供できるよう、適正な維持管理に努める。 
上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第９ 教育の振興 
【教育の振興の方針】 

市民が生涯を通じて学び、自分らしさを発揮できる社会の実現に向けた教育環境の充実を 
図るため、施設の経年劣化や児童・生徒数の変化等に対応した、計画的な施設・設備の改善、 
整備を進める。また、ふるさとの将来を担う「未来大館市民」を育成するため、ふるさとを 
愛し、これからの時代の変化に対応していく力を育む「ふるさとキャリア教育」を推進する 
とともに、子どもたちが、目覚ましい発展を遂げている情報通信技術に対応できるよう、教 
育・学習のあり方を検討する。 
また、生涯学習の拠点となる公民館、図書館などの施設などについては、利用者や学習ニ 

ーズに応じて必要な整備を行うとともに、新たな活用策の検討、施設の有効活用を図る。さ 
らに、社会人になってからも、自らの成長や仕事に結びつく知識を身につけることができる 
よう、大館版リカレント教育プログラムの構築に取り組み、学び直しの機会を確保する。 

 
ア 公立小中学校の教育施設等の整備 

老朽化が進む教育施設の機能を維持し長寿命化を図るため、大規模改修整備計画を策定 
し、年次計画で改修や修繕を行い、児童生徒が安心して学習できる教育環境を確保する。 
教育の推進については、少子化により児童生徒が減少する中で、学校の統廃合を行い教 

育環境の適正化も図りながら、ふるさとキャリア教育の推進により、将来を担う子どもた 
ちの学力向上、「人財」の育成に取り組む。さらに、特別支援教育支援員の適正配置によ 
る発達障害を持つ子どもへの支援を充実する。 
通学困難な地域におけるスクールバスの整備を推進するとともに、１人１台タブレッ 

トや校内Ｗｉ-Ｆｉ環境を活用しながら、おおだて型授業におけるＩＣＴ化を推進してい 
く。 
統廃合した学校の空き校舎等については、体験交流や地域振興、新産業の創出の場など 

としての利活用を図る。 
 

イ 図書館その他社会教育施設等の整備 
図書館は市民の身近にあって学習活動を支える重要な施設である。そのため、多様化・ 
高度化する市民ニーズを踏まえたうえで、インターネット社会に対応した図書館システム 
の充実を図るとともに、ゆとりある読書空間を提供するため、施設設備の計画的な維持改 
修に努める。 
公民館等の社会教育施設は、生涯学習や地域コミュニティづくりの拠点であり、施設の 

機能を維持し長く使用していくため、計画的な改修、整備に努める。また、体育施設につ 
いては、市民の健康やスポーツに対するニーズの多様化・高度化が進む中、身近な生涯ス 
ポーツから全国規模の競技スポーツ大会にも対応可能な施設の整備を図る。なお、社会教 
育施設等の整備に当たっては、充実した施設を広域的に相互利用していくという観点を踏 
まえて、適正な配置に留意するとともに、各施設間の相互連携に努め、効率的な利用を促 
進する。 
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（１）現況と問題点 
ア 公立小中学校の教育施設等の整備 

学習環境の整備については、普通教室等へエアコンの設置やトイレの洋式化を進めて 
いるが、校舎等の建物については小中学校全体の９割が築 25 年以上を経過し、うち 40 
年以上を経過した学校が 14 校あり、改修等による老朽化対策を講じなければならない。 
また、市立小中学校の児童生徒数は、令和７年５月１日現在で小学校 17 校 2,258 人、 

中学校８校 1,257 人であり、令和３年と比較して小学生が 454 人、中学生が 199 人減 
少しており、今後も少子化の進行により児童生徒数の減少が予想される。また、発達障 
害を持つ児童生徒が増えており、学力や日常生活への適応力を向上させる支援が必要と 
されている。 
遠距離通学対策として路線バスを利用する児童生徒に対する通学費の支給やスクー 

ルバスの運行を実施しているが、スクールバス車両は導入してから年数が経過している 
ため、随時更新をしており、今後も計画的な整備が必要となる。 
ＧＩＧＡスクール構想で導入した教育用タブレット端末などは、更新時期を迎えた際 

に市内全小中学校で一斉に更新することが困難であり、今後の課題となっている。 
   

表 2－11 市立の学校数、学級数、児童生徒数の推移  (単位：校、クラス、人) 

 年度 

区分 

昭和 

50 年 

昭和 

55 年 

平成 

２年 

平成 

７年 

平成 

12 年 

平成 

17 年 

平成 

22 年 

平成 

27 年 

令和 

３年 

令和 

７年 

小学校 

学校数 28 26 25 24 23 23 19 17 17 17 

学級数 315 276 230 201 194 191 181 165 160 151 

児童数 8,333 6,842 5,713 4,826 4,514 4,403 3,771 3,337 2,712 2,258 

中学校 

学校数 11 11 10 10 10 10 10 8 8 8 

学級数 121 123 107 86 80 79 75 77 68 66 

生徒数 4,142 3,926 3,314 2,701 2,345 2,295 1,927 1,642 1,456 1,257 

(学校基本調査) 

 

イ 図書館その他社会教育施設等の整備 
経済のグローバル化、情報技術革新の急速な進展により、産業構造は変化を求められ、 

雇用形態も変化してきている。それに呼応して、市民の学習ニーズはより多様化、高度 
化してきている。 
しかし、人口減少・少子高齢化の進行を見据え、将来にわたって施設を適正に管理し 

ていくためには、市民ニーズを的確に捉え、持続可能な行政サービスの実現に向けた施 
設配置を進める必要がある。 
また、誰でも気軽に参加できる生涯スポーツ活動から、競技力の向上を目指した活動 

まで、幅広いスポーツ活動の展開を図っているが、施設の老朽化への対策や、多様なニ 
ーズに対応したバリアフリー化、利便性の向上が必要となっている。 
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（２）その対策 
ア 公立小中学校の教育施設等の整備 
老朽化した学校施設等については、児童生徒数の減少に伴う統合整備も見据えたうえ

で長寿命化計画に基づく整備計画を策定し、年次計画による大規模改修を実施するとと
もに、小規模維持補修修繕による施設維持も図りながら、良好な教育環境整備を進める。 
また、将来を担う子どもたちの学力向上を確かなものとし、ふるさとを愛し、地域で 

自立する「人財」を育成するふるさとキャリア教育の推進をより一層強化するとともに、 
奨学金の一部返済免除により地元での就業意欲を促す。さらに、特別支援教育支援員の 
適正配置により、発達障害を持つ子どもを早期に発見し適切なケアを行い、学力や日常 
生活への適応力を向上させる。 
スクールバスについては、学校統廃合や既存スクールバスの老朽化等を考慮し、計画 

的に更新する。 
教育のＩＣＴ化を推進するため、電子黒板等のＩＣＴ機器を導入する。また、学校教 

育用タブレット端末を今後計画的に更新する。 
 
イ 図書館その他社会教育施設等の整備 
地域住民の交流の場としての中心的な役割を果たす地域コミュニティセンターや公

民館等の社会教育施設等については、大館市社会教育施設長寿命化計画の方針に基づき
計画的に改修等を実施し、地域コミュニティ活動の拠点として利活用の推進を図る。あ
わせて、将来の人口減少を見据えた施設の複合化や統廃合により施設保有量の最適化と
適正な配置の検討を進め、効率的な運用を図る。 
  また、「人生 100 年時代」を見据え、生涯にわたって学び続け、自らの成長や仕事等 
に結びつく知識を身につけることができるよう、大館版リカレント教育プログラムを構 
築し、学び直しの場づくりを推進する。 
さらに、スポーツ施設については、令和３年３月に策定した大館市スポーツ施設長寿 

命化計画に基づいて適切な維持管理に努め、身近な生涯スポーツから全国規模のスポー 
ツ大会にも対応できるよう計画的に整備する。 
 

●目標 
目標項目 現状値 

（令和６年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 
生涯学習講座「大学公開講
座、達人講座、出前講座」受
講者数 

6,335 人 7,100 人 

社会人の学び直しの講座数 35 講座 25 講座 
新規の大規模な集客型スポ
ーツイベントの開催 

１件 １件（毎年新規１件） 
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校舎 比内中学校外壁耐震対策事業 大館市

西館小学校非常階段壁改修事業 大館市

小中学校屋上防水等改修事業 大館市

上川沿小学校屋根塗装事業 大館市

山瀬小学校屋根葺替事業 大館市

教育施設油タンク整備事業 大館市

屋内運動場

屋外運動場

水泳プール

寄宿舎

教職員住宅

スクールバス運行委託事業 大館市

給食施設 学校給食業務委託事業 大館市

学校給食施設改修事業 大館市

その他

(２)幼稚園

公民館 公民館施設屋上防水等改修事業 大館市

集会施設

体育施設 樹海体育館改修事業 大館市

長根山陸上競技場公認更新事業 大館市

備考
（施設名）

８　教育の振
興

(１)学校教育関連施
設

スクールバス・
ボート

(３)集会施設、体育
施設等

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

図書館

その他 施設解体整備事業 大館市

【奨学資金貸与及び奨学基金造成
事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【特別支援教育支援員派遣事業】 大館市

①具体的な事業内容

(４)過疎地域持続的
発展特別事業

　経済的理由により修学困難な者
に対し、奨学金を貸与する。
○対象人員、貸与金額
 高校生等：毎年度10人以内、月
額１万2,000円、無利子
 短大、大学生等：毎年度15人以
内、月額４万円、無利子
○返還助成：市内で就業している
場合に、年20万円上限、修業年数
と同期間、返還金を助成する。

　経済的理由により修学困難な者
に対し奨学金を貸与することで、
有用な人材を育成するとともに、
返還助成制度とあわせ、市内への
就職・定着を図るため、必要な事
業である。

　奨学金を貸与することで、経済
的理由があっても進学を希望する
者の学びを支援し、人材育成を図
るとともに、返還助成制度により
若年者の市内就職・定着につなが
ることから、将来にわたり地域の
持続的発展に資する事業である。

　通常学級での学習や日常生活動
作に支援が必要な児童生徒のた
め、特別支援教育支援員を配置
し、特別支援教育の充実を図る。
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②事業の必要性

③事業効果

(５)その他 山田敬藏記念ロードレース大会開
催事業

実行委員
会 負担金

小中学校トイレ洋式化事業 大館市

小中学校防犯カメラ更新事業 大館市

社会教育施設等ＬＥＤ照明化事業 大館市

二井田・真中コミュニティバス運
行支援事業 大館市

就学援助事業 大館市

校務支援システム整備事業 大館市

小学校コンピュータ整備事業 大館市

中学校コンピュータ整備事業 大館市

ふるさとキャリア教育夢事業 大館市

子どもサミット事業 大館市

大館学び大学事業 大館市

地域学校協働本部事業 大館市

　発達障害や身体的障害を持つ児
童生徒の個々の特性にあったケア
を行うことで、学力や日常生活へ
の適応力の向上と、ふるさとを担
う「未来大館市民」の育成環境の
充実につながることから、将来に
わたり地域の持続的発展に資する
事業である。

　通常学級に在籍する児童生徒の
うち、発達障害により支援が必要
な児童生徒は増加傾向にあり、ま
た、身体的に補助を必要とする児
童生徒もいるため、学校生活での
安全を確保するため教諭を補助す
るとともに、児童生徒をサポート
する特別支援教育支援員は、学校
や保護者からの需要が高いことか
ら、必要な事業である。
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
    学校教育系施設については、学校教育環境適正化計画に基づき、教育的視点を最優先と 

して統合を進めてきたが、今後とも児童・生徒数は減少傾向で推移することが予想されて 
いることから、統合も含め、適正な配置について検討する。建設から相当な年数が経過し 
ている施設については、損傷が目立ちはじめ、維持補修費が増加していることから、計画 
的な改修が必要となっている。 
公民館などの集会施設については、利用者や地域住民のニーズを踏まえつつ、拠点地

域の人口や利用状況を精査しながら、今後のあり方を検討する。特に、地域との関わり
が強い集会施設については、地域住民の理解を図りつつ、地域への譲渡について検討す
る。 
社会教育系施設については、建物の老朽度や利用者数、維持管理費用などを精査する

とともに、歴史的価値などを考慮しながら、施設の存続について検討する。存続が必要
な施設については、建物や設備の計画的な修繕・更新を図り、長寿命化を進めるととも
に、施設の改築等に合わせてバリアフリー化を進め、利用環境の向上を図る。 

    スポーツ施設のうち、同種類似施設については、稼働率を精査し、施設の存続や廃止に
ついて検討していくとともに、新たに必要とする施設については整備を進める。 

    上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第 10 集落の整備 
【集落の整備の方針】 

集落は、地域社会、地域生活の基礎的単位であり、また、地域の防犯、防災、環境美化な 
ど様々な役割を果たしていることから、集落機能の維持・強化は、本市の持続的発展のため 
極めて重要である。 
人口減少や少子高齢化の進行により、集落単独での地域活動等が困難な場合には、地域住 

民の自主性と多様性の尊重を基本としつつ、複数集落のネットワーク化を図り、集落同士の 
機能補完、課題解決に向けた取組みを推進する。 
また、集落の持続的発展を図るため、地域自治組織等が行う自主的・自発的な地域活動を 

支援する体制を強化するほか、集落支援員や地域おこし協力隊などの内外の人材を活用する。 
 

（１）現況と問題点 
人口減少、少子高齢化の進行により、集落における地域コミュニティ機能や活力低下が

問題となっていることから、今後の地域コミュニティ活動を担う人材確保に向けた支援や、
地域の伝統行事等を承継していくためのサポート体制の充実が課題である。 
令和６年度末の全行政区387に対し、限界集落は152、準限界集落は175となっており、

全体の約８割を占めていることから、その対策が必要となっている。 
 
（２）その対策 

地域住民の暮らしやすい生活環境を維持するため、道路や水道、排水施設、コミュニテ
ィ施設などの整備を計画的に進める。また、冬期間の安全安心な暮らしや交通の確保のた
め、万全な除雪体制を整備する。 
また、集落の維持及び活性化に向けて、「自らが住まう地域の将来像を地域住民が考え

ることが重要であること」への気づきと、「住民が主体的に将来像実現に向けて取り組ん
でいく」という意識の醸成を図っていく。その支援として、地域自治組織が取り組む将来
像策定や、将来像実現に向けた地域づくり活動をサポートする地域づくり協働推進支援事
業、まちづくり団体事業その他国や県の支援策の活用などにより、地域住民の主体的な活
動を支援する。あわせて、地域の実情を踏まえ、集落支援員や地域おこし協力隊などを活
用した事業に取り組む。 

 
●目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

地域づくり協働推進支援事
業活動実施累計団体数 

76 団体 86 団体 

まちづくり団体事業費補助
金活用累計団体数 

83 団体 155 団体 

集落支援員設置団体数 0 団体 8 団体 
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９　集落の整
備

【地域づくり協働推進支援事業】 市民団体等補助金

①具体的な事業内容

　市民が安心していきいきと暮ら
すことができる元気で魅力ある地
域コミュニティづくりを目指し、
市民が主体となって自ら考え、地
域みんなで地域のことを話し合い
ながら、市民が自ら取り組む地域
活性化や地域課題の解決に向けた
地域づくりの取組みを支援するも
の。

○補助金限度額：地域づくり計画
策定は20万円、計画に基づく地域
づくり活動は50万円、ステップ
アップ事業は100万円を上限に補助
○補助率：計画の策定は10/10以
内、計画に基づいて実施する地域
づくり活動及びステップアップ事
業は8/10以内
○補助事業期間：計画策定は１
年、計画に基づいて実施する地域
づくり活動は２年以内、ステップ
アップ事業は１年以内

②事業の必要性

　過疎化や少子高齢化により、地
域の活力の低下が懸念される中、
地域の維持及び活性化を図る上
で、市民の自主的な協働による活
動を支援する体制を確保するた
め、必要である。

③事業効果

備考
（施設名）

(１)過疎地域集落再
編整備
(２)過疎地域持続的
発展別事業

　市民団体等自らが地域づくり計
画（将来像）を策定し、それに基
づいて活動することで、地域コ
ミュニティ機能の活性化が図られ
ることから、将来にわたり地域の
持続的発展に資する事業である。

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

【まちづくり団体事業費補助金】 市民団体等補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【過疎地域等集落ネットワーク圏
形成支援事業】 町内会等 補助金

①具体的な事業内容

　人口減少・少子高齢化の進行に
伴い、まちの賑わいや活力が失わ
れている中で、市民団体が自主的
に行うまちづくり活動や、町内会
等の活動に必要な備品整備を支援
することにより、まちの活性化と
町内会活動の維持向上を図るた
め、必要な事業である。

　市民団体や町内会等の活動を支
援することで、まちの魅力が向上
するととともに、賑わいが創出さ
れること、また、地域コミュニ
ティの維持強化が図られることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。

　高齢化の進行等により、集落機
能の維持及び存続が危ぶまれる過
疎地域等の集落において深刻化す
る喫緊の課題に対応するため、地
域コミュニティ組織等が取り組む
事業を支援するもの。

 市民団体が自主的に行う活力と
魅力あるまちづくり活動に係る費
用の一部を支援するもの。
補助率等：1/2（必要性が認められ
る場合には2/3）　上限50万円

 町内会等の活動に必要な備品の
購入経費を支援するもの。
補助率等：1/2（町内会等の世帯数
が30世帯未満の場合には2/3）　下
限10万円、上限30万円
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備考
（施設名）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体

②事業の必要性

③事業効果

(３)その他 地域おこし協力隊事業 大館市

集落支援員設置事業 大館市

　地域住民が主体となった、地域
課題の解決等に向けた取組みを支
援することで、地域コミュニティ
の維持、活性化を図るため、必要
な事業である。

　地域コミュニティ組織の、地域
課題の解決等に向けた取組みを支
援することで、地域住民の住みよ
い環境が整備されるとともに、地
域活性化が図られることから、将
来にわたり地域の持続的発展に資
する事業である。
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
第１基本的な事項から第９教育の振興まで及び第 11 地域文化の振興等における公共施 

設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第 11 地域文化の振興等 
【地域文化の振興等の方針】 

歴史的風致維持向上計画に基づき、歴史的建造物・文化・伝統などの地域資源に光をあて、 
景観形成や展示・交流拠点の整備によるまちづくりを進め、市民が地域の歴史や文化、伝統 
への理解を深め、ふるさと大館に誇りを持つことに結び付けていく。また、市内の貴重な文 
化財の保存・活用や個性豊かな郷土芸能等の保存・伝承を図るとともに、ＳＮＳなどのツー 
ルを用いた文化財保護思想の普及啓発にも取り組むほか、本市の歴史・文化の魅力を広く発 
信することにより、観光や交流人口の拡大に結び付けていく。 
また、市民が優れた芸術文化に触れる機会を広めるため、市民文化会館など芸術文化の 

拠点施設との連携充実、魅力ある芸術文化公演の誘致、市民参加型の楽器演奏、演劇等を 
通じた芸術文化の普及、団体の育成、支援を行い、芸術文化の振興を図る。 
さらに、本市の伝統ある祭り・郷土芸能、民俗行事が後世に引き継がれるよう、各種保 

存団体や後継者の育成、支援を行う。 
 
ア 地域文化の振興等に係る施設の整備 
市民が地域の自然・歴史・文化などに誇りや関心を持ち、郷土への愛着心を育む機会を

創出するとともに、地域文化の振興に欠かすことのできない市民文化会館、郷土博物館な
どの施設整備の充実を図る。庭園が国指定名勝である鳥潟会館については、会館に関する
歴史史料の収集や整理、適切な保存に取り組む。 

 
（１）現況と問題点 

本市には、国指定文化財８件、県指定 19 件、市指定 44 件のほか国登録２件の文化財が
ある。国指定のうち６件が天然記念物であり、本市が誇る自然の宝である。また、これら
数多くの文化財は、先人の知恵と技、努力の証であり本市の歴史を物語る貴重な資料であ
ることから、郷土博物館において、これら文化財の調査、研究、保存、展示、啓発などを
通じた文化財保護思想の普及と利活用を進めている。これらを地域全体で保存、継承して
いく気運を醸成するため、より一層市民の認知度や関心を高める必要がある。 
市民文化会館は、年間を通して様々な活動に利用され、芸術文化活動の拠点施設として

の役割を果たしており、鳥潟会館は文化施設としてだけではなく観光施設としても重要度
が増しているが、いずれも経年による老朽化が課題となっている。 
また、人口減少や少子高齢化により、従来の枠組みや風習では地域に伝わる伝統芸能の

継承が困難になっており、これまで地域において営まれてきた伝統芸能、文化を守り、未
来に紡いでいくための、地域コミュニティ機能の維持・活性化や後継者確保が課題となっ
ている。 

 
（２）その対策 

本市固有の歴史や伝統文化を継承するとともに、発展させていくために、歴史的風致維
持向上計画に基づく歴史・文化・伝統などの風致維持向上を図り、魅力ある景観形成を目
指す。また、歴史・文化・伝統・芸術などの積極的な保護と保存、これらに触れる機会の
提供や先人顕彰に積極的に取り組む。 
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また、伝統ある祭り、郷土芸能などを守り、後世に継承していくため、後継者養成の取
組みを充実する。 
さらに、利用者目線に立ち、市民文化会館、郷土博物館、鳥潟会館等の拠点施設を計画

的に改修、整備する。 
 
●目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

博物館文化財施設等の来場
者数 

17,758 人 22,000 人 
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鳥潟会館改修事業 大館市

文化会館非常用発電機更新事業 大館市

文化会館ＬＥＤ照明化事業 大館市

文化会館舞台装置・音響設備更新
事業 大館市

その他 景観改善推進事業 大館市

歴史まちづくり事業 大館市

(３)その他 桜櫓館管理運営事業 大館市

天然記念物再生事業 大館市

備考
（施設名）

10　地域文化
の振興等

(１)地域文化振興施
設等
地域文化振興施
設

(２)過疎地域持続的
発展特別事業

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 
市民文化会館などの文化施設は、今後とも市民の文化交流機能を確保するため、建物

や設備の計画的な修繕・更新を図り、長寿命化を進める。 
また、社会教育系施設については、建物の老朽度や利用者数、維持管理費用などを精

査するとともに、歴史的価値などを考慮しながら、施設の存続について検討する。存続
が必要な施設については、建物や設備の計画的な修繕・更新を図り、長寿命化を進める
とともに、施設の改築等に合わせてバリアフリー化を進め、利用環境の向上を図る。 
上記の大館市公共施設等総合管理計画の基本的な考え方を踏まえ、過疎対策を推進する。 
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第 12 再生可能エネルギーの利用の推進 
【再生可能エネルギーの利用の推進の方針】 
本市では平成 14 年に地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に当たる「エコ・プラン 21」 

を策定し、市の事務事業に関し温室効果ガスの排出削減に取り組んでおり、また、令和３年 
２月には、秋田県内で初となる「ゼロカーボンシティ」を宣言している。 
市が有する豊富な再生可能エネルギー源や二酸化炭素を吸収する豊かな森林資源などの 

地域資源の強みを最大限に活かし、温室効果ガスの削減に向けた取組みを加速させていく。 
また、本計画に基づく地球温暖化対策等への取組みを通じ、地域における課題を解決するこ 
とにより、環境と経済が好循環した社会の形成を推進する。 

 
（１）現況と課題 
   地球温暖化の影響と考えられる気候変動により、深刻な自然災害が国内のみならず世界 

中で頻発しており、本市においても大雨による災害の発生、高温による農作物の生育不良、 
雪不足または極端な大雪による雪害など、市民の安全と安心を揺るがす事態が発生してい 
る。 
令和７年３月に策定した「大館市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」において、 

市の将来ビジョンとそれを実現するための取組みと目標を設定したことから、それらを市 
民、事業者と共有し、脱炭素に向けた歩みを地域一丸となって進めていくための仕組みづ 
くりが必要である。 

 
（２）その対策 

    公共施設に再生可能エネルギーを率先して導入するとともに、その効果を周知し、民間 
への導入を促進する。また、木質バイオマスを原料とするペレットやチップについて、燃 
料としての有効性を周知し、市民や事業者の導入を支援することで、地球温暖化対策の推 
進と市民等の環境に対する意識高揚を図る。 

 
●目標 

目標項目 現状値 
（令和６年度） 

目標値 
（令和 12 年度） 

木質バイオマス（チップ、ペ
レット）生産量 

38,473t 44,000t 
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【ペレットストーブ設置費補助事
業】 市民等 補助金

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

(３)その他

備考
（施設名）

11　再生可能
エネルギーの
利用の推進

(１)再生可能エネル
ギー利用施設
(２)過疎地域持続的
発展特別事業

　ペレットストーブを設置する者
に対し、経費の一部を補助する。
対象者：ストーブを設置する市
民、市内事業者
対象経費：ストーブ本体、付属
品、設置に必要な工事費
補助金額等：対象経費の1/2、上限
20万円

　木質ペレットストーブの普及を
促進し、木質バイオマス等を活用
した木材産業の活性化と地球温暖
化対策の推進を図るため、必要な
事業である。

　木質ペレットストーブの普及に
より、木質バイオマス等を活用し
た木材産業の基盤が確立されると
ともに、地球温暖化対策、資源循
環型社会の構築が図られることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。

（３）計　画

事業計画（令和８年度～令和12年度）

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体
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２　産業の振
興 【ものづくり力向上支援事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【新技術・新商品開発等支援事
業】 大館市

①具体的な事業内容

　市内中小企業が行う新技術や新
商品の試作開発や、展示会への出
展、国内特許等出願に要する経費
の一部を補助するもの。
（補助率等）
個者　補助率1/3　上限10万円
複数者連携　補助率1/2　上限20万
円

事業計画（令和８年度～令和12年度）　過疎地域持続的発展特別事業分

持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

(10)過疎地
域持続的発
展特別事業

　本事業は、新技
術や新商品の開発
が促進されること
により、本市のも
のづくりの力が総
体的に向上し、地
場産業の振興、新
規雇用の創出につ
ながることから、
将来にわたり地域
の持続的発展に資
するものである。
※補助金

　本事業は、従業
員のより高度な知
識や技術の習得を
促進することは、
ものづくり力と企
業の生産性向上を
向上させ、新技術
や新サービスの開
発、地場産業の振
興、さらには、雇
用創出につながる
ことから、将来に
わたり地域の持続
的発展に資するも
のである。
※補助金

　市内職業訓練施設におけるセミ
ナー受講料の２分の１以内を助成
（上限：１事業者につき５万円/年
間）

　人口減少が進む中、企業の競争
力を高めるためには生産性向上が
必要であると同時に、従業員個々
の技術や知識など能力を高めるこ
とが重要である。本事業は、もの
づくりに係る企業の人材育成を促
進するために必要である。

　従業員のより高度な知識や技術
の習得を促進することは、ものづ
くり力と企業の生産性向上を向上
させ、新技術や新サービスの開
発、地場産業の振興、さらには、
雇用創出につながることから、将
来にわたり地域の持続的発展に資
する事業である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

②事業の必要性

③事業効果

【創業支援事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

　本事業は、民間
活力を高め、地域
の開業率を引き上
げることにより、
雇用を生み出し、
産業の新陳代謝が
進むことで、地域
の活性化の活性化
が図られることか
ら、将来にわたり
地域の持続的発展
に資するものであ
る。
※補助金

　地場産業の振興を図るために
は、企業の新技術や新商品の開発
を後押しすることが重要である
が、中小企業にとってその経費は
大きな負担となっており、その負
担軽減を図るため、必要な事業で
ある。

　新技術や新商品の開発が促進さ
れることにより、本市のものづく
りの力が総体的に向上し、地場産
業の振興、新規雇用の創出につな
がることから、将来にわたり地域
の持続的発展に資する事業であ
る。

　特定創業支援機関（大館商工会
議所・大館北秋商工会）による経
営指導の受講者を対象として、補
助対象経費（設備費、広告費、什
器備品費）の一部を補助するも
の。
補助率等：1/2　上限30万円（県外
からの移住、法人設立、女性、40
歳未満など、申請者の状況に応じ
て上限額を加算、補助率を2/3に引
き上げ。）

　創業者は資金面での不安を抱え
ていることが多く、初期費用の一
部を補助することで、円滑な創業
を促すことができるため、必要で
ある。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

③事業効果

【地域産業担い手確保支援事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　民間活力を高め、地域の開業率
を引き上げることにより、雇用を
生み出し、産業の新陳代謝が進む
ことで、地域の活性化の活性化が
図られることから、将来にわたり
地域の持続的発展に資する事業で
ある。

　本事業により、
地域外からの人材
確保を支援するこ
とは、企業の生産
性向上と人口の流
入促進につながる
ことから、将来に
わたり地域の持続
的発展に資するも
のである。
※補助金

　市内企業が県外からの従業員を
確保するために行う企業説明会や
募集広告、外国人技能実習生を含
む外国人材獲得のための活動に要
する経費の一部を補助するもの。
補助率等：1/2　上限25万円

　市内企業の人手不足が深刻で、
人口減少の進行もあって新卒者の
確保も難しい状態であり、県外か
らの人材確保が必要となっている
ことから、その募集活動を支援す
るために必要な事業となってい
る。また、外国人技能実習生を含
む外国人材の採用も進んでいる状
況も踏まえ、必要な事業である。

　地域外からの人材確保を支援す
ることは、企業の生産性向上と人
口の流入促進につながることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【誘致企業奨励金事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　企業誘致及び地元企業の成長を
支援することは、本市の産業振興
に欠かせないものであり、また新
たな産業の柱を構築するうえでも
非常に重要な取組みである。その
取組みを推進するには、立地企業
の初期投資や立ち上げ直後の経費
負担の軽減を図ることが重要であ
ることから、必要な事業である。

　新規企業の誘致と既存企業の設
備投資を促すことにより、雇用の
創出が図られ、企業経営の安定化
につながる。その結果、従業員数
の増加や定住化が図られることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。

　本事業により、
新規企業の誘致と
既存企業の設備投
資を促すことによ
り、雇用の創出が
図られ、企業経営
の安定化につなが
る。その結果、従
業員数の増加や定
住化が図られるこ
とから、将来にわ
たり地域の持続的
発展に資するもの
である。
※補助金

●大館市工場等設置促進条例指定
工場を立地した企業に対し、次の
優遇措置を講ずるもの。
・操業開始時支援金：従業員１人
につき10万円助成（上限500万円）
・雇用奨励金：工場立地に伴い10
人を超える地元従業員を新たに雇
用した場合、10人を超える者１人
につき10万円助成
・障害者雇用奨励金：１人につき
10万円助成
・福利厚生施設等助成金：経費の
1/3相当額を助成（上限1,000万
円）

●大館市空き公共施設等利活用促
進条例指定事業者に対し、次の優
遇措置を講ずるもの。
・事業開始時支援金：新たに雇用
する従業員１人につき10万円助成
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【未来技術実証支援事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　本事業により、
ＡＩやＩｏＴを活
用した実証実験に
よる地域課題の解
決が図られるとと
もに、情報サービ
ス産業等の振興を
促進することによ
り、県外スタート
アップやベン
チャー企業等の若
年者が希望する職
種の増加や定着が
見込まれ、デジタ
ルトランスフォー
メーションによる
新たな産業の創出
にも寄与すること
から、将来にわた
り地域の持続的発
展に資する事業で
ある。
※補助金

●ＡＩやＩｏＴなどの未来技術を
活用した実証実験により、本市の
地域課題解決または市民生活の質
の向上に資する事業を行う者に対
し、事業費の一部を補助する。
補助率：1/2
上限額等：上限額100万円、下限額
20万円

●本市所在の賃貸借物件を借用し
て新たに上記の実証実験を実施す
る者及び情報サービス産業等の事
業を行う者に対し、借用に係る費
用の一部を補助する。
補助率：1/2
上限額等：10万円/月（最長３年
間、360万円）

　県外スタートアップやベン
チャー企業の進出と定着による地
域課題の解決を図るとともに、情
報サービス産業等の振興によるデ
ジタルトランスフォーメーション
を推進することは本市の新たな産
業を育成する上で不可欠であるこ
とから、必要な事業である。

　本事業により、新規企業の進出
やサテライトオフィスの開設によ
る定着を促進することで、若年者
が希望する職種が増えるととも
に、地場産業との協働による新た
な産業の創出を期待できることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【橋梁長寿命化計画事業】 大館市

①具体的な事業内容

　橋梁長寿命化修繕計画に基づ
き、次の橋梁の補修を行う。
信正寺橋（信正寺通り線）
　L=25.1m　W=10.6m
十二所跨線橋（扇田十二所線）
　L=25.3m　W=7.9m
下町橋（下代野下町線）
　L=151.9m　W=4.8m
犀川橋（水無扇田線）
　L=60.1m　W=7.2m
曲田橋（曲田橋線）
　L=99.8m　W=7.5m
茂内橋（茂内屋敷水沢線）
　L=35.0m　W=4.7m
東橋（比内）（独鈷中野線）
　L=93.0m　W=5.5m
十二所橋（十二所曲田線）
　L=96.1m　W=5.2m
西大橋（大館駅東大館線）
　L=165.0m　W=18.3m
石渕橋（二ツ屋線）
　L=42.2m　W=4.6m
寺崎橋（八木橋・寺崎線）
　L=43.6m　W=5.3m
高岨橋（大野高岨線）
　L=57.0m　W=4.8m
二ツ屋橋（二ツ屋線）
　L=20.4m　W=3.8m
一通橋（八木橋一通線）
　L=14.5m　W=5.6m
片貝橋（扇田・板戸線）
　L=44.9m　W=7.3m
土目内橋（本郷繋沢線）
　L=16.0m　W=5.8m
尻合橋（長走線）
　L=15.3m　W=5.3m
上出口橋（出口４号線）
　L=9.5m　W=3.7m
三階橋（十二所線）
　L=21.2m　W=6.6m
深沢橋（深沢１号線）
　L=8.0m　W=4.7m
東二ツ屋橋（東二ツ屋線）
　L=32.1m　W=5.2m

４　交通施設
の整備、交通
手段の確保

(９)過疎地
域持続的発
展特別事業

　本事業により、
橋梁の長寿命化及
び維持管理費の縮
減並びに道路交通
の安全性が確保さ
れ、住民が安全安
心に暮らすことが
できる生活環境・
基盤が整備される
ことから、将来に
わたり地域の持続
的発展に資するも
のである。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

長内沢橋（長内沢線）
　L=14.5m　W=6.2m
板戸川橋（四羽出五輪台沼田線）
　L=18.4m　W=8.3m
深渡橋（岩本線）
　L=35.3m　W=5.7m
福館橋（福館線）
　L=66.8m　W=3.6m
小茂内橋（大館長木線）
　L=14.1m　W=8.2m
外川原橋（上野外川原線）
　L=232.0m　W=4.8m
森合橋（達子・森合線）
　L=64.8m　W=5.0m
越山橋（越山向岱線）
　L=45.0m　W=5.4m
上岩瀬橋（岩瀬・山田線）
　L=67.1m　W=4.8m
粕田橋（大森粕田線）
　L=25.3m　W=5.5m
上渡橋（白沢線）
　L=50.9m　W=5.3m
萩下橋（萩下・駒橋線）
　L=91.1m　W=5.1m
東橋（大館）（東二ツ屋線）
　L=96.1m　W=6.0m
大一通橋（大一通線）
　L=50.9m　W=4.3m
川代橋（大滝五輪岳線）
　L=10.5m　W=8.6m
長面橋（釈迦内長面粕田線）
　L=62.6m　W=5.1m
大明神橋（大明神２号線）
　L=35.0m　W=4.3m
新沢小橋（新沢５号線）
　L=14.6m　W=9.1m
沢尻跨線橋（十二所沢尻線）
　L=40.2m　W=7.0m
多茂木橋（多茂木線）
　L=8.2m　W=5.8m
日景町橋（日景町線）
　L=38.3m　W=4.0m
中台橋（山神台獅子ヶ森線）
　L=29.7m　W=4.1m
向綱橋（大町山館線）
　L=3.0m　W=10.2m
割沢橋（岩瀬線）
　L=12.5m　W=4.0m
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

高館橋（釈迦内松木立花線）
　L=54.0m　W=6.0m
新沢山橋（大町山館線）
　L=4.3m　W=13.8m
道目木川橋（扇田十二所線）
　L=5.3m　W=7.9m
 沢橋（本郷繋沢線）
　L=13.5m　W=6.3m
小新田橋（大巻・羽立線）
　L=15.3m　W=5.5m
味噌内橋（千歳平滝線）
　L=46.8m　W=4.0m
獅子ヶ森橋（上代野釈迦内線）
　L=28.3m　W=5.4m
獅子ヶ森歩道橋（上代野釈迦内
線）L=49.0m　W=2.0m
十二所跨道１号橋（扇田十二所
線）L=3.8m　W=7.5m
釣田橋（水無扇田線）
　L=15.7m　W=5.5m
山崎橋（扇田十二所線）
　L=3.0m　W=8.4m
赤倉沢橋（岩瀬線）
　L=14.4m　W=4.0m
大巻跨線道路橋（大巻１号線）
　L=28.3m　W=4.0m
堤沢橋（堤沢アセ石線）
　L=13.4m　W=8.5m
二ッ屋２号橋（二ッ屋線）
　L=48.0m　W=4.0m

②事業の必要性

③事業効果

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向け
て、道路交通の安全性を確保する
橋梁の補修のため、必要な事業で
ある。

　橋梁の長寿命化及び維持管理費
の縮減並びに道路交通の安全性が
確保され、住民が安全安心に暮ら
すことができる生活環境・基盤が
整備されることから、将来にわた
り地域の持続的発展に資する事業
である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【道路付属物点検事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【道路土工構造物点検事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　計画的な修繕による道路法面や
道路構造物の長寿命化を図り、通
行の安全確保により、住民が安全
安心に暮らすことができる生活環
境・基盤が整備されることから、
将来にわたり地域の持続的発展に
資する事業である。

　計画的な修繕に
よる道路施設の長
寿命化や、通行の
安全確保により、
住民が安全安心に
暮らすことができ
る生活環境・基盤
が整備されること
から、将来にわた
り地域の持続的発
展に資する事業で
ある。

　道路照明や標識等の道路付属物
総点検を行い、修繕計画を策定
し、計画に基づいた適正な管理を
図るもの。

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向け
て、道路付属物の総点検をするた
め、必要な事業である。

　計画的な修繕による道路施設の
長寿命化や、通行の安全確保によ
り、住民が安全安心に暮らすこと
ができる生活環境・基盤が整備さ
れることから、将来にわたり地域
の持続的発展に資する事業であ
る。

　計画的な修繕に
よる道路法面や道
路構造物の長寿命
化を図り、通行の
安全確保により、
住民が安全安心に
暮らすことができ
る生活環境・基盤
が整備されること
から、将来にわた
り地域の持続的発
展に資する事業で
ある。

　道路法面や道路構造物の点検を
実施し、点検結果に基づく修繕計
画を策定し、適正な管理を図るも
の。

　住民が安全に安心して暮らすこ
とのできる地域社会の実現に向け
て、道路法面や道路構造物の総点
検をするため、必要な事業であ
る。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【除雪運行管理システム整備事
業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【高齢者等定額フリーパス券支援
事業】 バス事業者

①具体的な事業内容

②事業の必要性

　除雪車運行管理システムを導入
したことにより、迅速な集計作業
が可能となり、事務の効率化が図
られる事業である。
　また、降雪センサーを活用し、
的確な除雪出動体制を確立できる
ほか、市のＨＰに公開サイトを開
設し、除雪作業の状況を市民に情
報提供し、除雪の見える化を推進
することにより、住民の安全安心
な暮らしに資することから、将来
にわたり地域の持続的発展に資す
る事業である。

　65歳以上又は障害者手帳を持つ
市民が購入するバス定期券（市内
どこでも乗降できる路線バス利用
券）の販売金額を助成するもの。

　交通弱者である高齢者及び障害
者の日常的な交通手段の確保と、
路線バス利用者減少に歯止めをか
け、運行を維持していくため、必
要な事業である。

　除雪車運行管理
システムを導入し
たことにより、迅
速な集計作業が可
能となり、事務の
効率化が図られる
事業である。
　また、降雪セン
サーを活用し、的
確な除雪出動体制
を確立できるほ
か、市のＨＰに公
開サイトを開設
し、除雪作業の状
況を市民に情報提
供し、除雪の見え
る化を推進するこ
とにより、住民の
安全安心な暮らし
に資することか
ら、将来にわたり
地域の持続的発展
に資する事業であ
る。

　除雪車運行管理システムを活用
した迅速な集計作業により、事務
処理の軽減や除排雪作業の効率化
を図るもの。

　除雪車運行管理システムや降雪
センサーを整備し、的確な出動を
遂行するとともに、除雪出動状況
の市民への公開、きめ細かな雪対
策の計画、除排雪作業の効率化を
図るために必要な事業である。

　本事業により、
高齢者等の交通手
段が確保されると
ともに、路線バス
乗車率の向上が図
られ、路線バスの
運行維持につなが
ることから、将来
にわたり地域の持
続的発展に資する
ものである。
※助成金
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

③事業効果

５　生活環境
の整備 【公共施設適正管理事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　計画的な補修・改修により公共
施設の長寿命化が図られること、
また、老朽化した公共施設の解体
撤去により危険性や維持管理コス
トなどの抑制が図られ、住民が安
全に安心して暮らすことのできる
地域社会の実現が可能となること
から、将来にわたり地域の持続的
発展に資する事業である。

　高齢者等の交通手段が確保され
るとともに、路線バス乗車率の向
上が図られ、路線バスの運行維持
につながることから、将来にわた
り地域の持続的発展に資する事業
である。

(７)過疎地
域持続的発
展特別事業

　計画的な補修・
改修により公共施
設の長寿命化が図
られること、ま
た、老朽化した公
共施設の解体撤去
により危険性や維
持管理コストなど
の抑制が図られ、
住民が安全に安心
して暮らすことの
できる地域社会の
実現が可能となる
ことから、将来に
わたり地域の持続
的発展に資する事
業である。

　公共施設の再配置や危険性を検
討した上で、継続して維持すべき
施設の補修・改修を進めるととも
に、老朽化が著しく緊急性の高い
ものは解体撤去する。必要な資金
は、基金を設置して確保する。

　住民が将来にわたり安全に安心
して暮らすことのできる地域社会
の実現を図るため、老朽化した公
共施設の補修、改修、解体及び撤
去を行う必要がある。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

７　医療の確
保

【大館市休日夜間急患センター運
営事業】

大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【医学生奨学資金貸与及び医学生
奨学基金造成事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

(３)過疎地
域持続的特
別事業

　本事業は、休日
夜間における初期
救急医療体制を確
保することによ
り、市民の安全安
心な生活に寄与す
るものであること
から、将来にわた
り地域の持続的発
展に資するもので
ある。

・診療科目：内科、小児科、外
科、整形外科
・職員体制：医師１名（医師会、
市立総合病院、市立扇田病院、労
災病院より輪番での医師派遣）
看護師２名（７名で交代勤務）
事務職員１名（業務委託）

　二次医療機関との機能分担を図
るとともに、休日夜間における初
期救急医療体制を確保するため、
必要である。

　休日夜間における初期救急医療
体制を確保することにより、市民
の安全安心な生活に寄与するもの
であることから、将来にわたり地
域の持続的発展に資する事業であ
る。

　本事業により、
医師の安定確保と
質向上が図られ、
市内医療機関の医
療体制を安定、充
実させることがで
き、住民が安心し
て暮らすことがで
きる医療環境が整
うことから、将来
にわたり地域の持
続的発展に資する
ものである。

　医師を志す学生に対し、奨学金
を貸与する。
・対象人員、貸与金額：毎年度５
人以内、月額６万円、無利子
・返還免除：市内の医療機関に医
師として貸与期間と同じ期間勤務
した場合等

　医師不足が深刻な状況の中、市
内の医師の安定確保と地域医療の
実施体制を堅持することが求めら
れることから、必要な事業であ
る。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

③事業効果

【看護師奨学資金貸与及び看護師
奨学基金造成事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　医師の安定確保と質向上によ
り、市内医療機関の医療体制を安
定、充実させることができ、住民
が安心して暮らすことができる医
療環境が整うことから、将来にわ
たり地域の持続的発展に資する事
業である。

　本事業は、看護
師の安定確保によ
り、看護・医療の
質的向上及び医療
体制の安定化に資
することで、地域
住民の安全安心や
健康増進にも大い
に寄与することか
ら、将来にわたり
地域の持続的発展
に資するものであ
る。

　市立病院に看護師として勤務す
る意思を持つ学生に対し、奨学金
を貸与する。必要な資金は基金を
設置して確保する。
・対象人員、貸与金額：毎年度5人
以内、月額５万円（養成施設入学
時若しくは卒業時に10万円を加
算）、無利子
・返還免除：市立総合病院に看護
師として貸与期間の1.5倍の期間勤
務した場合等

　総合病院は大館・鹿角二次医療
圏で急性期医療を担う拠点病院と
して、扇田病院は地域の一次医療
を担う病院として住民に医療を提
供していくためには、看護師の継
続的な安定確保と地域医療体制を
堅持することが求められることか
ら、必要な事業である。

　看護師の安定確保により、看
護・医療の質的向上及び医療体制
の安定化に資することで、地域住
民の安全安心や健康増進にも大い
に寄与することから、将来にわた
り地域の持続的発展に資する事業
である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【クリニックスタートアップ支援
事業】

医療機関
等

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　本事業は、市内
医療機関の医療体
制を安定、充実さ
せることにより、
市民の安全安心な
生活に寄与するこ
とから、将来にわ
たり地域の持続的
発展に資する事業
である。
※補助金

　本市に医療機関を開設する医師
または医療法人に対し、診療所の
開設に必要な経費の一部を助成す
る。
・対象経費：土地取得費、建物建
設費、建物取得費、建物の改修費
又は解体費、医療機器購入費、そ
の他診療に必要な設備等の取得費
・補助率：補助対象経費の２分の
１以内（大館市空家台帳に登録さ
れている家屋を取得、改修または
解体した場合は３分の２以内）。
・補助上限額：5,000万円

　地域の一次医療を担う診療所の
開設を支援することにより、市民
が安全安心な医療サービスを受け
ることができる体制を構築する必
要があることから、必要な事業で
ある。

　市内医療機関の医療体制を安
定、充実させることにより、市民
の安全安心な生活に寄与すること
から、将来にわたり地域の持続的
発展に資する事業である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

８　教育の振
興

【奨学資金貸与及び奨学基金造成
事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　経済的理由により修学困難な者
に対し奨学金を貸与することで、
有用な人材を育成するとともに、
返還助成制度とあわせ、市内への
就職・定着を図るため、必要な事
業である。

　奨学金を貸与することで、経済
的理由があっても進学を希望する
者の学びを支援し、人材育成を図
るとともに、返還助成制度により
若年者の市内就職・定着につなが
ることから、将来にわたり地域の
持続的発展に資する事業である。

(４)過疎地
域持続的発
展特別事業

　本事業は、奨学
金を貸与すること
で、経済的理由が
あっても進学を希
望する者の学びを
支援し、人材育成
を図るとともに、
返還助成制度によ
り若年者の市内就
職・定着につなが
ることから、将来
にわたり地域の持
続的発展に資する
ものである。

　経済的理由により修学困難な者
に対し、奨学金を貸与する。
○対象人員、貸与金額
 高校生等：毎年度10人以内、月
額１万2,000円、無利子
 短大、大学生等：毎年度15人以
内、月額４万円、無利子
○返還助成：市内で就業している
場合に、年20万円上限、修業年数
と同期間、返還金を助成する。

126



持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【特別支援教育支援員派遣事業】 大館市

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　本事業により、
発達障害や身体的
障害を持つ児童生
徒の個々の特性に
あったケアを行う
ことで、学力や日
常生活への適応力
の向上と、ふるさ
とを担う「未来大
館市民」の育成環
境の充実につなが
ることから、将来
にわたり地域の持
続的発展に資する
ものである。

　通常学級での学習や日常生活動
作に支援が必要な児童生徒のた
め、特別支援教育支援員を配置
し、特別支援教育の充実を図る。

　通常学級に在籍する児童生徒の
うち、発達障害により支援が必要
な児童生徒は増加傾向にあり、ま
た、身体的に補助を必要とする児
童生徒もいるため、学校生活での
安全を確保するため教諭を補助す
るとともに、児童生徒をサポート
する特別支援教育支援員は、学校
や保護者からの需要が高いことか
ら、必要な事業である。

　発達障害や身体的障害を持つ児
童生徒の個々の特性にあったケア
を行うことで、学力や日常生活へ
の適応力の向上と、ふるさとを担
う「未来大館市民」の育成環境の
充実につながることから、将来に
わたり地域の持続的発展に資する
事業である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

９　集落の整
備 【地域づくり協働推進支援事業】 市民団体等

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

(２)過疎地
域持続的発
展特別事業

　本事業による支
援により、市民団
体等自らが地域づ
くり計画（将来
像）を策定し、そ
れに基づいて活動
することで、地域
コミュニティ機能
の活性化が図られ
ることから、将来
にわたり地域の持
続的発展に資する
ものである。
※補助金

　市民が安心していきいきと暮ら
すことができる元気で魅力ある地
域コミュニティづくりを目指し、
市民が主体となって自ら考え、地
域みんなで地域のことを話し合い
ながら、市民が自ら取り組む地域
活性化や地域課題の解決に向けた
地域づくりの取組みを支援するも
の。

○補助金限度額：地域づくり計画
策定は20万円、計画に基づく地域
づくり活動は50万円、ステップ
アップ事業は100万円を上限に補助
○補助率：計画の策定は10/10以
内、計画に基づいて実施する地域
づくり活動及びステップアップ事
業は8/10以内
○補助事業期間：計画策定は１
年、計画に基づいて実施する地域
づくり活動は２年以内、ステップ
アップ事業は１年以内

　過疎化や少子高齢化により、地
域の活力の低下が懸念される中、
地域の維持及び活性化を図る上
で、市民の自主的な協働による活
動を支援する体制を確保するた
め、必要である。

　市民団体等自らが地域づくり計
画（将来像）を策定し、それに基
づいて活動することで、地域コ
ミュニティ機能の活性化が図られ
ることから、将来にわたり地域の
持続的発展に資する事業である。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

【まちづくり団体事業費補助金】 市民団体等

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

【過疎地域等集落ネットワーク圏
形成支援事業】 町内会等

①具体的な事業内容

　本事業は、市民
団体や町内会等の
活動を支援するこ
とで、まちの魅力
が向上するととと
もに、賑わいが創
出されること、ま
た、地域コミュニ
ティの維持強化が
図られることか
ら、将来にわたり
地域の持続的発展
に資するものであ
る。
※補助金

 市民団体が自主的に行う活力と
魅力あるまちづくり活動に係る費
用の一部を支援するもの。
補助率等：1/2（必要性が認められ
る場合には2/3）　上限50万円

 町内会等の活動に必要な備品の
購入経費を支援するもの。
補助率等：1/2（町内会等の世帯数
が30世帯未満の場合には2/3）　下
限10万円、上限30万円

　人口減少・少子高齢化の進行に
伴い、まちの賑わいや活力が失わ
れている中で、市民団体が自主的
に行うまちづくり活動や、町内会
等の活動に必要な備品整備を支援
することにより、まちの活性化と
町内会活動の維持向上を図るた
め、必要な事業である。

　市民団体や町内会等の活動を支
援することで、まちの魅力が向上
するととともに、賑わいが創出さ
れること、また、地域コミュニ
ティの維持強化が図られることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。

　本事業は、地域
コミュニティ組織
の、地域課題の解
決等に向けた取組
みを支援すること
で、地域住民の住
みよい環境整備、
地域活性化が図ら
れることから、将
来にわたり地域の
持続的発展に資す
るものである。
※補助金

　高齢化の進行等により、集落機
能の維持及び存続が危ぶまれる過
疎地域等の集落において深刻化す
る喫緊の課題に対応するため、地
域コミュニティ組織等が取り組む
事業を支援するもの。
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持続的発展
施策区分

事業名
事業内容 事業主体 備考

（施設名）

②事業の必要性

③事業効果

【ペレットストーブ設置費補助事
業】 市民等

①具体的な事業内容

②事業の必要性

③事業効果

　木質ペレットストーブの普及に
より、木質バイオマス等を活用し
た木材産業の基盤が確立されると
ともに、地球温暖化対策、資源循
環型社会の構築が図られることか
ら、将来にわたり地域の持続的発
展に資する事業である。

　地域住民が主体となった、地域
課題の解決等に向けた取組みを支
援することで、地域コミュニティ
の維持、活性化を図るため、必要
な事業である。

　地域コミュニティ組織の、地域
課題の解決等に向けた取組みを支
援することで、地域住民の住みよ
い環境が整備されるとともに、地
域活性化が図られることから、将
来にわたり地域の持続的発展に資
する事業である。

11　再生可能
エネルギーの
利用の推進

(２)過疎地
域持続的発
展特別事業

　本事業により、
木質ペレットス
トーブの普及が促
進され、木質バイ
オマス等を活用し
た木材産業の基盤
が確立されるとと
もに、地球温暖化
対策、資源循環型
社会の構築が図ら
れることから、将
来にわたり地域の
持続的発展に資す
るものである。
※補助金

　ペレットストーブを設置する者
に対し、経費の一部を補助する。
対象者：ストーブを設置する市
民、市内事業者
対象経費：ストーブ本体、付属
品、設置に必要な工事費
補助金額等：対象経費の1/2、上限
20万円

　木質ペレットストーブの普及を
促進し、木質バイオマス等を活用
した木材産業の活性化と地球温暖
化対策の推進を図るため、必要な
事業である。
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